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フ
ラ
ン
ス
の
補
足
的
医
療
保
険
（
一
）

｜
｜
社
会
保
障
と
私
保
険
の
狭
間
で
｜
｜

笠

木

映

里

序

本
稿
の
問
題
意
識
と
検
討
対
象

第
一
編

補
足
的
医
療
保
険
｜
現
状
と
発
展
の
歴
史

第
一
章

補
足
的
医
療
保
険

第
二
章

発
展
の
歴
史

第
二
編

補
足
的
医
療
保
険
を
め
ぐ
る
法
制
度
の
展
開
（
一
九
四
六
〜
）

第
一
章

社
会
保
障
制
度
（secu

rite
so
cia
le

）
の
創
設
と
補
足
的
医
療
保
険
の
誕
生
（
以
上
本
号
）

第
二
章

補
足
的
医
療
保
険
に
関
す
る
体
系
的
な
法
規
制
の
試
み

第
三
章

欧
州
保
険
市
場
統
合
の
影
響

第
四
章

デ
ュ
ア
ル
・
シ
ス
テ
ム
の
制
度
化

第
五
章

デ
ュ
ア
ル
・
シ
ス
テ
ム
と
医
療
費
抑
制
政
策

第
六
章

被
用
者
の
補
足
的
医
療
保
険
と
「
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
」

（77-４- ）663 43
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第
三
編

総
括

序

本
稿
の
問
題
意
識
と
検
討
対
象

Ⅰ

は
じ
め
に

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
特
に
一
九
六
〇
年
代
以
降
、
強
制
加
入
の
公
的
医
療
保
険
を
補
足
す
る
い
わ
ゆ
る
補
足
的
医
療
保
険
（a

ssu
ra
n
ce

 
m
a
la
d
ie co

m
p
lem

en
ta
ire

）
が
急
速
に
発
展
し
、
今
日
で
は
フ
ラ
ン
ス
国
民
の
九
〇
％
以
上
が
何
ら
か
の
補
足
的
医
療
保
険
に
加
入
し

て
い
る１

）。
現
代
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
強
制
加
入
の
社
会
保
険
（secu

rite
so
cia
le,

社
会
保
障
（
基
礎
）
制
度２

））
に
補
足
的
医
療
保

険
を
組
み
合
わ
せ
た
、
二
層
的
な
制
度
に
よ
っ
て
国
民
の
医
療
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
実
現
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

補
足
的
医
療
保
険
は
、
い
わ
ゆ
る
社
会
保
険
制
度
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
、
民
間
保
険
会
社
を
含
む
私
的
な
主
体
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
保

険
で
あ
り
、
日
本
の
医
療
保
障
を
め
ぐ
る
議
論
の
文
脈
で
は
「
私
保
険
」
と
呼
ん
で
差
し
支
え
な
い
と
思
わ
れ
る３

）。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の

保
険
を
取
り
ま
く
多
様
な
法
規
制
、
制
度
設
計
を
分
析
す
る
と
、
単
な
る
「
私
保
険
」
を
超
え
た
特
殊
な
性
格
と
役
割
が
浮
か
び
上
が
っ
て

く
る
。

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
特
殊
な
制
度
が
構
築
さ
れ
た
要
因
と
し
て
は
、
ま
ず
、
社
会
保
障
財
政
の
逼
迫
を
受
け
た
実
際
上
の
必

要
性
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
保
険
の
給
付
水
準
は
、
財
政
上
の
困
難
を
背
景
と
し
て
八
〇
年
代
以
降
縮
小
・
停
滞
の
傾
向
を

示
し
て
お
り４

）、
社
会
保
険
の
後
退
を
カ
バ
ー
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
、
補
足
的
医
療
保
険
が
積
極
的
に
利
用
さ
れ
て
き
た５

）。
ま
た
、
日
本

と
異
な
る
事
情
と
し
て
、
医
師
団
体
と
保
険
者
と
の
間
で
交
渉
・
合
意
さ
れ
る
診
療
報
酬
に
つ
い
て
多
様
な
形
で
上
乗
せ
が
認
め
ら
れ
て
い

（77-４- ）44 664
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る
（
つ
ま
り
、
患
者
は
し
ば
し
ば
診
療
報
酬
額
を
超
え
た
費
用
を
負
担
す
る
）
と
い
う
制
度
の
構
造
も
、
き
わ
め
て
重
要
な
背
景
事
情
で
あ

ろ
う６

）。
も
っ
と
も
、
よ
り
根
本
的
な
背
景
と
し
て
｜
ま
た
、
上
記
の
よ
う
な
補
足
的
医
療
保
険
の
特
殊
な
位
置
づ
け
を
政
治
的
に
あ
る
い
は

事
実
上
可
能
に
し
た
背
景
と
し
て
｜
は
、
少
な
く
と
も
一
八
世
紀
ま
で
遡
る
歴
史
的
な
要
因
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
に

お
い
て
は
、
現
在
も
補
足
的
医
療
保
険
を
提
供
す
る
ア
ク
タ
ー
の
一
つ
と
し
て
活
動
す
る
共
済
組
合
（m

u
tu
elles

）
が
、
私
保
険
と
も
社

会
保
障
制
度
と
も
異
な
る
価
値
を
掲
げ
て
、
医
療
保
障
を
含
む
様
々
な
分
野
で
特
別
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
。
こ
う
し
た
歴
史
的
経
緯
は
、

少
な
か
ら
ず
現
在
の
補
足
的
医
療
保
険
の
位
置
づ
け
と
こ
れ
に
対
す
る
法
規
制
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う

な
歴
史
的
経
緯
と
も
関
連
し
て
、
い
わ
ば
「
公
私
」
が
一
体
と
な
っ
た
医
療
保
障
制
度
が
実
現
さ
れ
て
き
た
背
景
に
は
、
そ
も
そ
も
フ
ラ
ン

ス
に
お
い
て
、
社
会
保
険
と
私
保
険
の
関
係
が
、
日
本
で
想
定
さ
れ
て
い
る
そ
れ
と
は
大
き
く
異
な
る
と
い
う
事
情
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
よ
う
な
医
療
保
障
制
度
の
構
造
は
、
社
会
保
障
制
度
自
体
の
性
格
に
も
大
き
く
依
拠
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
考
察
を
も
と
に
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
ま
ず
、
補
足
的
医
療
保
険
が
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
現
在
の
よ
う
な
役
割
と
性
格
を

有
す
る
に
至
る
歴
史
的
経
緯
を
、
一
九
四
六
年
の
社
会
保
障
制
度
創
設
以
前
に
遡
っ
て
検
討
す
る
（
第
一
編
）。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
検
討

を
ふ
ま
え
て
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
補
足
的
医
療
保
険
に
関
す
る
法
的
規
制
の
展
開
を
、
一
九
四
六
年
の
社
会
保
障
制
度
創
設
以
降
の
大
き

く
六
つ
の
段
階
に
分
け
て
検
討
・
分
析
を
加
え
る
と
共
に
、
補
足
的
医
療
保
険
と
社
会
保
障
制
度
と
の
関
係
を
分
析
す
る
（
第
二
編
）。
最

後
に
、
以
上
の
検
討
を
総
括
し
、
日
本
法
へ
の
示
唆
に
つ
い
て
も
言
及
す
る
（
第
三
編
）

Ⅱ

検
討
対
象
の
限
定
・
他
分
野
と
の
関
係

一

補
足
年
金

⑴

Ⅰ
で
描
写
し
た
フ
ラ
ン
ス
の
制
度
の
特
徴
、
す
な
わ
ち
基
礎
制
度
と
補
足
的
制
度
と
の
組
み
合
わ
せ
と
い
う
制
度
の
あ
り
方
は
、
医
療

フランスの補足的医療保険（一）（笠木）
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の
分
野
だ
け
に
限
定
さ
れ
な
い
。
老
齢
年
金
の
分
野
に
お
い
て
は
、
公
的
年
金
を
補
足
す
る
補
足
年
金
が
、
第
二
次
大
戦
後
の
社
会
保
障
制

度
発
足
後
間
も
な
い
時
期
か
ら
発
展
し
、
一
九
七
二
年
以
降
は
こ
の
補
足
年
金
が
強
制
保
険
化
さ
れ
る
に
至
っ
て
い７

）る８
）。

後
で
述
べ
る
通
り
、

医
療
の
分
野
と
年
金
の
分
野
で
は
制
度
の
歴
史
や
発
展
の
経
緯
が
大
き
く
異
な
っ
て
お
り
、
本
稿
で
は
補
足
年
金
は
直
接
の
検
討
対
象
と
は

し
な
い
。
た
だ
、
両
分
野
の
相
違
点
を
指
摘
し
て
お
く
こ
と
は
、
医
療
の
分
野
の
特
徴
を
確
認
す
る
こ
と
に
も
役
立
ち
、
本
稿
の
検
討
に

と
っ
て
有
益
と
思
わ
れ
る
た
め
、
こ
こ
で
簡
単
に
補
足
年
金
の
発
展
と
強
制
加
入
化
の
経
緯
を
概
観
し
て
お
く
。

社
会
保
障
制
度
創
設
後
、
補
足
年
金
が
い
ち
は
や
く
労
働
協
約
に
よ
っ
て
構
想
さ
れ
た
の
は
、
賃
金
水
準
に
対
し
て
年
金
給
付
が
相
対
的

に
低
く
、
ま
た
公
務
員
等
の
特
別
制
度
を
も
つ
被
用
者
に
比
べ
て
不
利
な
立
場
に
あ
っ
た
一
般
制
度
の
幹
部
職
員
で
あ
る
（
一
九
四
七
年
三

月
一
四
日
の
労
働
協
約
に
よ
る
幹
部
職
員
退
職
年
金
機
構
総
連
合
会
（A

sso
cia
tio
n G

en
era

le d
es In

stitu
tio
n
s d

e R
etra

ites d
es

 
C
a
d
res,

A
G
IR
C

）
の
創
設
）。
ま
た
、
非
幹
部
被
用
者
に
つ
い
て
も
、
一
九
五
〇
年
代
以
降
補
足
年
金
制
度
が
労
働
協
約
に
よ
り
設
立
さ

れ
、
発
展
を
遂
げ
た
。
特
に
、
一
九
六
一
年
の
全
国
職
際
協
定
以
降
は
、
補
足
年
金
制
度
連
合
会
（A

sso
cia
tio
n
 
d
es
 
R
eg
im
es
 
d
e

 
R
etra

ites C
o
m
p
lem

en
ta
ires,

A
R
R
C
O

）
を
通
じ
て
非
幹
部
職
員
被
用
者
に
対
す
る
適
用
対
象
の
拡
大
が
広
く
図
ら
れ
た
。

こ
う
し
た
経
緯
を
経
て
、
一
九
七
二
年
の
時
点
で
、
補
足
年
金
制
度
は
一
般
制
度
と
農
業
制
度
に
属
す
る
被
用
者
の
大
部
分
を
カ
バ
ー
す

る
に
至
っ
た
が
、
そ
の
結
果
、
一
部
の
職
業
分
野
を
中
心
と
し
て
補
足
年
金
制
度
を
も
た
な
い
被
用
者
・
退
職
者
が
依
然
と
し
て
存
在
し
て

い
る
こ
と
が
問
題
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
を
受
け
て
一
九
七
二
年
法
は
、
あ
ら
ゆ
る
被
用
者
が
法
律
で
認
可
さ
れ
た
補
足
年
金
制
度

に
加
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
定
め
、
補
足
的
年
金
制
度
の
強
制
加
入
化
を
行
っ
た
（
社
会
保
障
法
典
Ｌ

.

九
二
一
｜
一
条
）。
補
足
的
年

金
を
運
営
す
る
機
構
は
主
と
し
てA

G
IR
C

お
よ
びA

R
R
C
O

で
あ
り９

）、
保
険
料
や
給
付
等
に
関
す
る
具
体
的
な
制
度
の
仕
組
み
は
、
全

て
労
使
間
の
協
定
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
（
例
え
ば
、A

R
R
C
O

お
よ
びA

G
IR
C

は
い
ず
れ
も
賦
課
方
式
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
も
法
律
に
よ
っ
て
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
）。

こ
う
し
た
補
足
年
金
制
度
に
つ
い
て
、
本
稿
の
検
討
対
象
で
あ
る
補
足
的
医
療
保
険
制
度
と
比
較
す
る
と
、
ま
ず
、
以
下
の
よ
う
な
共
通

論 説
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点
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、
補
足
年
金
に
よ
っ
て
カ
バ
ー
さ
れ
る
者
の
範
囲
が
広
が
る
に
従
っ
て
、
私
的
制
度
に
お
い
て
は
当
然

に
発
生
す
る
は
ず
の
、
カ
バ
ー
さ
れ
な
い
者
の
存
在
が
問
題
視
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
さ
ら
に
遡
れ
ば
、
一
定
水
準
の
給
付
が
あ
ら
ゆ
る

国
民
（
被
用
者
）
に
と
っ
て
必
要
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
、
い
わ
ば
普
遍
主
義
的
・
平
等
主
義
的
な
価
値
に
支
え
ら
れ
て
い
る10

）。
こ
う
し
た

議
論
は
、
医
療
の
分
野
に
お
い
て
も
同
様
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
（
補
足
的C

M
U

の
創
設
に
際
す
る
議
論
を
参
照
。
本
稿
第
二
編
第
四

章
）。
ま
た
、
補
足
年
金
に
つ
い
て
は
、
引
退
後
の
所
得
保
障
に
お
け
る
そ
の
重
要
性
が
高
ま
り
、
加
入
範
囲
が
拡
大
さ
れ
る
に
伴
っ
て
、

補
足
年
金
が
社
会
保
障
制
度
と
切
り
離
せ
な
い
も
の
と
し
て
議
論
の
対
象
と
さ
れ
る
に
至
る
と
い
う
状
況
が
見
ら
れ
る
（
例
え
ば
、
補
足
年

金
制
度
の
支
給
開
始
年
齢
は
、
法
定
基
礎
制
度
の
支
給
開
始
年
齢
の
引
き
下
げ
（
一
九
八
二
年
）
に
連
動
し
て
一
九
八
三
年
に
引
き
下
げ
ら

れ
た
）。
こ
れ
も
、
医
療
の
分
野
に
お
い
て
も
同
様
に
、
あ
る
い
は
よ
り
顕
著
に
、
か
つ
複
雑
な
問
題
と
し
て
議
論
さ
れ
て
い
る
（
医
療
費

抑
制
政
策
と
の
関
係
に
関
す
る
議
論
を
参
照
。
本
稿
第
二
編
第
五
章
）。

一
方
で
、
両
分
野
の
補
足
制
度
の
最
大
の
違
い
は
、
年
金
の
領
域
に
お
い
て
は
、
労
使
に
よ
る
交
渉
・
合
意
が
常
に
制
度
設
計
・
管
理
運

営
を
担
っ
て
き
た
の
に
対
し
て
、
医
療
の
分
野
に
お
い
て
は
、
古
く
か
ら
存
在
す
る
共
済
組
合
が
一
定
の
役
割
を
担
い
、
こ
う
し
た
歴
史
的

経
緯
が
制
度
設
計
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
こ
と
と
も
一
部
関
連
し
て
、
補
足
的
年
金
が
依
然
と
し
て
被
用

者
の
み
を
対
象
と
す
る
の
に
対
し
、
補
足
的
医
療
保
険
は
被
用
者
・
非
被
用
者
の
双
方
を
対
象
と
し
て
い
る
こ
と
も
大
き
な
相
違
点
と
い
え

よ
う
。
こ
れ
ら
の
特
徴
は
、
共
済
組
合
の
発
展
の
歴
史
的
経
緯
に
加
え
、
医
療
の
リ
ス
ク
が
労
働
者
階
級
と
比
較
的
切
り
離
し
や
す
い
も
の

で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
早
く
か
ら
補
足
的
医
療
保
険
が
労
働
者
階
級
以
外
の
グ
ル
ー
プ
に
も
拡
大
し
た
こ
と
、
お
よ
び
、
医
療
保
険
が
年
金

保
険
に
比
し
て
（
あ
く
ま
で
比
較
的
に
で
は
あ
る
が
）
小
規
模
な
グ
ル
ー
プ
に
よ
っ
て
も
成
立
さ
せ
や
す
い
こ
と
な
ど
に
由
来
し
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
補
足
的
年
金
制
度
が
強
制
加
入
化
に
伴
っ
て
完
全
に
社
会
保
障
制
度
の
一
部
と
い
え
る
よ
う
な
性
格
の
も
の
へ

と
発
展
し
、
徐
々
に
年
金
給
付
の
主
要
な
部
分
を
担
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
医
療
の
分
野
で
は
、
強
制
加
入
の
社
会
保
障
制

度
が
あ
く
ま
で
中
核
と
し
て
の
位
置
づ
け
を
維
持
し
て
お
り
、
補
足
的
医
療
保
険
は
依
然
と
し
て
任
意
加
入
の
保
険
に
過
ぎ
な
い
こ
と
も
、
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重
要
な
相
違
点
で
あ
る11

）。

二

そ
の
他
の
給
付

補
足
的
医
療
保
険
契
約
は
、
し
ば
し
ば
介
護
に
関
す
る
保
険
契
約
等
と
あ
わ
せ
て
締
結
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
講
学
上
は
、

生
活
保
障

（p
rev

o
y
a
n
ce

）」
と
い
う
用
語
が
労
働
不
能
や
介
護
に
か
か
る
費
用
を
含
め
た
補
足
年
金
以
外
の
任
意
的
な
補
足
的
生
活
保
障
の
ス
キ
ー

ム
と
い
う
広
い
意
味
で
使
わ
れ
、
補
足
的
医
療
保
険
が
こ
れ
に
含
ま
れ
る
も
の
と
し
て
解
説
さ
れ
る
場
合
も
し
ば
し
ば
み
ら
れ12

）る13
）。

ま
た
、

医
療
に
か
か
わ
る
も
の
の
中
に
も
、
医
療
支
出
を
カ
バ
ー
す
る
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
傷
病
に
よ
る
休
業
中
の
収
入
を
補
完
す
る
タ
イ
プ
の

も
の
等
が
あ
る
。
本
稿
に
お
い
て
は
検
討
を
複
雑
化
し
な
い
た
め
、
さ
し
あ
た
り
補
足
的
医
療
保
険
契
約
、
か
つ
医
療
支
出
の
填
補
を
す
る

契
約
類
型
を
主
た
る
検
討
対
象
と
し
て
設
定
す
る
。

三

社
会
保
障
制
度

補
足
的
医
療
保
険
に
つ
い
て
議
論
す
る
際
、
本
来
は
、
基
礎
制
度
、
す
な
わ
ち
社
会
保
障
制
度
と
し
て
の
医
療
保
険
が
ど
の
よ
う
な
水

準
・
範
囲
を
提
供
し
て
い
る
の
か
（
あ
る
い
は
提
供
し
て
い
な
い
の
か
）
を
論
じ
る
こ
と
が
一
つ
の
前
提
と
な
る
。
す
で
に
「
は
じ
め
に
」

で
述
べ
た
通
り
、
現
在
の
フ
ラ
ン
ス
の
制
度
の
あ
り
方
は
、
社
会
保
障
制
度
に
よ
る
給
付
の
縮
小
を
一
つ
の
背
景
と
し
て
成
立
し
た
も
の
で

あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
別
稿
で
既
に
議
論
を
し
て
い
る
こ
と
か
ら14

）、
本
稿
で
は
で
き
る
限
り
検
討
を
省
略
し
、
必
要
な
限

り
で
別
稿
を
引
用
、
あ
る
い
は
近
年
の
動
向
等
に
つ
い
て
簡
単
な
記
述
を
加
え
る15

）。
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Ⅲ

比
較
法
的
観
点

一

日
本
法

以
下
で
述
べ
る
通
り
、
日
本
の
制
度
は
上
記
の
よ
う
な
フ
ラ
ン
ス
の
医
療
制
度
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
お
り
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
関
す
る
分

析
が
直
接
に
日
本
法
に
具
体
的
な
示
唆
を
も
た
ら
す
と
は
思
わ
れ
な
い
。
も
っ
と
も
、
本
論
文
の
テ
ー
マ
の
選
択
に
は
、
少
な
く
と
も
間
接

的
に
は
日
本
法
に
お
け
る
問
題
関
心
が
関
わ
っ
て
い
る
。
以
下
、
本
稿
の
テ
ー
マ
と
関
連
す
る
日
本
法
の
状
況
を
概
観
し
、
フ
ラ
ン
ス
法
の

検
討
が
日
本
法
に
対
し
て
も
ち
う
る
示
唆
を
指
摘
し
て
お
く
。

日
本
に
お
い
て
、
強
制
加
入
の
公
的
医
療
保
険
制
度
を
補
完
す
る
私
的
医
療
保
険
の
市
場
は
、
フ
ラ
ン
ス
を
含
む
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
と
比

較
す
れ
ば
き
わ
め
て
小
規
模
な
も
の
に
留
ま
っ
て
き
た
。
そ
も
そ
も
、
損
害
填
補
方
式
の
医
療
費
補
償
の
保
険
商
品
が
提
供
さ
れ
る
に
至
る

の
は
一
九
八
六
年
以
降
の
こ
と
で
あ
り16

）、
そ
の
後
も
、
疾
病
治
療
費
を
填
補
す
る
私
保
険
の
関
与
は
原
則
と
し
て
入
院
医
療
の
場
面
に
限
定

さ
れ
て
い
る17

）。

こ
の
よ
う
な
状
況
に
は
、
お
お
む
ね
以
下
の
よ
う
な
理
由
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
ず
、
日
本
の
公
的
医
療
保
険
の
給
付
の
範
囲
が
比
較

的
広
く
、
必
要
か
つ
適
切
な
医
療
行
為
・
医
薬
品
は
原
則
と
し
て
公
的
医
療
保
険
に
よ
っ
て
カ
バ
ー
す
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
た
こ
と18

）。
そ
し

て
、
そ
の
一
つ
の
帰
結
と
し
て
、
原
則
と
し
て
混
合
診
療
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と19

）。
ま
た
、
こ
の
こ
と
と
も
関
連
し
て
、
医
師
の
診
療
報

酬
や
医
薬
品
の
価
格
等
、
医
療
の
値
段
が
全
て
行
政
立
法
に
よ
っ
て
一
律
に
決
定
さ
れ
、
こ
の
価
格
を
超
え
て
患
者
に
費
用
が
請
求
さ
れ
る

こ
と
が
原
則
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
（
健
保
法
七
六
条
二
項
、
七
二
条
一
項
、
平
成
二
〇
年
厚
労
省
告
示
五
九
号
、
昭
和

三
二
年
厚
生
省
令
一
五
号
ほ
か
）。
原
則
三
割
の
一
部
負
担
金
は
存
在
す
る
も
の
の
（
健
保
法
七
四
条
、
国
保
法
四
二
条
ほ
か
）、
こ
の
一
部

負
担
金
が
一
定
額
を
超
え
た
場
合
に
は
高
額
療
養
費
等
の
金
銭
給
付
が
支
払
わ
れ
る
な
ど
（
健
保
法
一
一
五
条
、
国
保
法
五
七
条
の
二
ほ

か
）、
負
担
が
高
額
と
な
ら
な
い
よ
う
な
手
当
が
な
さ
れ
て
い
る
。
結
果
と
し
て
、
日
本
に
お
い
て
患
者
の
家
計
が
負
担
す
べ
き
医
療
費
の
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額
は
、
諸
外
国
と
比
べ
れ
ば
低
額
に
留
ま
っ
て
お
り
、
従
っ
て
私
保
険
の
発
展
は
進
ま
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
制
度
設
計
は
、
社
会
保
障
制

度
が
設
計
・
発
展
を
遂
げ
た
第
二
次
大
戦
後
の
日
本
の
経
済
発
展
に
も
大
き
く
依
拠
す
る
が
、
同
時
に
、
上
述
の
よ
う
な
、
社
会
保
障
制
度

が
あ
ら
ゆ
る
国
民
に
対
し
て
平
等
で
十
分
な
医
療
を
提
供
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
構
想
が
立
法
者
お
よ
び
国
民
一
般
に
よ
っ
て
比
較
的

広
く
共
有
さ
れ
て
き
た
こ
と
も
一
つ
の
要
因
と
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
と
り
わ
け
、
日
本
の
医
療
に
お
い
て
「
平
等
」
の
価
値
が
重
視

さ
れ
て
き
た
こ
と
は
多
く
の
論
者
が
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り20

）、
日
本
に
お
い
て
公
的
医
療
保
険
の
水
準
が
比
較
的
高
い
も
の
に
維
持
さ
れ

て
き
た
こ
と
の
背
景
と
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
社
会
保
障
財
政
の
逼
迫
を
背
景
と
し
て
、
こ
う
し
た
伝
統
的
な
日
本
の
制
度
設
計
に
も
変
更
が
提
言
さ
れ
、
ま
た
部
分

的
に
は
実
現
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
と
り
わ
け
、
二
〇
〇
〇
年
頃
に
活
発
化
し
た
混
合
診
療
解
禁
論
と
、
結
果
と
し
て
二
〇
〇
五
年
以
降
混
合
診

療
禁
止
原
則
の
例
外
が
以
前
と
比
較
し
て
相
対
的
に
緩
和
さ
れ
た
こ
と
は
、
上
記
の
よ
う
な
い
わ
ば
平
等
主
義
的
な
日
本
の
医
療
制
度
に
一

定
の
方
向
転
換
を
迫
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る21

）。
そ
の
後
の
政
権
交
代
等
を
経
て
政
治
的
な
風
向
き
は
大
き
く
変
わ
っ
た
も
の
の
、
こ
う

し
た
経
緯
を
経
て
、
近
年
で
は
日
本
で
も
、
医
療
分
野
に
お
け
る
私
保
険
の
利
用
が
少
し
ず
つ
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ22

）た23
）。

こ
う
し
た
傾
向
を
一
概
に
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
方
向
性
を
推
し
進
め
れ
ば
、
従
来
医
療
の
分
野
で
維
持

さ
れ
て
き
た
平
等
と
い
う
価
値
が
少
な
く
と
も
一
定
程
度
後
退
す
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
に

お
い
て
私
保
険
の
拡
大
・
活
用
に
際
し
て
行
わ
れ
て
き
た
法
規
制
、
こ
う
し
た
制
度
に
伴
う
問
題
点
に
関
す
る
様
々
な
議
論
、
今
な
お
残
る

問
題
、
そ
し
て
、
そ
の
背
景
に
あ
る
歴
史
的
経
緯
や
価
値
判
断
を
分
析
す
る
こ
と
は
、
直
接
的
に
で
は
な
い
と
し
て
も
、
今
後
の
日
本
の
制

度
設
計
を
考
え
る
上
で
有
用
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る24

）。

ま
た
、
日
本
法
に
お
い
て
私
保
険
の
活
用
が
議
論
さ
れ
る
際
に
特
徴
的
な
の
は
、
強
制
加
入
の
社
会
保
険
制
度
と
私
保
険
と
が
異
質
な
も

の
と
し
て
議
論
さ
れ
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
（
第
三
編
で
詳
述
す
る
が
、
例
え
ば
日
本
の
社
会
保
障
法
の
多
く
の
教
科
書
に
お
い

て
社
会
保
険
制
度
が
私
保
険
と
の
比
較
・
対
置
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る
こ
と
は
そ
の
一
つ
の
現
れ
で
あ
ろ
う
）。
こ
れ
は
、
両
者
が
常
に
関
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連
を
持
ち
な
が
ら
発
展
し
て
き
た
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
議
論
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
当
然
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
日

本
に
お
い
て
私
保
険
の
参
入
が
小
規
模
で
あ
っ
た
た
め
、
両
者
を
結
び
つ
け
る
よ
う
な
議
論
が
行
わ
れ
る
契
機
自
体
が
存
在
し
な
か
っ
た
と

い
う
事
情
が
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ
に
加
え
て
、
そ
も
そ
も
、
社
会
保
険
・
私
保
険
そ
れ
ぞ
れ
の
性
格
自
体
が
、
両
国
に
お
い
て
異
な
っ
て

い
る
可
能
性
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
、
補
足
的
医
療
保
険
の
歴
史
お
よ
び
こ
の
制
度
を
め
ぐ
る
法
規
制
の
発
展

の
経
緯
を
検
討
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
社
会
保
障
と
私
保
険
と
が
ど
の
よ
う
に
関
連
付
け
ら
れ
て
き
た
の
か
を
明
ら
か

に
し
、
さ
ら
に
、
な
ぜ
日
本
で
は
こ
れ
と
異
な
る
理
解
が
取
ら
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
も
検
討
を
行
う
。

最
後
に
、
従
来
、
日
本
の
社
会
保
障
法
学
に
お
い
て
し
ば
し
ば
フ
ラ
ン
ス
の
医
療
制
度
に
関
す
る
研
究
が
行
わ
れ
て
き
た
が
、
そ
の
際
補

足
的
医
療
保
険
制
度
に
目
が
向
け
ら
れ
る
こ
と
は
希
で
あ
り
、
こ
の
分
野
を
主
た
る
対
象
と
す
る
先
行
業
績
は
、
筆
者
の
知
る
限
り
、
ほ
と

ん
ど
見
ら
れ
な
い
（
そ
の
背
景
に
は
、
上
述
の
よ
う
に
そ
も
そ
も
日
本
に
お
い
て
私
的
医
療
保
険
の
役
割
が
小
さ
か
っ
た
た
め
、
比
較
法
的

関
心
の
対
象
と
な
り
に
く
か
っ
た
と
い
う
事
情
が
あ
ろ
う25

））。
従
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
医
療
保
険
制
度
そ
の
も
の
を
正
し
く
理
解
し
、
日
仏

の
比
較
法
研
究
を
よ
り
正
確
な
も
の
と
す
る
上
で
も
、
補
足
的
医
療
保
険
に
関
す
る
理
解
が
有
用
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

二

フ
ラ
ン
ス
法
以
外
の
外
国
法

⑴

フ
ラ
ン
ス
以
外
の
国
に
お
い
て
も
、
こ
の
テ
ー
マ
に
関
連
し
て
比
較
研
究
の
対
象
と
し
て
興
味
深
い
法
制
度
が
存
在
す
る
。
例
え
ば
、

フ
ラ
ン
ス
法
に
関
す
る
検
討
の
中
で
重
要
な
位
置
づ
け
を
し
め
る
共
済
組
合
と
類
似
の
性
格
を
も
つ
組
織
は
、
フ
ラ
ン
ス
以
外
の
国
に
も
存

在
し
（
あ
る
い
は
か
つ
て
存
在
し
た
）、
イ
ギ
リ
ス
、
ド
イ
ツ
、
イ
タ
リ
ア
、
ベ
ル
ギ
ー
等
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
に
お
い
て
、
自
主
的
な
相

互
扶
助
の
性
格
を
も
つ
同
種
の
組
織
が
古
く
か
ら
発
展
を
遂
げ
て
い
た26

）。
こ
う
し
た
歴
史
的
経
緯
は
、
各
国
の
現
行
の
社
会
保
障
制
度
お
よ

び
同
制
度
と
私
保
険
と
の
関
係
等
に
少
な
か
ら
ず
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
強
制
加
入
の
社
会
保
険
制
度
に
加
え
て
私
保
険
を
積
極
的
に
活
用
し
て
い
る
国
は
フ
ラ
ン
ス
だ
け
で
は
な
い
。
と
り
わ
け
、
ド
イ
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ツ
に
お
い
て
は
、
医
療
の
分
野
に
お
け
る
私
保
険
の
役
割
は
き
わ
め
て
重
要
で
あ
り
、
近
年
、
大
き
な
改
革
も
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
は

本
稿
の
関
心
と
強
く
関
わ
る
た
め
、
以
下
、
制
度
の
概
要
と
近
年
の
論
点
に
言
及
し
て
お
く
。

⑵

ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
社
会
保
障
制
度
と
の
関
係
で
は
い
わ
ゆ
る
国
民
皆
保
険
の
原
則
が
採
用
さ
れ
て
お
ら
ず
、
同
制
度
は
、
制
度
創

設
か
ら
一
貫
し
て
一
定
以
上
の
収
入
を
も
つ
労
働
者
等
を
強
制
加
入
の
対
象
か
ら
除
外
し
て
い
る
（
社
会
法
典
第
五
編
六
条
ほ
か
）。
但
し
、

二
〇
〇
七
年
の
医
療
保
険
競
争
強
化
法
（G

K
V
-W
ettb

ew
erb

ssta
rk
u
n
g
sg
esetzes,

G
K
W
-W
S
G

）
に
よ
る
医
療
保
険
制
度
の
改
革

に
よ
り
、
被
保
険
者
は
社
会
保
険
あ
る
い
は
私
保
険
の
い
ず
れ
か
に
加
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ27

）、
現
行
法
上
は
、
社
会
保
険

と
私
保
険
と
を
組
み
合
わ
せ
た
形
で
結
果
と
し
て
国
民
皆
保
険
が
実
現
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る28

）。

こ
う
し
た
制
度
の
当
然
の
帰
結
と
し
て
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
私
的
な
医
療
保
険
は
、
単
に
社
会
保
険
制
度
の
補
足
（
社
会
保
険
制
度
に
よ

る
給
付
か
ら
除
外
さ
れ
る
部
分
の
カ
バ
ー
）
に
限
ら
れ
ず
、
社
会
保
険
制
度
に
加
入
し
な
い
高
所
得
者
に
つ
い
て
医
療
保
険
を
供
給
す
る
と

い
う
役
割
を
も
果
た
し
て
お
り
、
社
会
保
険
と
合
わ
せ
て
「
二
極
的
保
険
構
造
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
制
度
を
形
成
し
て
き
た29

）。

こ
の
時
、
社
会
保
険
の
強
制
加
入
義
務
を
限
定
す
る
所
得
基
準
は
、
社
会
保
険
・
私
保
険
そ
れ
ぞ
れ
の
守
備
範
囲
を
分
け
る
基
準
と
な
り
、

結
果
と
し
て
両
者
の
間
に
、
そ
れ
ぞ
れ
が
関
与
す
る
対
象
者
の
範
囲
と
い
う
点
で
一
種
の
妥
協
点
を
設
定
す
る
役
割
を
果
た
す30

）。
ド
イ
ツ
で

は
約
八
一
一
万
人
が
、
私
保
険
の
み
に
よ
っ
て
カ
バ
ー
さ
れ
て
い
る
（
こ
の
場
合
の
私
保
険
の
こ
と
を
「
完
全
保
険
（V

o
llv
ersich

er-

u
n
g

）」
と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
約
七
九
〇
万
人
が
、
社
会
保
険
に
加
え
て
こ
れ
を
補
足
す
る
私
保
険
に
加
入
し
て
い
る
）。
支
払

わ
れ
る
保
険
料
の
観
点
か
ら
み
る
と
、
完
全
保
険
が
医
療
保
険
の
七
〇
％
以
上
を
占
め
て
お
り
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
私
保
険
の
主
た
る
契
約

類
型
は
、
社
会
保
険
に
加
入
し
な
い
者
が
加
入
す
る
完
全
保
険
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
社
会
保
険
と
私
保
険
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
社
会
階
層
を
カ
バ
ー
す
る
ド
イ
ツ
の
制
度
の
歴
史
は
、
一
八
八
三
年
の
社
会
保
険

法
に
遡
る
。
基
本
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
保
護
を
必
要
と
す
る
者
だ
け
を
社
会
保
険
の
対
象
と
す
べ
き
で
あ
り
、
一
定
以
上
の
収
入
を
も
つ

者
は
自
ら
の
蓄
え
に
よ
っ
て
疾
病
に
よ
る
収
入
の
欠
如
等
を
乗
り
切
る
べ
き
と
の
考
え
方
で
あ
る
（
一
九
一
一
年
の
ラ
イ
ヒ
保
険
法
（R

ei-
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ch
sv
ersich

eru
n
g
so
rd
n
u
n
g

）
以
降
は
、
自
ら
の
報
酬
減
を
懸
念
す
る
医
師
に
よ
る
反
対
も
、
所
得
基
準
の
引
き
上
げ
を
妨
げ
る
要
素
と

な
っ
た
）。
強
制
加
入
の
対
象
者
が
拡
大
さ
れ
る
に
伴
い
こ
う
し
た
基
本
的
な
理
念
は
あ
る
程
度
希
薄
に
な
っ
た
も
の
の
、
な
お
現
在
も
一

定
の
重
要
性
を
維
持
し
て
い
る
と
い
う
の
が
ド
イ
ツ
に
お
け
る
有
力
な
見
解
と
思
わ
れ
る31

）。

⑶

上
記
の
よ
う
な
制
度
の
特
徴
を
受
け
て
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
私
保
険
に
つ
い
て
、
私
的
自
治
の
原
則
か
ら
逸
脱
す
る
よ
う
な
法
規

制
が
い
く
つ
か
お
か
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
保
険
監
督
法
（V

ersich
eru

n
g
sa
u
fsich

tsg
esetz

）
一
二
条
・
一
二
ｂ
条
は
、
社
会
保
険
を

一
部
あ
る
い
は
完
全
に
代
替
す
る
私
保
険
に
つ
い
て
、
保
険
料
の
決
定
お
よ
び
変
更
方
法
に
つ
い
て
特
別
な
定
め
を
お
い
て
い
る
（
例
え
ば
、

保
険
料
は
、
保
険
数
理
計
算
・
疾
病
・
障
害
等
の
重
要
な
リ
ス
ク
の
考
慮
、
年
齢
・
性
別
と
リ
ス
ク
大
小
の
相
関
関
係
等
、
特
定
の
事
項
の

み
に
依
拠
し
て
計
算
さ
れ
る
。
ま
た
、
保
険
者
は
、
被
保
険
者
が
老
齢
と
な
っ
た
際
に
保
険
料
が
過
度
に
高
額
と
な
る
こ
と
を
避
け
る
た
め

に
、

老
齢
積
立
金
」
を
確
保
す
る
義
務
を
負
う
（
同
法
一
二
ａ
条
））。
ま
た
、
保
険
契
約
法
（V

ersich
eru

n
g
sv
ertra

g
sg
esetz,

V
V
G

）
一
七
八
ａ
条
は
、
社
会
保
険
を
代
替
す
る
私
的
医
療
保
険
契
約
は
原
則
と
し
て
期
限
を
定
め
な
い
も
の
と
規
定
し
て
い
る32

）。
さ
ら

に
、
社
会
保
険
た
る
医
療
保
険
制
度
の
根
拠
法
で
あ
る
社
会
法
典
（S

o
cia
lg
esetzb

u
ch

）
第
五
編
も
、
こ
の
分
野
の
私
保
険
に
つ
い
て
、

使
用
者
の
関
与
に
関
連
す
る
規
定
を
お
い
て
お
り
、
例
え
ば
、
社
会
保
険
加
入
義
務
を
負
わ
な
い
被
用
者
が
任
意
で
私
保
険
に
加
入
し
た
場

合
に
は
、
使
用
者
は
保
険
料
の
半
分
を
負
担
す
る
（
社
会
法
典
二
五
七
条
）。

加
え
て
、
二
〇
〇
七
年
の
医
療
保
険
競
争
強
化
法
は
、

基
礎
タ
リ
フ
（B

a
sista

rif

）」
と
い
う
契
約
類
型
を
導
入
し
た
（
保
険
監
督
法

一
二
条
、
保
険
契
約
法
二
〇
三
条
な
ど33

））。
あ
ら
ゆ
る
私
保
険
の
保
険
者
が
、
こ
の
類
型
の
契
約
を
被
保
険
者
に
販
売
・
提
供
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
契
約
に
お
い
て
、
給
付
内
容
は
社
会
保
険
の
給
付
を
下
回
っ
て
は
な
ら
ず
、
ま
た
加
入
時
の
健
康
状
態
審
査
が
禁
止
さ
れ
、

保
険
料
額
は
社
会
保
険
の
保
険
料
の
最
高
額
を
上
回
っ
て
は
な
ら
な
い
。
リ
ス
ク
に
応
じ
た
保
険
料
の
増
額
も
禁
じ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、

社
会
保
険
に
加
入
し
て
い
な
い
な
ど
、
一
定
の
条
件
を
満
た
す
者
が
こ
の
契
約
の
締
結
を
希
望
し
た
場
合
に
は
、
保
険
者
は
こ
の
契
約
の
締

結
を
拒
絶
で
き
な
い
。
さ
ら
に
、
保
険
料
負
担
に
よ
り
生
活
困
窮
に
陥
り
う
る
者
に
つ
い
て
は
保
険
料
を
半
額
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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こ
う
し
た
規
定
は
、
上
述
の
よ
う
な
社
会
保
険
・
私
保
険
い
ず
れ
か
へ
の
強
制
加
入
の
制
度
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
て
市
民
の
私
保
険

へ
の
加
入
の
可
能
性
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
私
保
険
の
領
域
に
、
強
制
加
入
の
医
療
保
険
に
お

け
る
基
本
的
な
原
則
を
導
入
す
る
趣
旨
の
も
の
と
（
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
積
極
的
に
）
評
価
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る34

）一
方
、
こ
の
点
に
お
い
て
、

社
会
保
険
の
再
分
配
機
能
を
私
保
険
に
引
き
受
け
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
て
ま
さ
に
私
保
険
の
性
格
と
合
致
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
の
批
判
あ

る
い
は
慎
重
な
評
価
も
あ
る35

）。

上
記
の
よ
う
な
ド
イ
ツ
に
お
け
る
私
的
医
療
保
険
に
関
す
る
法
規
制
の
あ
り
方
は
、
私
保
険
の
領
域
に
社
会
法
の
関
心
か
ら
の
介
入
が
行

わ
れ
る
と
い
う
点
で
興
味
深
い
。
特
に
二
〇
〇
七
年
法
で
導
入
さ
れ
た
基
本
料
金
制
度
は
、
上
述
の
通
り
私
保
険
の
社
会
保
険
化
と
も
評
価

さ
れ
る
制
度
で
あ
っ
て
、
本
稿
の
研
究
関
心
と
強
く
関
連
す
る
。
今
後
別
稿
に
お
い
て
詳
細
に
検
討
を
加
え
た
い
。

１
）

補
足
的C

M
U

を
含
む
。C

o
m
m
issio

n d
es co

m
p
tes d

e la secu
rite

so
cia
le,
R
a
p
p
o
rt C

h
a
d
ela
t,
L
a R

ep
a
rtitio

n d
es in

terv
en
tio
n
s

 
en
tre les a

ssu
ra
n
ces m

a
la
d
ie o

b
lig
a
to
ires en m

a
tiere d

e d
ep
en
ses d

e sa
n
te,

2003,
P
.
10.

２
）

フ
ラ
ン
ス
の
社
会
保
障
制
度
を
議
論
す
る
際
、

社
会
保
険
」

a
ssu

ra
n
ce so

cia
le

）
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
る
こ
と
は
希
で
あ
る
が
、
私
保
険
と

対
置
す
る
場
合
に
は
有
用
な
概
念
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
原
則
と
し
て
、
一
般
制
度
、
特
別
制
度
、
自
営
業
者
制
度
等
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
る
強
制
加
入

の
基
礎
的
医
療
保
険
を
社
会
保
障
制
度
と
呼
ぶ
（
補
足
制
度
と
対
置
し
て
社
会
保
障
（
医
療
保
険
）
「
基
礎
」
制
度
と
い
う
用
語
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
も

あ
り
、
本
稿
で
も
必
要
に
応
じ
て
こ
の
言
葉
を
使
う
こ
と
が
あ
る
）。

３
）

参
照
、
田
近
栄
治
・
尾
形
裕
也
『
次
世
代
型
医
療
制
度
改
革
』

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
九
）
一
一
四
頁
以
下
。

４
）

公
的
医
療
保
険
の
償
還
率
は
、
一
九
八
〇
年
に
七
六
・
五
％
を
達
成
し
、
そ
の
後
、
七
四
％
前
後
に
縮
小
・
停
滞
し
て
い
る
。P

a
lier

(B
.),G

ou
ver-

n
er
 
la
 
secu

rite
sociale

,
P
.U
.F
.,
2002,

p
.
201.

参
照
、R

ey
(J.-P

.),
C
ritiq

u
e d

u
 
tick

et m
o
d
era

teu
r en

 
a
ssu

ra
n
ce m

a
la
d
ie,

R
evu

e
 

F
ran

çaise d
es affaires sociales

,
49(4),

1995,
p
.
108,

D
u
p
ey
ro
u
x
(J.-J.),

D
roit d

e la secu
rite

sociale
,
16
ed
itio

n
,
D
a
llo
z,
2008,

p
p
.
1095

 
et 1096,

B
a
rb
ier

(J.-C
.)
et T

h
eret

(B
.),
L
e system

e fran
çais d

e protection
 
sociale,

n
ou
velle ed

ition
,
L
a D

eco
u
v
erte,

2009,
p
.
71 et

 
72.

但
し
、T

a
b
u
tea

u

は
、
こ
う
し
た
償
還
率
の
統
計
は
必
ず
し
も
正
確
な
印
象
を
伝
え
な
い
と
し
て
、
個
別
の
分
野
に
注
目
す
れ
ば
、
償
還
率
に
み

る
よ
り
も
大
き
な
社
会
保
障
の
後
退
が
み
ら
れ
る
分
野
が
あ
る
と
い
う
。
と
り
わ
け
メ
ガ
ネ
・
コ
ン
タ
ク
ト
等
の
視
力
矯
正
、
歯
科
分
野
で
こ
の
傾
向
が
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顕
著
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
入
院
時
の
自
己
負
担
の
引
き
上
げ
、
セ
ク
タ
ー
二
等
の
仕
組
み
を
通
じ
た
協
約
料
金
と
実
際
の
医
療
費
と
の
隔
離
の
拡
大

も
顕
著
で
あ
る
（
一
方
、
慢
性
疾
患
に
関
す
る
給
付
の
割
合
は
上
昇
し
て
い
る
）。
い
わ
ゆ
る
日
常
的
な
医
療
（so

in
s co

u
ra
n
ts

）
に
限
定
す
れ
ば
、

償
還
率
は
五
五
％
程
度
ま
で
下
が
っ
て
い
る
と
の
指
摘
も
あ
る
。T

a
b
u
tea

u
(D
.),
L
a m

eta
m
o
rp
h
o
se silen

cieu
se d

es a
ssu

ra
n
ces m

a
la
d
ie,

D
roit S

ocial,
2010,

p
p
.
85 et s.

５
）

参
照
、
笠
木
映
里
「
公
的
医
療
保
険
の
給
付
範
囲
｜
比
較
法
を
手
が
か
り
と
し
た
基
礎
的
考
察
｜
（
５
）」
法
学
協
会
雑
誌
一
二
四
巻
五
号
（
二
〇

〇
七
）
一
一
一
〇
頁
以
下
。

６
）

診
療
報
酬
額
の
決
定
シ
ス
テ
ム
や
こ
れ
を
越
え
た
診
療
報
酬
の
請
求
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
笠
木
映
里
『
公
的
医
療
保
険
の
給
付
範
囲
｜
比
較

法
を
手
が
か
り
と
し
た
基
礎
的
考
察
』

有
斐
閣
、
二
〇
〇
八
）
二
〇
七
頁
以
下
、
二
四
六
頁
註
八
四
を
参
照
。

７
）

被
用
者
お
よ
び
退
職
被
用
者
の
た
め
の
補
足
年
金
の
一
般
化
に
関
す
る
一
九
七
二
年
一
二
月
二
九
日
の
法
律
。
以
下
補
足
年
金
制
度
に
つ
い
て
は
、

特
に
言
及
し
な
い
か
ぎ
り
、
嵩
さ
や
か
『
年
金
制
度
と
国
家
の
役
割
｜
英
仏
の
比
較
法
的
研
究
』

東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
六
）
二
三
一
頁
以
下
を

参
照
。
ま
た
、
社
会
保
障
と
私
保
険
の
関
係
と
い
う
本
稿
全
体
の
関
心
と
の
関
係
で
も
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
構
築
さ
れ
て
き
た
多
様
な
タ
イ
プ
の
年
金

制
度
に
つ
い
て
国
家
の
役
割
を
分
析
す
る
同
書
の
議
論
を
大
い
に
参
考
に
さ
せ
て
頂
い
た
。

８
）

一
九
四
五
年
の
社
会
保
障
制
度
創
設
後
、
補
足
制
度
と
し
て
最
初
に
活
発
な
議
論
の
対
象
と
な
っ
た
の
は
年
金
お
よ
び
障
害
給
付
等
の
現
金
給
付
で

あ
り
、
医
療
分
野
の
補
足
制
度
は
優
先
的
な
課
題
で
は
な
か
っ
た
。F

a
n
tin
o
(B
.),
R
o
p
ert

(G
.),
L
e system

e d
e san

te
en F

ran
ce d

iagn
ostic et

 
proposition

s
,
D
U
N
O
D
,
2008,

p
.
291.

９
）

一
九
九
六
年
以
降
。
そ
れ
以
前
は
、A

R
R
C
O

の
傘
下
に
あ
る
制
度
の
い
ず
れ
か
。

10
）

嵩
・
前
掲
註

７
）三
一
八
頁
。

11
）

F
a
n
tin
o
(B
.),
R
o
p
ert

(G
.),
o
p
.
cit.,

p
.
291.

12
）

D
u
p
ey
ro
u
x
(J.-J.),

o
p
.
cit.,

p
p
.
1094 et 1095.

ま
た
、L

a
ig
re
(P
.),
Q
u
el est l’in

teret d
u g

en
era

liser le n
iv
ea
u co

m
p
lem

en
ta
ire?,

E
n
cycloped

ie
 
d
e
 
la
 
protection

 
sociale

,
L
ia
iso
n
s /E

co
n
o
m
ica
,
2000,

p
.
945,

L
a
m
b
ert-F

a
iv
re

(Y
.),

L
ev
en
eu
r
(L
.),

D
roit

 
d
es

 
assu

ran
ces,

1
2
ed
ition

,
D
a
llo
z,
2005,

p
p
.
891 et s.

も
参
照
。
介
護
分
野
に
お
け
る
私
保
険
の
販
売
は
近
年
活
発
化
し
て
お
り
、
後
掲
の
報
告
書

に
よ
れ
ば
二
〇
一
〇
年
に
は
五
〇
〇
万
人
が
共
済
組
合
・
労
使
共
済
制
度
・
保
険
会
社
か
ら
（
こ
れ
ら
は
、
補
足
的
医
療
保
険
を
提
供
す
る
保
険
者
で
も
あ

る
。
三
種
の
組
織
に
つ
い
て
は
本
稿
の
第
一
編
第
一
章
を
参
照
）
介
護
保
険
を
購
入
し
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
現
在
公
的
な
介
護
保
険
の
導
入
に
向
け

た
議
論
が
行
わ
れ
て
お
り
、
二
〇
一
〇
年
七
月
に
下
院
の
社
会
問
題
委
員
会
が
提
出
し
た
報
告
書
は
、
五
〇
歳
以
上
の
国
民
に
つ
い
て
介
護
保
険
を
強
制

加
入
と
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
が
、
こ
こ
で
保
険
者
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
共
済
組
合
・
保
険
会
社
等
、
補
足
的
医
療
保
険
に
参
入
し
て
い
る

各
種
の
私
的
な
保
険
者
で
あ
る
（
同
報
告
書
を
受
け
た
立
法
案
の
提
出
は
二
〇
一
〇
年
末
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
）。C

o
m
m
issio

n
 
d
es
 
a
ffa
ires
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so
cia
les,

R
a
p
p
o
rt d

’in
fo
rm
a
tio
n
 
en
 
co
n
clu
sio
n
 
d
es tra

v
a
u
x
 
d
e
 
la
 
m
issio

n
 
su
r la

 
p
rise

 
en
 
ch
a
rg
e
 
d
es p

erso
n
n
es a

g
ees

 
d
ep
en
d
a
n
tes,

A
ssem

b
lee N

a
tio
n
a
le,

n
.
2647,

en
reg

istre
le 23 ju

in 2010.

13
）

こ
の
概
念
（

福
利
厚
生
制
度
」
と
訳
し
て
い
る
）
を
定
義
し
こ
う
し
た
制
度
の
全
体
に
か
か
る
法
規
制
を
抽
出
し
よ
う
と
す
る
試
み
と
し
て
、
伊

奈
川
秀
和
『
フ
ラ
ン
ス
社
会
保
障
法
の
権
利
構
造
』

信
山
社
、
二
〇
一
〇
）
三
五
四
頁
以
下
。
同
書
に
つ
い
て
は
註
25
を
参
照
。

14
）

笠
木
・
前
掲
註

６
）。

15
）

近
年
の
動
向
一
般
に
つ
い
て
は
、T

a
b
u
tea

u
(D
.),
o
p
.
cit,

p
p
.
85 et s.

16
）

そ
れ
以
前
は
、
損
害
保
険
業
界
に
お
い
て
、
定
額
給
付
方
式
の
疾
病
保
険
が
販
売
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
生
命
保
険
分
野
で
は
、
定
額
の
入
院
給
付

金
等
を
支
払
う
医
療
保
障
保
険
が
昭
和
六
〇
年
代
か
ら
販
売
さ
れ
て
い
る
。
以
上
を
含
め
、
日
本
の
民
間
保
険
の
医
療
分
野
へ
の
参
入
の
経
緯
と
態
様
に

つ
い
て
は
、
竹
内
昭
夫
（
序
）
神
谷
高
保
（
著
）『
医
療
費
用
保
険
の
解
説
』

保
険
毎
日
新
聞
社
、
一
九
八
七
）
二
一
頁
。

17
）

入
院
の
開
始
」
が
保
険
事
故
で
あ
る
（
医
療
費
用
保
険
普
通
保
険
約
款
五
条
を
参
照
）。
そ
の
背
景
に
は
、
公
的
医
療
保
険
の
完
全
な
補
完
が
行
わ

れ
る
と
患
者
の
コ
ス
ト
意
識
が
失
わ
れ
医
療
費
が
増
大
す
る
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
、
疾
病
に
よ
る
通
院
の
場
合
に
は
通
院
す
る
か
否
か
が
患
者
自
身
の
裁

量
に
ま
か
せ
ら
れ
る
部
分
も
大
き
い
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
、
が
あ
る
と
い
う
。
な
お
、
傷
害
保
険
で
は
通
院
治
療
に
対
し
て
も
保
険
金
が
支
払
わ
れ
る
。

竹
内
・
神
谷
（
著
）
前
掲
註

16
）八
六
頁
・
八
七
頁
。

18
）

厚
生
労
働
省
は
繰
り
返
し
こ
う
し
た
議
論
を
し
て
い
る
が
、
比
較
的
最
近
の
も
の
と
し
て
、
厚
生
労
働
省
「
規
制
改
革
会
議
「
第
三
次
答
申
」
に
対

す
る
厚
生
労
働
省
の
考
え
方
」
平
成
二
〇
年
一
二
月
二
六
日
。

19
）

東
京
高
判
平
二
一
・
九
・
二
九
判
タ
一
三
一
〇
号
六
六
頁
。

20
）

池
上
直
己
「
医
療
保
険
の
給
付
範
囲
を
め
ぐ
る
論
点
｜
混
合
診
療
と
特
定
療
養
費
制
度
」
遠
藤
久
夫
・
池
上
直
己
『
医
療
保
険
・
診
療
報
酬
制
度
』

勁
草
書
房
、
二
〇
〇
五
）
二
四
九
、
二
五
〇
頁
ほ
か
。

21
）

一
九
八
〇
年
代
に
医
療
保
障
保
険
・
医
療
費
用
保
険
の
販
売
開
始
が
議
論
さ
れ
た
際
に
も
、
公
的
医
療
保
険
の
給
付
の
縮
減
と
、
そ
れ
を
受
け
た
民

間
医
療
保
険
の
活
用
が
明
ら
か
に
意
識
さ
れ
て
い
た
。
竹
内
・
神
谷
・
前
掲
註

16
）、
と
り
わ
け
序
文
お
よ
び
第
一
章
を
参
照
。

22
）

二
〇
〇
〇
年
頃
の
規
制
改
革
の
文
脈
で
議
論
さ
れ
た
民
間
保
険
導
入
論
の
典
型
と
し
て
、
八
代
尚
宏
（
監
修
）
通
産
省
サ
ー
ビ
ス
産
業
課
（
編
）

『
改
革
始
動
す
る
日
本
の
医
療
サ
ー
ビ
ス
』

東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
九
九
）。
こ
う
し
た
か
つ
て
の
シ
ン
プ
ル
な
規
制
改
革
論
と
は
一
定
の
距
離
を
置

こ
う
と
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
最
近
の
議
論
と
し
て
、
田
近
栄
治
・
尾
形
裕
也
（
編
著
）『
次
世
代
型
医
療
制
度
改
革
』

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
店
、
二
〇
〇

九
）、
特
に
第
七
章
。

23
）

私
保
険
が
こ
の
分
野
に
活
発
に
参
入
し
て
い
る
国
の
一
例
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
こ
と
が
近
年
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
本

稿
は
、
こ
の
よ
う
に
フ
ラ
ン
ス
の
制
度
に
依
拠
し
て
私
保
険
の
活
用
を
提
案
す
る
、
主
と
し
て
経
済
学
者
に
よ
る
論
稿
に
対
し
て
、
別
の
観
点
、
あ
る
い

（77-４- ）56 676
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は
よ
り
豊
富
な
情
報
を
基
礎
と
し
た
評
価
を
提
供
す
る
こ
と
も
一
つ
の
目
的
と
し
て
い
る
。

24
）

ま
た
、
こ
れ
と
は
別
の
問
題
と
し
て
、
二
〇
〇
五
年
の
保
険
業
法
改
正
の
際
に
は
、
法
律
上
の
根
拠
を
も
た
な
い
、
い
わ
ゆ
る
無
認
可
共
済
の
活
動

が
問
題
と
な
り
、
こ
の
よ
う
な
組
織
に
対
す
る
規
制
が
強
化
さ
れ
た
。
本
稿
で
詳
し
く
検
討
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
の
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
共
済

組
合
の
歴
史
お
よ
び
そ
の
活
動
の
あ
り
方
、
こ
れ
に
対
す
る
法
的
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
経
緯
等
は
、
日
本
に
お
い
て
必
ず
し
も
十
分
に
議
論
さ
れ
て
い
な

い
と
思
わ
れ
る
共
済
組
合
の
歴
史
的
・
社
会
的
位
置
づ
け
や
こ
れ
に
対
す
る
適
切
な
法
的
規
制
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
議
論
を
深
め
る
た
め
に
も
有
益
で

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
無
認
可
共
済
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
新
川
浩
嗣
（
編
著
）、
端
本
秀
夫
・
赤
平
吉
仁
（
著
）『
無
認
可
共
済
の
法
規
制
｜
保
険
業

法
改
正
の
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
』

金
融
財
政
事
情
研
究
会
、
二
〇
〇
五
）、
江
澤
雅
彦
「
保
険
と
共
済
の
「
関
係
」
に
つ
い
て
」『
保
険
学
雑
誌
』
六
〇
五

巻
（
二
〇
〇
九
）
一
三

三
二
頁
を
参
照
。
日
本
の
共
済
活
動
に
つ
い
て
は
資
料
が
限
ら
れ
て
い
る
が
、
さ
し
あ
た
り
根
立
昭
治
・
笠
松
健
一
（
監
修
）、

日
本
協
同
組
合
学
会
（
編
）『
共
済
の
現
状
と
課
題
』

お
茶
の
水
書
房
、
一
九
八
四
）
を
参
照
。
ま
た
、
日
本
の
共
済
事
業
に
関
す
る
最
新
の
デ
ー
タ
に

つ
い
て
は
、
社
団
法
人
日
本
共
済
学
会
『
日
本
の
共
済
事
業
フ
ァ
ク
ト
ブ
ッ
ク

２
０
０
９
』

二
〇
〇
九
）
を
参
照
。

25
）

な
お
、
本
稿
脱
稿
後
、
伊
奈
川
秀
和
『
フ
ラ
ン
ス
社
会
保
障
法
の
権
利
構
造
』

信
山
社
、
二
〇
一
〇
年
一
〇
月
）
に
接
し
た
。
同
書
は
、
フ
ラ
ン

ス
社
会
保
障
法
の
全
体
像
に
つ
い
て
、
特
に
実
定
法
上
の
権
利
構
造
と
そ
の
背
景
に
あ
る
連
帯
概
念
に
注
目
し
な
が
ら
歴
史
的
経
緯
を
含
め
て
広
く
か
つ

詳
細
に
検
討
し
て
お
り
、
そ
の
中
で
は
、
補
足
的
医
療
保
険
を
含
む
補
足
制
度
に
つ
い
て
も
相
当
の
ペ
ー
ジ
数
を
割
い
て
検
討
が
行
わ
れ
て
い
る
（
第
二

部
第
三
章
、
特
に
第
三
節
か
ら
第
五
節
）。
ま
た
、
同
書
の
検
討
に
は
、
特
に
共
済
組
合
や
労
使
共
済
制
度
（
同
書
に
お
い
て
は
「
福
利
厚
生
機
関
」
と

の
訳
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
）
に
関
す
る
歴
史
的
検
討
な
ど
、
本
稿
と
対
象
を
同
じ
く
す
る
箇
所
も
多
数
あ
り
、
校
正
の
段
階
で
出
来
る
限
り
の
参
照
を

加
え
さ
せ
て
頂
い
た
が
、
時
間
の
制
約
に
よ
り
関
連
箇
所
の
全
て
に
目
を
く
ば
る
こ
と
は
出
来
て
い
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
必
要
に
応
じ
次
号
以
降
で

も
参
照
・
検
討
さ
せ
て
頂
き
た
い
。

26
）

こ
う
し
た
組
織
が
現
在
各
国
に
お
い
て
果
た
す
役
割
は
、
こ
の
組
織
が
発
展
し
て
き
た
歴
史
的
文
脈
に
大
き
く
依
存
し
、
き
わ
め
て
多
様
で
あ
る
。

S
a
in
t-Jo

u
rs
(Y
.),
D
rey

fu
s
(M
.),
D
u
ra
n
d
(D
.),
T
raite

d
e secu

rite
sociale,

T
om
e V

 
L
a m

u
tu
alite

,
L
.G
.D
.J.,

1990,
p
.
162,

G
ib
a
u
d
(B
.),

L
a m

u
tu
a
lite

fra
n
ça
ise en

tre É
ta
t et m

a
rch

e,
n
a
issa

n
ce d

’u
n
eid
en
tite

(1850
1914),

M
IR
E
,
C
om
parer les system

es d
e P

rotection
 

S
ociale en E

u
rope,

V
.
1
,
p
p
.
209 et 210.

イ
ギ
リ
ス
の
友
愛
組
合
（frien

d
ly so

ciety

）
の
発
展
の
経
緯
に
つ
い
て
下
田
平
裕
身
「
イ
ギ
リ
ス
に

お
け
る
友
愛
組
合
運
動
の
発
展
と
そ
の
帰
結
｜
社
会
保
険
論
序
説
｜
」『
経
済
と
経
済
学
』
第
二
八
号
（
一
九
七
〇
）
一

四
〇
頁
。

27
）

B
a
ch
/M

o
ser,

P
riv
a
te K

ra
n
k
en
v
ersich

eru
n
g
,
M
B
/K
K
-u
n
d M

B
/K
T
-K
o
m
m
en
ta
r,
4.
A
u
fla
g
e,
S
.
64f.

28
）

以
下
、
皆
保
険
化
や
後
述
の
基
礎
タ
リ
フ
制
度
に
つ
い
て
は
、
水
島
郁
子
「
ド
イ
ツ
社
会
保
険
法
に
お
け
る
民
間
医
療
保
険
」
阪
大
法
学
六
〇
巻

（
二
〇
一
〇
）
二
九
三
頁
以
下
、
お
よ
び
川
端
勇
樹
「
ド
イ
ツ
民
間
医
療
保
険
市
場
の
動
向
｜
公
的
医
療
保
険
と
の
関
連
と
民
間
医
療
保
険
業
界
の
展
開

｜
」
損
保
ジ
ャ
パ
ン
総
研
ク
ォ
ー
タ
リ
ー
五
〇
巻
（
二
〇
〇
八
）
二
頁
以
下
を
参
照
。
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29
）

B
eck

er
(U
.),
S
o
lid
a
rity

,
F
in
a
n
cin
g a

n
d P

erso
n
a
l C
o
v
era

g
e,
T
h
e Japan

ese Jou
rn
al of S

ocial S
ecu

rity P
olicy

,
2007,

V
o
l.
6,

N
o
.
1,
p
.
12.

30
）

Ibid
.

31
）

B
eck

er
(U
.),
o
p
.
cit.,

p
.
16.

32
）

一
七
八
ｃ
条
、
一
七
八
ｄ
条
、
一
七
八
ｈ
条
な
ど
も
特
殊
な
規
定
で
あ
る
。

33
）

以
下
、
基
本
料
金
に
つ
い
て
は
、S

o
d
a
n
(H
.),
P
riv
a
te k

ra
n
k
en
v
ersich

eru
n
g u

n
d G

esu
n
d
h
eitsrefo

rm
 
2007,

D
u
n
ck
er
&
H
u
m
b
lo
t,

2007,
S
.
76

78,
B
a
ch
/M

o
ser,

a
.a
.O
.,
S
.
64f.

34
）

B
o
etiu

s
(J.),

A
lteru

n
g
sru

ck
stellu

n
g u

n
d V

ersich
eru

n
g
sw
ech

sel in d
er p

riv
a
ten K

ra
n
k
en
v
ersich

eru
n
g
,
V
ersich

eru
n
g
srech

t,

1 Ju
n
i 2001.

35
）

B
a
ch
/M

o
ser,

a
.a
.O
.,
S
.
66f.

は
、
こ
の
よ
う
な
制
度
は
医
療
保
険
制
度
に
内
在
す
る
原
則
で
あ
る
均
衡
原
則
（Ä

q
u
iv
a
len
zp
rin
zip

）
が
守

ら
れ
て
お
ら
ず
、
Ｅ
Ｕ
法
お
よ
び
基
本
法
と
の
関
係
で
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
契
約
締
結
強
制
に
つ
い
て
は
憲
法
訴
訟
も
提
起
さ
れ

て
い
る
。
問
題
状
況
お
よ
び
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
断
に
つ
い
は
、
水
島
・
前
掲
注

28
）論
文
三
〇
七
頁
以
下
。

第
一
編

補
足
的
医
療
保
険
｜
現
状
と
発
展
の
歴
史

第
一
章

補
足
的
医
療
保
険

第
一
節

現
況
と
近
年
の
動
向

⑴

第
一
編
の
検
討
の
中
心
は
、
第
二
章
で
扱
う
補
足
的
医
療
保
険
制
度
の
発
展
の
歴
史
で
あ
る
。
第
一
章
で
は
、
第
二
章
お
よ
び
第
二
編

以
降
の
検
討
の
前
提
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
補
足
的
医
療
保
険
に
つ
い
て
、
最
近
の
統
計
情
報
・
調
査
等
を
も
と
に
現
況
を
概
観
す
る
と
共

に
（
本
節
）、
こ
の
分
野
に
参
入
す
る
三
種
の
保
険
者
に
関
す
る
法
令
上
の
定
め
を
概
観
す
る
（
第
二
節
）。
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二
〇
〇
〇
年
代
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
補
足
的
医
療
保
険
に
支
払
わ
れ
た
保
険
料
の
総
額
は
、
全
国
レ
ベ
ル
で
の
医
療
費
総
額
よ
り
も

速
い
ス
ピ
ー
ド
で
増
加
し
た
（
二
〇
〇
九
年
の
文
献
に
よ
る１

））。
ま
た
、
二
〇
〇
四
年
度
に
お
い
て
九
四
％
の
フ
ラ
ン
ス
人
が
何
ら
か
の
補

足
的
医
療
保
険
に
加
入
し
て
お
り
（
そ
の
う
ち
七
・
五
％
は
補
足
的C

M
U

の
適
用
を
受
け
て
い
る
。
補
足
的C

M
U

に
つ
い
て
は
第
二
編

第
四
章
で
詳
述
す
る２

））、
補
足
的
医
療
保
険
の
保
険
者
が
提
供
し
た
給
付
は
一
八
億
七
〇
〇
〇
ユ
ー
ロ
（
前
年
比
六
・
八
％
の
増
加
）、
総
医

療
費
の
一
二
・
九
％
で
あ
っ
た３

）。
医
療
費
全
体
の
う
ち
、
七
六
・
八
％
が
社
会
保
障
制
度
に
よ
り
支
出
さ
れ
、
七
・
二
％
を
共
済
組
合
が
、

二
・
九
％
を
保
険
会
社
が
、
二
・
一
％
を
労
使
共
済
制
度
が
支
出
し
て
い
る
（
家
計
の
支
出
は
一
一
％
。
以
上
、
二
〇
〇
四
年４

））。

こ
う
し
た
状
況
に
お
い
て
、
複
数
の
調
査
結
果
が
、
補
足
的
医
療
保
険
が
医
療
へ
の
ア
ク
セ
ス
に
お
い
て
必
要
不
可
欠
な
役
割
を
果
た
す

に
至
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る５

）。
医
療
経
済
研
究
機
構
（In

stitu
t d
e R

ech
erch

es en E
co
n
o
m
ie d

e S
a
n
te,

IR
D
E
S

）
の
調
査

に
よ
れ
ば
、
補
足
的
医
療
保
険
を
も
た
な
い
者
の
三
二
％
が
、
過
去
一
二
ヶ
月
の
間
に
経
済
的
理
由
か
ら
受
診
を
断
念
し
た
と
述
べ
て
い
る

（
補
足
的
医
療
保
険
を
も
つ
者
で
同
様
の
回
答
を
し
た
者
は
一
三
％：

補
足
的C

M
U

加
入
者
は
除
く６

））。
補
足
的
医
療
保
険
に
加
入
し
て
い

な
い
者
は
加
入
者
に
比
し
て
多
く
の
受
診
時
自
己
負
担
を
負
担
し
て
お
り
、
そ
の
こ
と
が
、
医
療
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
こ
と
を
断
念
す
る
経

済
的
理
由
の
一
つ
の
背
景
と
な
っ
て
い
る
も
の
と
推
察
で
き
る
。

⑵

補
足
的
医
療
保
険
を
提
供
す
る
組
織
に
は
、
第
二
節
で
詳
し
く
見
る
よ
う
に
、
①
共
済
組
合
、
②
労
使
共
済
制
度
、
③
民
間
保
険
会
社
、

の
三
つ
の
タ
イ
プ
が
あ
る
。

近
年
に
至
る
ま
で
、
こ
の
分
野
に
お
い
て
は
共
済
組
合
が
中
心
的
な
役
割
を
担
っ
て
き
て
お
り７

）、
補
足
的
医
療
保
険
の
五
六
％
を
共
済
組

合
が
占
め
て
い
る
。
但
し
、
共
済
組
合
が
重
要
な
位
置
付
け
を
占
め
る
の
は
特
に
個
人
契
約
の
分
野
で
あ
っ
て
、
団
体
保
険
の
分
野
で
は
む

し
ろ
労
使
共
済
制
度
が
市
場
を
支
配
し
て
い
る８

）。
ま
た
、
最
近
は
、
保
険
会
社
が
シ
ェ
ア
を
伸
ば
す
傾
向
が
見
ら
れ
る９

）。
二
〇
〇
八
年
の
時

点
で
、
こ
れ
ら
三
種
の
保
険
者
の
数
は
合
わ
せ
て
八
七
六
に
の
ぼ
っ
て
い
る10

）。

補
足
的
医
療
保
険
契
約
は
、
一
般
に
、
主
と
し
て
外
来
医
（m

ed
ecin en v

ille

）
に
よ
る
診
察
・
義
歯
・
眼
鏡
・
入
院
時
の
費
用
に
か
か

（77-４- ）679 59
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る
自
己
負
担
金
等
を
カ
バ
ー
す
る
。
ま
た
、
原
則
と
し
て
償
還
払
い
方
式
を
採
用
す
る
社
会
保
障
制
度
に
つ
い
て
、
補
足
的
医
療
保
険
が
、

第
三
者
払
い
の
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
こ
と
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
と
い
う
点
も
重
要
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
具
体
的
な
契
約
内
容
は
保
険
者
の
類
型
な
ら
び
に
保
険
商
品
ご
と
に
大
き
く
異
な
っ
て
お
り
、
従
っ
て
保
険
給
付
の
内
容
も

様
々
で
あ
る11

）。
た
と
え
ば
、
最
低
水
準
の
保
障
を
提
供
す
る
契
約
類
型
に
お
い
て
、
協
約
料
金
（
社
会
保
障
制
度
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
診

療
報
酬
）
を
超
え
る
費
用12

）が
カ
バ
ー
さ
れ
る
こ
と
は
希
で
あ
る
一
方
、
か
か
っ
た
実
費
を
全
額
保
障
す
る
タ
イ
プ
の
契
約
も
存
在
す
る13

）。
最

も
水
準
が
高
い
タ
イ
プ
の
契
約
は
、
八
割
の
被
保
険
者
が
加
入
す
る
標
準
的
な
タ
イ
プ
の
契
約
の
二
〜
三
倍
の
水
準
の
給
付
を
提
供
し
て
い

る14
）。

ま
た
、
二
〇
〇
三
年
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
保
障
水
準
の
最
も
低
い
タ
イ
プ
の
契
約
に
加
入
し
て
い
る
の
は
主
と
し
て
個
人
加
入
の
被
保

険
者
で
あ
り
、
反
対
に
最
も
高
水
準
の
保
障
を
提
供
す
る
契
約
は
、
主
と
し
て
企
業
等
に
お
い
て
団
体
保
険
契
約
に
加
入
し
て
い
る
者
で

あ
っ
た15

）。

共
済
組
合
の
活
動
領
域
は
前
述
の
通
り
主
と
し
て
個
人
単
位
の
契
約
で
あ
る
が
、
特
に
、
薬
剤
費
に
つ
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い

る
。
こ
の
こ
と
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
比
較
的
高
い
一
部
負
担
金
が
薬
剤
に
課
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
背
景
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る16

）。
ま

た
、
共
済
組
合
は
、
補
足
的
医
療
保
険
の
販
売
以
外
に
も
、
各
種
の
病
院
や
高
齢
者
施
設
、
家
族
向
け
の
施
設
等
を
保
有
・
管
理
運
営
し
て

お
り
、
こ
う
し
た
施
設
等
の
事
業
に
か
か
る
収
益
が
全
体
で
約
二
〇
〇
万
ユ
ー
ロ
に
の
ぼ
っ
て
い
る17

）。

第
二
節

補
足
的
医
療
保
険
の
保
険
者18

）

Ⅰ

三
類
型

現
行
法
上
、
補
足
的
医
療
保
険
の
保
険
者
と
な
れ
る
の
は
、
①
共
済
組
合
（m

u
tu
elles

）、
②
労
使
共
済
制
度
（p

rev
o
y
a
n
ce

 
in
stitu

tio
n
n
elle

）、
③
保
険
会
社
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
、
①
共
済
法
典
、
②
社
会
保
障
法
典
、
③
保
険
法
典
の
適
用
の
下
に
お
か
れ
て
い

る
。
以
下
、
こ
れ
ら
の
三
つ
の
組
織
に
つ
い
て
、
現
行
法
の
基
本
的
な
規
定
を
概
観
す
る19

）。
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Ⅱ

共
済
組
合

⑴

共
済
組
合
は
、
私
法
上
の
非
営
利
法
人
で
あ
る
（
共
済
法
典
Ｌ

.

一
一
一
｜
一
条
一
項
）。
同
条
に
よ
れ
ば
、
共
済
組
合
は
、
組
合
員
の

払
い
込
む
保
険
料
に
よ
り
、
組
合
員
の
文
化
的
・
倫
理
的
・
知
的
・
身
体
的
発
展
に
貢
献
し
、
そ
の
生
活
状
況
を
改
善
す
る
た
め
に
、
組
合

員
及
び
そ
の
権
利
保
有
者
の
利
益
に
お
い
て
共
済
、
連
帯
、
相
互
扶
助
の
活
動
を
行
う
。

共
済
組
合
は
規
約
に
よ
っ
て
、
そ
の
社
会
的
目
的
や
活
動
領
域
等
を
決
定
す
る
が
（
Ｌ

.

一
一
一
｜
一
条
一
項
）、
法
律
上
、
以
下
の
四
つ

の
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
（
同
条
）。
す
な
わ
ち
、
①
医
療
保
険
給
付
な
ど
、
身
体
に
関
わ
る
損
害
の
リ
ス
ク
を
カ
バ
ー
す
る
保
険
給

付
や
失
業
給
付
等
の
様
々
な
保
険
業
務
、
②
身
体
的
損
害
の
予
防
お
よ
び
若
年
者
・
家
族
・
高
齢
者
・
障
害
者
の
保
護
の
活
動
、
③
社
会
的

活
動
の
実
施
お
よ
び
公
衆
衛
生
・
社
会
的
・
文
化
的
な
成
果
（rea

lisa
tio
n
s

）
の
管
理
、
④
法
定
医
療
保
険
（
つ
ま
り
医
療
保
険
基
礎
制

度
）
・
母
親
保
険
制
度
の
運
営
へ
の
参
加
お
よ
び
、
国
あ
る
い
は
他
の
公
共
団
体
の
名
義
で
行
わ
れ
る
社
会
的
活
動
の
運
営
を
担
保
す
る
業

務
で
あ
る
。

共
済
組
合
は
、
組
合
員
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
る
自
治
的
な
組
織
で
あ
り
、
名
誉
メ
ン
バ
ー
と
組
合
員
メ
ン
バ
ー
か
ら
成
る
組
合
員
総
会

（
Ｌ

.

一
一
四
｜
六
条
）
に
よ
り
運
営
さ
れ
る
。
組
合
員
総
会
で
は
、
全
組
合
員
が
投
票
権
を
有
す
る
（
Ｌ

.

一
一
四
｜
六
条
）。
業
務
執
行
は
、

組
合
員
総
会
の
選
挙
で
選
ば
れ
た
理
事
会
の
メ
ン
バ
ー
が
担
当
す
る
（
Ｌ

.

一
一
四
｜
九
条
、
Ｌ

.

一
一
四
｜
一
六
条
）。

組
合
員
の
受
給
権
を
担
保
す
る
た
め
に
、
保
証
連
盟
制
度
（
Ｌ

.

一
一
一
｜
六
条
）
が
お
か
れ
て
い
る
。
こ
の
組
織
は
、
共
済
組
合
の
財

政
状
況
が
悪
化
し
た
場
合
に
、
被
保
険
者
に
対
し
て
共
済
組
合
や
そ
の
連
合
体
が
負
う
債
務
の
弁
済
を
保
証
す
る
（
同
条
項
）。
ま
た
、
共

済
組
合
及
び
そ
の
連
合
体
の
財
政
危
機
に
対
処
す
る
保
証
基
金
（fo

n
d
s d
e g
a
ra
n
tie

）
は
、
上
述
の
保
証
連
盟
制
度
に
よ
る
保
証
を
さ
ら

に
補
う
も
の
と
し
て
、
給
付
を
保
証
す
る
（
Ｌ

.

四
三
一
｜
一
条
）。
同
基
金
は
、
加
入
す
る
共
済
組
合
及
び
連
合
体
の
負
担
金
を
財
源
と
し

て
保
証
を
行
う
。

共
済
組
合
は
、
加
入
者
の
性
格
等
に
従
っ
て
四
つ
の
類
型
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
①
一
企
業
あ
る
い
は
一
つ
の
職
種
の
被
用
者
ご
と
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に
組
織
さ
れ
る
職
業
的
共
済
組
合20

）、
②
職
種
を
超
え
て
組
織
さ
れ
る
職
際
共
済
組
合
、
③
公
務
員
共
済
、
④
ス
ポ
ー
ツ
や
学
校
教
育
等
、
特

定
の
リ
ス
ク
を
扱
う
共
済
組
合
、
で
あ
る
。
ま
た
、
多
く
の
場
合
、
各
種
の
共
済
組
合
は
県
・
地
方
・
全
国
レ
ベ
ル
で
の
連
合
等
に
所
属
し
、

施
設
な
ど
を
相
互
利
用
し
て
活
動
の
効
率
化
を
図
っ
て
い
る21

）。

ま
た
、
個
別
の
共
済
組
合
あ
る
い
は
そ
の
連
合
体
は
、
さ
ら
に
連
盟
を
構
成
す
る
こ
と
が
で
き
る22

）。
共
済
組
合
の
全
国
レ
ベ
ル
の
連
盟
で

あ
り
、
こ
の
分
野
の
最
も
重
要
な
利
益
団
体
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
共
済
全
国
連
盟
（F

ed
era

tio
n
 
N
a
tio
n
a
le
 
d
e
 
la
 
M
u
tu
a
lite

F
ra
n
ça
ise,

F
N
M
F

）
が
あ
る
（
設
立
は
一
九
〇
二
年
）。

⑵

共
済
組
合
に
つ
い
て
は
、
こ
の
組
織
が
、
補
足
的
医
療
保
険
の
み
な
ら
ず
社
会
保
障
制
度
に
つ
い
て
も
そ
の
管
理
運
営
を
直
接
・
間
接

に
担
っ
て
い
る
場
合
が
み
ら
れ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
ま
ず
、
上
述
のF

N
M
F

の
代
表
者
は
、
全
国
被
用
者
医
療
保
険
金
庫
（ca

isse
 

n
a
tio
n
a
le d

e l’a
ssu

ra
n
ce m

a
la
d
ie d

es tra
v
a
illeu

rs sa
la
ries

）
の
理
事
会
を
は
じ
め
と
し
た
複
数
の
社
会
保
険
金
庫
の
意
思
決
定

機
関
に
参
加
す
る
（
医
療
保
険
金
庫
に
つ
い
て
社
会
保
障
法
典
Ｌ

.

二
二
一
｜
三
条
一
項
二
号
）。
コ
ン
セ
イ
ユ
デ
タ
は
、
こ
う
し
た
制
度
設

計
が
、
保
険
会
社
と
比
較
し
た
場
合
の
共
済
組
合
の
特
殊
性
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
（
ま
た
、F

N
M
F

が
共
済
組
合
業

界
を
も
っ
と
も
強
く
代
表
す
る
組
織
で
あ
る
と
い
う
事
情
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
と
評
価
し
て
い
る23

））。
さ
ら
に
、
社
会
保
障
制
度
の
管

理
運
営
を
直
接
に
共
済
組
合
が
代
行
す
る
場
面
も
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
（
第
二
編
第
一
章
）。

Ⅲ

労
使
共
済
制
度

労
使
共
済
制
度
は
、
私
法
上
の
非
営
利
法
人
で
あ
り
、
企
業
と
被
用
者
の
同
数
代
表
に
よ
り
管
理
さ
れ
る
（
両
者
は
法
律
上
、
そ
れ
ぞ
れ
、

組
合
参
加
者
（m

em
b
res a

d
h
eren

ts

）、
組
合
会
員
（m

em
b
res p

a
rticip

a
n
ts

）
と
呼
ば
れ
る
。
社
会
保
障
法
典
Ｌ

.

九
三
一
｜
一
条
、

Ｌ
.

九
三
一
｜
三
条
）。
そ
の
業
務
は
、
①
婚
姻
・
出
産
時
の
金
銭
給
付
の
支
払
等
（
Ｌ

.

九
三
一
｜
一
条
二
項
ａ
）、
②
医
療
保
険
を
含
む
身

体
に
関
わ
る
様
々
な
保
険
の
提
供
（
Ｌ

.

九
三
一
｜
一
条
二
項
ｂ
）、
③
失
業
保
険
（
Ｌ

.

九
三
一
｜
一
条
二
項
ｃ
）
で
あ
る
。
労
使
共
済
制

（77-４- ）62 682
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度
は
、
労
働
協
約
、
集
団
協
定
あ
る
い
は
、
企
業
主
（ch

ef d
’en
trep

rise

）
に
よ
り
提
案
さ
れ
当
事
者
の
過
半
数
に
承
認
さ
れ
た
合
意
計

画
、
ま
た
は
、
総
会
に
お
い
て
被
用
者
集
団
と
企
業
集
団
と
の
間
で
締
結
さ
れ
た
合
意
を
基
礎
と
し
て
成
立
す
る
（
Ｌ

.

九
三
一
｜
一
条
七

項
）。
活
動
を
開
始
す
る
に
は
、
社
会
保
障
担
当
大
臣
に
よ
る
認
可
（a

g
rem

en
t

）
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
（
Ｌ

.

九
三
一
｜
四
条
）。
労
使

共
済
制
度
は
、
労
使
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
る
労
働
者
の
生
活
保
障
の
た
め
の
ス
キ
ー
ム
で
あ
る24

）。

労
使
共
済
制
度
も
、
加
入
者
の
類
型
等
か
ら
三
つ
の
タ
イ
プ
に
分
類
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
職
種
別
・
職
業
的
カ
テ

ゴ
リ
ー
別
に
締
結
さ
れ
る
労
働
協
約
・
集
団
協
定
を
基
礎
と
す
る
職
業
別
労
使
共
済
制
度25

）、
②
複
数
の
職
種
に
開
か
れ
た
職
際
的
労
使
共
済

制
度
、
③
企
業
内
で
組
織
さ
れ
る
企
業
別
労
使
共
済
制
度
で
あ
る26

）。

同
質
の
債
務
を
負
う
、
あ
る
い
は
同
質
の
リ
ス
ク
を
カ
バ
ー
す
る
労
使
共
済
制
度
は
、
連
合
体
を
組
織
し
て
リ
ス
ク
分
散
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
（
Ｌ

.

九
三
一
｜
二
条
一
項
）。
ま
た
、
労
使
共
済
制
度
お
よ
び
そ
の
連
合
体
は
、
加
入
者
や
受
益
者
の
権
利
を
維
持
す
る
た
め
に
、

同
数
代
表
制
の
保
証
基
金
（fo

n
d
s p

a
rita

ire d
e g

a
ra
n
tie

）
に
加
入
す
る
（
Ｌ

.

九
三
一
｜
三
五
条
以
下
）。
そ
の
役
割
、
組
織
、
活
動

条
件
等
は
、
共
済
組
合
の
保
証
基
金
の
そ
れ
と
ほ
ぼ
重
な
る27

）。

Ⅳ

保
険
法
典

最
後
に
、
保
険
法
典
（C

o
d
e d

es a
ssu

ra
n
ces

）
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
る
保
険
事
業
（en

trep
rise

 
d
’a
ssu

ra
n
ce

）
は
、
商
事
会
社

た
る
保
険
会
社
と
し
て
設
立
さ
れ
る
場
合
に
は
必
ず
株
式
会
社
の
形
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い28

）。
近
年
の
Ｅ
Ｕ
圏
内
で
の
競
争
に
対
峙
す

る
た
め
、
株
式
会
社
た
る
保
険
会
社
に
つ
い
て
は
株
式
の
持
合
や
合
併
等
の
手
段
に
よ
る
業
務
の
集
中
が
進
ん
で
い
る
。
ま
た
、
相
互
扶
助

形
態
保
険
組
合
（so

ciete
d
’a
ssu

ra
n
ce m

u
tu
elle

）
と
呼
ば
れ
る
類
型
の
商
法
典
の
適
用
を
受
け
な
い
保
険
事
業
も
存
在
す
る
（
保
険

法
典
Ｌ

.

三
二
二
｜
二
六
｜
一
条29

））。
本
稿
で
は
、
保
険
法
典
の
適
用
を
受
け
る
こ
れ
ら
の
保
険
者
を
あ
わ
せ
て
「
保
険
会
社
」
と
呼
ぶ
。

な
お
、
保
険
者
に
対
す
る
行
政
監
督
を
行
う
た
め
に
、
二
〇
〇
三
年
以
降
、
上
記
の
三
種
類
の
組
織
に
共
通
の
独
立
の
監
督
機
関
が
お
か

（77-４- ）683 63
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れ
て
い
た
（

保
険
お
よ
び
共
済
組
合
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
当
局
（a

u
to
rite

d
es co

n
tro
le d

es a
ssu

ra
n
ces et d

es m
u
tu
elles

）」）
が
、
二

〇
一
〇
年
以
降
、
銀
行
・
保
険
業
界
全
体
を
監
督
す
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
機
関
（A
u
to
rite

co
n
tro
le p

ru
d
en
tiel

）
に
統
合
さ
れ
て
い
る

（
保
険
法
典
Ｌ

.

三
一
〇
｜
一
二
条30

））。

Ⅴ

検
討

補
足
的
医
療
保
険
の
市
場
規
模
が
徐
々
に
拡
大
し
、
市
場
競
争
が
激
化
し
つ
つ
あ
る
状
況
、
お
よ
び
第
二
編
第
三
章
で
見
る
よ
う
な
Ｅ
Ｕ

法
の
傾
向
等
も
あ
い
ま
っ
て
、
各
保
険
者
類
型
間
の
性
格
的
な
相
違
は
徐
々
に
希
薄
化
し
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
三

つ
の
保
険
者
類
型
に
つ
い
て
、
そ
の
法
的
性
格
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
特
に
、
共
済
組
合
と
労
使
共
済
制
度
と

は
、
前
者
は
直
接
民
主
主
義
、
後
者
は
パ
リ
タ
リ
ズ
ム
（
同
数
代
表
制
）
を
基
礎
と
す
る
点
で
、
法
律
上
の
組
織
編
成
、
ひ
い
て
は
組
織
の

運
営
に
関
す
る
基
本
的
な
考
え
方
が
異
な
っ
て
い
る
点
を
改
め
て
指
摘
し
て
お
く31

）（
両
者
は
、
自
主
管
理
と
共
同
管
理
と
い
う
形
で
対
置
さ

れ
る
こ
と
も
あ
る32

））。
ま
た
、
各
組
織
の
政
治
的
な
・
あ
る
い
は
経
営
戦
略
上
の
立
場
に
も
相
当
程
度
の
違
い
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
各
組

織
相
互
の
相
対
的
違
い
を
き
わ
め
て
単
純
化
す
れ
ば
、
お
お
む
ね
以
下
の
よ
う
な
特
徴
が
指
摘
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
共
済
組
合
（
お
よ
び

そ
の
全
国
連
合
で
あ
る

F
N
M
F

）
は
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
の
医
療
保
険
の
重
要
性
や
、
医
療
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
平
等
を
主
張
し
、
労

使
共
済
制
度
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
企
業
の
関
心
を
擁
護
し
、
保
険
会
社
は
あ
く
ま
で
生
産
性
の
高
い
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
確
保
を
目
指
す
と
い

う
傾
向
が
見
ら
れ
る33

）。

第
三
節

第
一
章
の
ま
と
め

本
章
で
は
、
次
章
以
降
の
検
討
の
前
提
と
し
て
、
補
足
的
医
療
保
険
の
概
要
を
、
加
入
者
数
等
の
動
向
や
契
約
内
容
等
の
実
際
の
活
動
内

容
の
側
面
、
お
よ
び
、
こ
の
分
野
に
参
入
す
る
主
体
の
法
典
上
の
位
置
づ
け
の
面
か
ら
、
非
常
に
大
ま
か
に
紹
介
し
た
。
は
じ
め
に
、
補
足

（77-４- ）64 684
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的
医
療
保
険
の
現
況
に
関
す
る
検
討
に
お
い
て
は
、
補
足
的
医
療
保
険
が
国
民
の
医
療
へ
の
ア
ク
セ
ス
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
な
存
在
と

な
っ
て
い
る
こ
と
、
補
足
的
医
療
保
険
を
提
供
す
る
主
体
と
し
て
、
共
済
組
合
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
、
一
方
で
、
近
年
で

は
保
険
会
社
も
少
し
ず
つ
存
在
感
を
増
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
契
約
内
容
と
の
関
係
で
は
、
個
人
加
入
に
比
し
て
団
体
加
入
の
被

保
険
者
が
有
利
な
契
約
内
容
を
享
受
し
て
い
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

次
に
、
三
種
類
の
保
険
者
の
法
律
上
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、
共
済
組
合
が
補
足
的
医
療
保
険
等
の
提
供
を
超
え
た
広
範
な
役
割
を
果

た
し
て
い
る
こ
と
が
目
を
ひ
く
。
一
方
で
、
監
督
等
の
被
保
険
者
保
護
に
関
わ
る
制
度
設
計
の
観
点
で
は
、
各
種
保
険
者
に
か
か
る
法
規
制

が
接
近
す
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
。

１
）

C
en
tre d

’a
n
a
ly
se stra

teg
iq
u
e,
C
h
o
isir u

n
e co

u
v
ertu

re co
m
p
lem

en
ta
ire sa

n
te
:
co
m
m
en
t fo

n
t les p

a
y
s d
e l’O

C
D
E
?
L
a n

ote
 

d
e veille

,
n
.
146,

ju
illet 2009.

２
）

人
口
当
た
り
の
補
足
的
医
療
保
険
へ
の
加
入
者
数
の
推
移
は
以
下
の
通
り
。
一
九
六
〇
年：

三
一
％
、
一
九
七
〇
年：

四
九
％
、
一
九
八
〇
年：

六

九
％
、
一
九
九
〇
年：

八
三
％
。F
a
n
tin
o
(B
.),
R
o
p
ert

(G
.),
o
p
.
cit.,

p
.
291.

３
）

こ
の
年
、
総
医
療
費
の
七
六
・
七
％
が
社
会
保
障
制
度
に
よ
り
支
出
さ
れ
、
家
計
の
負
担
は
九
・
一
％
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
補
足
的
医
療
保
険
は

社
会
保
障
制
度
に
続
く
２
番
目
の
医
療
費
負
担
者
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
以
上
、D

R
E
S
S
,
L
es
 
co
n
tra
ts
 
d
’a
ssu

ra
n
ce

 
m
a
la
d
ie co

m
p
lem

en
ta
ire,

u
n
e ty

p
o
lo
g
ie en 2003,

É
tu
d
es et R

esu
ltats

,
n
.
490 m

a
i 2006,

p
.
1.

４
）

M
illo

t
(R
.),
W
a
tern

a
u
x
(A
.
R
.),
A
ssu
ran

ce d
e san

te
:
acteu

rs et garan
ties,

2
ed
ition

,
L
’a
rg
u
es d

e l’a
ssu

ra
n
ce,

2006,
p
.
134.

５
）

D
R
E
S
S
,
o
p
.cit.,

p
.
2.

６
）

IR
D
E
S
,
L
a co

m
p
lem

en
ta
ire sa

n
te
en F

ra
n
ce en 2006

:
u
n a

cces q
u
i reste in

eg
a
lita

ire,
Q
u
estion d

’econ
om
ie d

e la san
te
,
n
.

132 m
a
i 2008.

７
）

共
済
は
大
き
な
政
治
的
勢
力
で
も
あ
る
。H

ela
ry
-O
liv
ier

(C
.),
L
es m

u
tu
elles o

n
t-elles en

co
re u

n
e ra

iso
n d

’ex
ister

?,
D
roit S

ocial,

2000,
p
.
878.

８
）

M
illo

t
(R
.),
W
a
tern

a
u
x
(A
.
R
.),
o
p
.
cit.,

p
.
130.

（77-４- ）685 65
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９
）

T
a
b
u
tea

u
(D
.),
L
a m

eta
m
o
rp
h
o
se silen

cieu
se d

es a
ssu

ra
n
ces m

a
la
d
ie,

D
roit S

ocial,
2010,

p
.
91.

10
）

そ
の
内
訳
は
、
共
済
が
七
四
八
、
労
使
共
済
制
度
が
三
六
、
保
険
会
社
が
九
二
と
な
っ
て
い
る
。
統
合
・
再
編
等
に
よ
る
業
務
の
集
中
が
進
ん
で
お

り
、
組
織
数
の
合
計
は
二
〇
〇
一
年
の
一
七
〇
二
か
ら
大
幅
に
減
少
し
た
。
特
に
、
共
済
は
二
〇
〇
一
年
の
一
五
二
八
か
ら
半
数
以
下
ま
で
組
織
数
を
減

少
さ
せ
て
お
り
、
こ
う
し
た
集
中
化
の
傾
向
の
影
響
を
色
濃
く
受
け
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。T

a
b
u
tea

u
(D
.),
o
p
.
cit.,

p
.
91.

11
）

Q
u
el est l’in

teret d
u g

en
era

liser le n
iv
ea
u co

m
p
lem

en
ta
ire?,

E
n
cycloped

ie d
e la protection

 
sociale

,
L
ia
iso
n
s /E

co
n
o
m
ica
,

2000,
p
.
945.

12
）

序
の
註
６
参
照
。

13
）

D
R
E
S
S
,
o
p
.cit.,

p
.
5 et p

.
6.

14
）

F
a
n
tin
o
(B
.),
R
o
p
ert

(G
.),
o
p
.
cit.,

p
.
293.

15
）

D
R
E
S
S
,
o
p
.cit.,

p
.
4 et p

.
5.

な
お
、
保
険
者
の
類
型
か
ら
一
義
的
に
契
約
内
容
の
特
徴
を
導
く
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
で
あ
る
。

16
）

M
illo

t
(R
.),
W
a
tern

a
u
x
(A
.
R
.),
o
p
.
cit.,

p
.130.

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
薬
剤
の
一
部
負
担
金
の
水
準
が
比
較
的
高
く
、
ま
た
近
年
一
層
の
引

き
上
げ
の
傾
向
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
笠
木
映
里
「
公
的
医
療
保
険
の
給
付
範
囲
（
四
）
｜
比
較
法
を
手
が
か
り
と
し
た
基
礎
的
考
察
｜
」
法
学
協

会
雑
誌
一
二
四
巻
四
号
九
六
一
頁
以
下
な
ど
を
参
照
。

17
）

M
illo

t
(R
.),
W
a
tern

a
u
x
(A
.
R
.),
o
p
.
cit.,

p
.
130.

18
）

三
種
類
の
保
険
者
に
つ
い
て
は
、
伊
奈
川
秀
和
『
フ
ラ
ン
ス
社
会
保
障
法
の
権
利
構
造
』

信
山
社
、
二
〇
一
〇
年
）
四
二
三
頁
の
表
が
、
こ
れ
ら

の
保
険
者
の
構
造
・
特
徴
等
を
適
切
に
整
理
・
比
較
対
照
し
て
い
る
。

19
）

補
足
的
医
療
保
険
の
概
要
に
つ
い
て
は
既
に
別
稿
で
も
言
及
し
て
お
り
（
笠
木
映
里
「
公
的
医
療
保
険
の
給
付
範
囲
（
五
）
｜
比
較
法
を
手
が
か
り

と
し
た
基
礎
的
考
察
｜
」
法
学
協
会
雑
誌
一
二
四
巻
五
号
一
一
一
〇
頁
以
下
）
一
部
記
述
が
重
な
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
必
要
最
小
限
の
情
報
に
つ
い
て

は
あ
ら
た
め
て
記
述
す
る
。

20
）

特
定
の
一
企
業
内
の
被
用
者
お
よ
び
旧
被
用
者
、
並
び
に
そ
の
家
族
を
対
象
と
す
る
共
済
に
つ
い
て
は
、
企
業
委
員
会
が
完
全
な
決
定
・
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
権
限
を
も
つ
。
共
済
法
典
Ｌ
一
一
五
｜
一
条
以
下
。

21
）

M
illo

t
(R
.),
W
a
tern

a
u
x
(A
.
R
.),
o
p
.
cit.,

p
.
122.

22
）

K
essler

(F
.),
o
p
.
cit.,

p
.
482.

23
）

C
o
n
seil d

’É
ta
t,
12 fev

rier 1997,
180 079,

180
 
78,

180 076,
180 850,

180 866,
R
ecu

eil L
eb
o
n
,
T
p 1084.

24
）

た
と
え
ば
、
補
足
的
医
療
保
険
（p

rev
o
y
a
n
ce m

a
la
d
ie

）
に
つ
い
て
定
め
る
職
域
あ
る
い
は
企
業
レ
ベ
ル
の
協
定
が
存
在
し
な
い
被
用
者
に
つ

い
て
は
、
使
用
者
は
、
こ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
団
体
交
渉
の
義
務
を
負
う
。
労
働
法
典
Ｌ

.

二
二
四
二
｜
一
一
条
一
項
。
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25
）

加
入
企
業
の
代
表
者
と
被
用
者
の
代
表
者
の
間
で
の
議
論
を
基
礎
と
し
て
組
織
さ
れ
る
。

26
）

M
illo

t
(R
.),
W
a
tern

a
u
x
(A
.
R
.),
o
p
.
cit.,

p
.
128.

27
）

D
u
p
ey
ro
u
x
(J.

J.),
D
roit d

e la secu
rite

sociale
,
16

ed
itio

n
,
D
a
llo
z,
2008,

p
.
1103.

28
）

L
a
m
b
ert-F

a
iv
re
(Y
.),
L
ev
en
eu
r
(L
.),
D
roit d

es assu
ran

ces,
1
2
ed
ition

,
D
a
llo
z,
2005,

p
.
167.

相
互
扶
助
形
態
保
険
組
合
に
つ
い
て

は
、
株
式
会
社
の
形
を
と
る
保
険
会
社
に
比
べ
て
法
規
制
が
比
較
的
緩
や
か
と
な
っ
て
い
る
反
面
、
特
殊
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
も
行
わ
れ
て
い
る
。
詳
細
は

差
し
あ
た
り
上
記
文
献
を
参
照
。

29
）

L
a
m
b
ert-F

a
iv
re
(Y
.),
L
ev
en
eu
r
(L
.),
o
p
.
cit.,

p
p
.
167 et s.

30
）

現
在
の
名
称
と
な
っ
た
の
は
二
〇
〇
五
年
以
降
。D

u
p
ey
ro
u
x
(J.

J.),
o
p
.
cit.,

p
.
1100.

31
）

H
ela
ry
-O
liv
ier

(C
.),
L
es m

u
tu
elles o

n
t-elles en

co
re u

n
e ra

iso
n d

’ex
ister

?,
D
roit S

ocial,
2000,

p
.883.

32
）

D
u
p
ey
ro
u
x
(J.

J.),
o
p
.
cit.,

p
.
1039.

33
）

例
え
ば
、
第
二
編
第
五
章
で
検
討
す
る
「
責
任
契
約
」

医
療
費
抑
制
を
め
ざ
し
て
患
者
の
行
動
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
た
め
に
社
会
保
障
給
付
が

切
り
下
げ
ら
れ
る
場
合
な
ど
に
、
補
足
的
医
療
保
険
が
当
該
切
り
下
げ
分
を
カ
バ
ー
し
な
い
契
約
を
締
結
す
れ
ば
税
制
上
の
優
遇
措
置
が
得
ら
れ
る
制

度
）
の
導
入
に
対
す
る
反
応
に
は
以
下
の
よ
う
な
違
い
が
見
ら
れ
る
。F

N
M
F

は
、
適
切
で
な
い
受
診
行
動
を
行
う
被
保
険
者
に
つ
い
て
は
医
療
費
を

償
還
し
な
い
こ
と
を
主
張
し
た
の
に
対
し
て
、
労
使
共
済
制
度
は
、
制
限
の
緩
や
か
な
形
の
制
度
の
導
入
を
主
張
し
、
保
険
会
社
は
、
問
題
と
な
っ
て
い

る
費
用
の
償
還
を
行
う
こ
と
を
望
ん
だ
（
つ
ま
り
責
任
契
約
自
体
を
否
定
し
た
）。F

a
n
tin
o
(B
.),
R
o
p
ert

(G
.),
o
p
.
cit.,

p
.
293.

第
二
章

発
展
の
歴
史

第
一
節

は
じ
め
に

本
章
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
補
足
的
医
療
保
険
（
こ
の
仕
組
み
が
「
補
足
的
医
療
保
険
」
と
呼
ば
れ
る
べ
き
姿
に
な
る
の
は
一
九
四
五
年
以

降
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
便
宜
上
こ
の
名
称
を
使
用
す
る
）
の
発
展
の
経
緯
を
、
一
八
世
紀
〜
社
会
保
険
制
度
の
創
設
（
一
九
四
六
年
）
以

（77-４- ）687 67
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前
に
遡
っ
て
検
討
す
る
（
社
会
保
険
制
度
創
設
時
の
議
論
等
は
第
二
編
第
一
章
の
検
討
対
象
と
す
る
）。
第
一
章
で
検
討
し
た
三
つ
の
補
足

的
医
療
保
険
の
類
型
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
発
展
の
歴
史
を
検
討
す
る
が
（
第
一
節
〜
第
三
節
）、
主
た
る
検
討
対
象
は
、
歴
史
的
に
み
て

重
要
な
意
味
を
も
つ
共
済
組
合
の
展
開
の
歴
史
で
あ
る
。
検
討
に
際
し
て
は
、
特
に
、
三
つ
の
補
足
的
医
療
保
険
が
、
そ
れ
ぞ
れ
、
歴
史
的

に
見
て
ど
の
よ
う
な
価
値
を
標
榜
し
、
国
家
あ
る
い
は
当
時
の
指
導
者
、
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
社
会
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
性
格
の
も
の
と
し

て
構
築
さ
れ
、
受
け
容
れ
ら
れ
て
き
た
か
と
い
う
点
に
特
に
注
目
す
る１

）。
最
後
に
、
各
種
補
足
的
医
療
保
険
の
歴
史
を
全
体
と
し
て
見
直
し
、

本
章
の
検
討
を
総
括
す
る
（
第
四
節
）。

第
二
節

共
済
組
合
（

２
）

m
u
tu
elles

）

⑴

共
済
組
合
の
原
型
と
な
る
よ
う
な
活
動
（
共
済
組
合
の
前
身
と
な
っ
た
組
織
に
つ
い
て
は
、
後
述
の
通
り
、

救
護
金
庫
」、

共
済
救

護
組
織
」、
一
九
四
五
年
の
社
会
保
障
制
度
創
設
以
降
用
い
ら
れ
る
「
共
済
会
社
（so

ciete
m
u
tu
a
liste

）」、
改
正
共
済
法
典
（
一
九
八
五

年
）
以
来
用
い
ら
れ
て
い
る
「
共
済
組
合
（m

u
tu
elles

）」」
な
ど
様
々
な
名
称
が
あ
り
、
論
者
に
よ
っ
て
異
な
る
名
称
が
用
い
ら
れ
て
い

る
こ
と
も
あ
る
。
以
下
、
第
二
編
に
お
け
る
検
討
も
含
め
、
こ
れ
ら
の
同
種
の
組
織
を
ま
と
め
て
単
に
「
共
済
」
と
呼
称
し
、
必
要
な
限
り

で
当
時
の
名
称
に
言
及
す
る
）
は
、
古
く
は
中
世３

）、
さ
ら
に
は
古
代４

）ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
現
代
的
な
共
済
組

合
の
原
型
は
、
一
八
世
紀
末
に
誕
生
し
た
救
護
金
庫
（ca

isse d
e seco

u
rs

）
と
呼
ば
れ
る
組
織
で
あ
る
（
キ
リ
ス
ト
教
の
信
徒
団
（co

n
-

freries

）
や
同
業
組
合
（co

rp
o
ra
tio
n

）
が
母
体
と
な
っ
た５

））。
そ
の
後
、
共
済
救
護
組
織
（so

ciete
d
e seco

u
rs m

u
tu
el

）
と
も
呼
ば

れ
る
こ
と
に
な
る
こ
の
組
織
は
、
加
入
者
か
ら
の
拠
出
金
を
財
源
と
し
て
疾
病
や
死
亡
の
際
に
何
ら
か
の
給
付
を
提
供
す
る
活
動
を
行
い
、

加
入
者
自
身
に
よ
っ
て
民
主
的
な
方
法
で
運
営
さ
れ
た６

）。
そ
の
給
付
の
中
心
は
、
も
と
も
と
、
家
長
が
疾
病
に
か
か
っ
た
際
の
賃
金
保
障
で

あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が７

）、
現
物
給
付
を
行
う
組
織
も
初
期
に
お
い
て
既
に
存
在
し
た８

）。
当
時
か
ら
現
在
の
共
済
組
合
ま
で
変
わ
ら
な
い
こ
れ

ら
の
組
織
の
活
動
の
特
徴
は
、
常
に
「
自
主
的
な
管
理
（a

u
to
g
estio

n

）」
を
基
礎
と
し
て
運
営
さ
れ
、
個
人
が
集
団
を
通
じ
て
自
ら
の
身
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を
守
る
、
つ
ま
り
自
助
努
力
の
た
め
の
組
織
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る９

）。

⑵

フ
ラ
ン
ス
革
命
後
の
一
七
九
一
年
、
ル
・
シ
ャ
プ
リ
エ
法
は
、
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
の
名
残
で
あ
る
同
業
組
合
を
一
掃
す
べ
く
、

同
一
の
身
分
あ
る
い
は
職
業
を
共
有
す
る
市
民
に
よ
る
全
て
の
組
合
を
禁
止
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
上
記
の
よ
う
な
既
存
の
共
済
も
法
的
に

は
禁
じ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
一
九
世
紀
の
前
半
に
見
ら
れ
た
の
は
む
し
ろ
逆
説
的
な
現
象
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
時
期
、
都
市
部
に

お
い
て
労
働
者
が
大
量
に
発
生
し
、
一
方
で
、
上
記
の
ル
・
シ
ャ
プ
リ
エ
法
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
革
命
の
帰
結
と
し
て
、
中
世
に
存
在

し
た
伝
統
的
な
社
会
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
姿
を
消
し
た
。
こ
う
し
た
状
況
の
中
、
よ
り
ど
こ
ろ
を
求
め
る
労
働
者
に
よ
っ
て
共
済
が
支
持
さ

れ
、
共
済
は
、
あ
く
ま
で
違
法
な
存
在
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
活
動
を
維
持
し
、
む
し
ろ
発
展
さ
せ
た10

）。
一
八
二
三
年
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
に

は
既
に
一
四
八
の
共
済
救
護
組
織
が
存
在
し
、
違
法
な
状
態
の
ま
ま
で
、
事
実
上
の
活
動
を
続
け
て
い
た11

）。

当
時
、

社
会
問
題
（q

u
estio

n
 
so
cia
le

）」
へ
の
対
応
に
関
心
を
強
め
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
の
知
識
人
は
、
共
済
の
価
値
を
大
き
く
評
価

し
た12

）。
当
時
指
摘
さ
れ
た
共
済
の
利
点
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
労
働
者
を
共
済
に
契
約
的
な
義
務
の
形
で
結
び
つ

け
、
他
方
で
不
安
定
な
状
況
か
ら
彼
ら
を
保
護
す
る
と
い
う
点
、
当
該
組
織
の
財
源
を
用
い
て
、
か
つ
最
初
の
拠
出
金
支
払
の
瞬
間
か
ら
、

十
分
な
保
護
が
与
え
ら
れ
る
と
い
う
点
、
会
員
が
、
他
の
会
員
の
不
品
行
か
ら
発
生
す
る
費
用
を
負
担
し
な
い
と
い
う
目
的
の
た
め
に
相
互

に
監
視
し
合
う
と
い
う
点
で
あ
る13

）。
つ
ま
り
、
当
時
想
定
さ
れ
た
共
済
の
強
み
は
、
困
難
な
状
況
に
あ
る
労
働
者
の
保
護
、
お
よ
び
、
契
約

的
義
務
・
相
互
監
視
を
通
じ
た
労
働
者
の
モ
ラ
ル
の
維
持
と
い
う
二
点
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う14

）。
ま
た
、
政
府
も
、
こ
う
し
た

組
織
の
活
動
を
黙
認
す
る
傾
向
に
あ
っ
た15

）。
当
時
、
よ
り
強
い
規
制
の
下
に
お
か
れ
、
政
府
が
常
に
厳
し
い
警
戒
の
目
を
向
け
た
労
働
組
合

と
袂
を
分
か
つ
こ
と
で
、
共
済
は
こ
う
し
た
事
実
上
の
発
展
を
実
現
す
る
こ
と
に
な
る
（
労
働
運
動
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
註
21
も
参
照16

））。

⑶

こ
の
よ
う
な
黙
認
の
時
期
を
経
て
、
一
九
世
紀
後
半
に
お
い
て
は
、
政
府
は
、
よ
り
積
極
的
に
こ
の
領
域
に
介
入
し
、
む
し
ろ
共
済
を

利
用
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
特
に
第
二
帝
政
期
に
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
が
、
出
版
の
自
由
や
集
会
の
自
由
等
の
基
本
的
な
自
由
権
を
厳
し

く
制
限
す
る
一
方
で
、
社
会
問
題
に
対
す
る
包
括
的
な
回
答
と
し
て
共
済
に
大
き
な
関
心
を
示
し
た17

）。
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
に
と
っ
て
共
済
は
、
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強
い
政
府
が
統
治
す
る
社
会
に
お
い
て
、
社
会
暴
動
を
回
避
し
、
労
働
者
階
級
を
よ
り
良
く
社
会
に
組
み
入
れ
る
た
め
の
手
段
と
し
て
有
益

に
う
つ
っ
た
の
で
あ
る18

）。
彼
は
、
当
時
の
共
済
救
援
金
庫
の
会
長
が
、
権
力
者
と
大
衆
と
を
「
仲
介
す
る
者
（in

term
ed
ia
ire

）」
の
役
割

を
果
た
す
こ
と
を
期
待
し
た
。
ま
た
、
一
八
三
二
年
の
コ
レ
ラ
の
流
行
等
を
背
景
と
し
た
国
家
的
な
公
衆
衛
生
政
策
の
重
要
性
の
拡
大
の
中

で
、
半
世
紀
に
わ
た
る
共
済
に
、
公
衆
衛
生
の
維
持
に
寄
与
す
る
潜
在
的
な
可
能
性
が
見
い
だ
さ
れ
た
こ
と
も
、
こ
う
し
た
政
府
の
態
度
の

背
景
と
な
っ
た19

）。

一
八
五
〇
年
七
月
一
五
日
法
お
よ
び
一
八
五
二
年
三
月
二
八
日
の
デ
ク
レ
・
ア
ン
ペ
リ
ア
ル
は
、
共
済
に
対
し
て
従
来
に
比
し
て
強
い
公

的
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
行
う
試
み
で
あ
り
、
と
り
わ
け
一
八
五
二
年
デ
ク
レ
以
降
、
共
済
救
護
組
織
は
広
く
市
町
村
当
局
の
保
護
と
監
視
の

下
に
お
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
（
一
八
五
〇
年
法
は
適
用
の
問
題
か
ら
実
際
に
機
能
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ20

）た21
））。

一
八
五
二
年
デ
ク
レ
は
、

と
り
わ
け
、

承
認
さ
れ
た
（a

p
p
ro
u
v
e

）」
組
織
と
い
う
法
的
地
位
を
用
意
し
（
い
わ
ゆ
る
承
認
組
合22

））、
こ
の
組
織
は
市
長
お
よ
び
司
祭

（cu
re

）
の
管
理
の
下
で
設
立
さ
れ
、
厳
格
な
監
督
と
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
下
に
お
か
れ
る
一
方
、
財
政
的
支
援
を
受
け
る
も
の
と
し
た23

）。
こ

の
承
認
組
合
は
裕
福
な
社
会
階
級
に
属
す
る
名
誉
会
員
に
よ
っ
て
管
理
運
営
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
た24

）。
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
権
威
主
義
と
社

会
問
題
へ
の
関
心
と
が
混
ざ
り
合
う
当
時
の
共
済
観
が
、
こ
の
承
認
組
合
に
体
現
さ
れ
て
い
る25

）。
一
八
五
二
年
時
点
で
約
二
五
〇
〇
存
在
し

た
共
済
救
護
組
織
は
一
八
七
〇
年
に
は
五
七
〇
〇
ま
で
増
加
し
（
加
入
者
は
約
八
二
五
〇
〇
〇
人
）、
そ
の
う
ち
四
二
〇
〇
前
後
が
承
認
組

合
で
あ
っ
た26

）。

な
お
、
こ
の
一
八
五
二
年
の
デ
ク
レ
制
定
の
際
に
は
、
共
済
へ
の
強
制
加
入
ま
で
構
想
さ
れ
た
も
の
の
、M

elu
n

に
代
表
さ
れ
る
一
部

の
論
者
の
強
い
反
対
に
よ
り
実
現
し
な
か
っ
た27

）。

一
九
世
紀
、
と
り
わ
け
そ
の
後
半
に
お
い
て
、
共
済
は
、
少
し
ず
つ
医
療
の
領
域
に
そ
の
活
動
を
集
中
し
て
い
く
（
一
八
七
五
年
当
時
の

共
済
の
予
算
の
三
分
の
二
が
医
療
関
係
の
支
出
に
当
て
ら
れ
て
い
る28

））。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
共
済
が
当
時
単
に
医
療
費
の
保
障
の
み
な

ら
ず
、
医
療
・
公
衆
衛
生
に
か
か
わ
る
多
様
な
役
割
を
果
た
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
上
記
の
一
八
五
二
年
デ
ク
レ
以
降
、
共
済
の
活

（77-４- ）70 690
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動
の
中
心
は
、
従
来
の
金
銭
給
付
（
家
長
が
疾
病
に
か
か
っ
た
際
の
賃
金
保
障
）
か
ら
、
現
物
給
付
や
医
薬
品
の
費
用
の
カ
バ
ー
な
ど
、
公

衆
衛
生
に
か
か
わ
る
分
野
へ
と
移
り
は
じ
め
る29

）。
ま
た
、
当
時
の
共
済
は
、
貧
困
層
が
適
切
な
治
療
に
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る

た
め
の
活
動
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
蓄
積
し
て
お
り
、
か
つ
、
医
師
団
体
や
病
院
と
い
っ
た
複
雑
な
組
織
に
相
対
す
る
た
め
に
必
要
な
知
識
を
患
者

に
提
供
す
る
、
医
師
に
よ
る
詐
欺
的
な
報
酬
請
求
を
防
止
す
る
、
と
い
っ
た
役
割
を
も
果
た
し
た
。
つ
ま
り
、
医
療
職
と
患
者
の
関
係
を
均

衡
化
す
る
こ
と
に
貢
献
し
た
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
活
動
に
対
し
て
は
医
師
の
反
発
も
あ
っ
た
が
、
共
済
の
活
動
を
妨
げ
る
ま
で
に
は
至
ら

な
か
っ
た30

）。

な
お
、
も
と
も
と
の
起
源
に
お
い
て
は
労
働
者
階
級
と
強
い
つ
な
が
り
を
持
っ
て
い
た
共
済
は
、
徐
々
に
、
特
定
の
社
会
階
級
に
結
び
つ

か
な
い
、
社
会
階
級
横
断
型
の
団
体
と
な
っ
て
い
く
。
と
り
わ
け
、
上
述
の
一
八
五
二
年
デ
ク
レ
に
よ
る
承
認
組
合
の
設
立
に
よ
っ
て
、
共

済
は
、
市
町
村
ご
と
に
、
地
理
的
単
位
に
依
拠
し
て
組
織
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
、
地
元
の
有
力
者
の
影
響
力
を
き
わ
め
て
強
く
受
け

る
よ
う
に
な
っ
た31

）。
他
方
、
残
り
の
数
少
な
い
労
働
者
に
よ
る
共
済
は
当
局
の
承
認
を
む
し
ろ
拒
絶
し
、
労
働
者
運
動
と
し
て
の
性
格
を
強

め
て
い
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
共
済
の
中
で
も
医
療
保
障
等
の
活
動
を
行
う
も
の
と
、
抵
抗
を
核
と
し
た
労
働
者
運
動
を
行
う
も
の
と

が
明
確
に
分
離
さ
れ
、
そ
の
後
の
第
三
共
和
政
初
期
に
は
、
共
済
組
合
主
義
と
労
働
組
合
主
義
と
の
間
の
分
離
は
決
定
的
な
も
の
と
な
る

（
註
21
も
参
照32

））。

⑷

第
三
共
和
政
下
に
お
い
て
、
共
済
は
、
社
会
経
済
学
等
の
思
想
的
支
え
を
背
景
と
し
て33

）、
さ
ら
な
る
発
展
を
遂
げ
る
。
一
八
九
八
年
の

四
月
一
日
法
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た
「
共
済
憲
章
（ch

a
rte d

e la m
u
tu
a
lite

）」
は
、
ル
・
シ
ャ
プ
リ
エ
法
か
ら
一
〇
〇
年
近
く
の
時
を

経
て
、
は
じ
め
て
、
共
済
の
自
由
な
法
的
地
位
を
正
面
か
ら
認
め
る
に
至
っ
た34

）。
こ
の
法
律
は
、
第
二
帝
政
期
の
立
法
と
比
べ
て
国
の
規
制

を
大
幅
に
緩
和
し
、
共
済
の
領
域
を
拡
大
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
以
降
、
共
済
は
政
府
の
継
続
的
で
強
固
な
支
え
を
得
な
が
ら
、
医
療
保

険
制
度
と
し
て
の
役
割
を
強
め
て
い
く35

）。

一
九
〇
二
年
に
は
、
現
在
も
こ
の
分
野
で
重
要
な
役
割
を
担
う
フ
ラ
ン
ス
共
済
全
国
連
盟
（F

N
M
F

）
が
創
設
さ
れ
、
国
の
医
療
政
策

（77-４- ）691 71
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の
構
築
の
重
要
な
パ
ー
ト
ナ
ー
と
な
っ
た
（
現
在
の
役
割
に
つ
い
て
、
第
一
編
第
一
章
、
第
二
編
第
一
章
を
参
照36

））。
一
九
二
〇
年
代
・
三

〇
年
代
に
も
、
共
済
を
強
化
・
拡
大
す
る
方
向
で
の
法
整
備
が
行
わ
れ
る37

）。
こ
う
し
た
公
式
な
法
的
承
認
を
受
け
て
、
共
済
は
飛
躍
的
に
発

展
し
た
。
一
九
一
三
年
時
点
に
お
い
て
、
共
済
は
約
五
三
〇
万
人
の
加
入
者
を
か
ぞ
え
、
こ
の
数
は
一
九
三
〇
年
に
は
さ
ら
に
約
八
二
〇
万

人
へ
と
拡
大
す
る
。

な
お
、
こ
の
共
済
組
合
憲
章
の
時
代
を
よ
り
よ
く
理
解
す
る
た
め
に
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
ほ
ぼ
同
時
期
の
一
八
八
三
年
に
社
会
保
険

制
度
を
導
入
す
る
ビ
ス
マ
ル
ク
立
法
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
こ
と
が
有
益
だ
ろ
う
。
ド
イ
ツ
が
導
入
し
た
こ
の
「
国
家

的
」
モ
デ
ル
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
も
勿
論
知
ら
れ
て
い
た
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
共
和
主
義
者
に
は
好
意
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た38

）。

共
済
の
側
か
ら
し
て
も
、
そ
の
任
意
性
・
自
助
的
な
性
格
が
自
ら
の
活
動
の
中
核
と
い
え
る
価
値
で
あ
り
、
強
制
加
入
の
社
会
保
険
成
立
に

つ
い
て
は
共
済
は
長
い
間
強
い
反
対
勢
力
で
あ
っ
た
（
同
じ
理
由
か
ら
団
体
契
約
へ
の
参
入
も
遅
れ
た39

））。
一
方
で
、
共
済
に
単
な
る
リ
ベ

ラ
リ
ズ
ム
と
も
一
線
を
画
す
性
格
が
明
確
に
期
待
さ
れ
、
当
事
者
に
よ
り
主
張
さ
れ
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
例
え
ば
一
九
世
紀
末
に
は
、

当
時
発
展
し
つ
つ
あ
っ
た
保
険
数
理
の
技
術
を
共
済
に
応
用
す
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
た
が
、
共
済
の
指
導
者
層
は
こ
れ
に
強
く
反
発
し
、
エ

ゴ
イ
ズ
ム
と
私
的
利
益
の
技
術
で
あ
る
保
険
と
、
連
帯
お
よ
び
一
般
利
益
の
技
術
で
あ
る
共
済
の
相
違
を
主
張
し
た40

）。
共
済
は
フ
ラ
ン
ス
に

と
っ
て
、
あ
る
意
味
で
は
「
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
国
家
主
義
（eta

tism
e

）
の
間
の
中
間
的
な
途
」
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う41

）。

⑸

他
方
、
二
〇
世
紀
初
頭
に
な
る
と
、
工
業
化
さ
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
多
く
が
強
制
的
な
社
会
保
障
制
度
の
導
入
を
目
指
す
よ
う
に

な
り
、
第
一
次
大
戦
後
の
フ
ラ
ン
ス
も
こ
の
流
れ
に
従
っ
た
立
法
に
着
手
し
は
じ
め
る42

）。
大
戦
に
よ
り
大
き
な
犠
牲
を
は
ら
っ
た
フ
ラ
ン
ス

に
と
っ
て
、
年
金
や
医
療
保
障
の
必
要
性
は
明
ら
か
で
あ
り
、
ま
た
、
ア
ル
ザ
ス
・
ロ
レ
ー
ヌ
地
方
の
返
還
は
社
会
保
険
の
思
想
を
改
め
て

フ
ラ
ン
ス
に
強
く
印
象
付
け
る
こ
と
に
な
っ
た43

）。

一
九
三
〇
年
に
初
め
て
社
会
保
険
制
度
が
フ
ラ
ン
ス
に
導
入
さ
れ
た
際
に
は44

）、
共
済
は
こ
の
制
度
の
運
営
主
体
と
し
て
の
ほ
ぼ
独
占
的
な

地
位
お
よ
び
こ
の
制
度
を
補
完
す
る
役
割
を
獲
得
し45

）た46
）。

こ
の
社
会
保
険
制
度
は
、
賃
金
が
一
定
水
準
以
下
の
商
工
業
被
用
者
に
つ
い
て
、

（77-４- ）72 692
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金
庫
選
択
の
自
由
を
認
め
つ
つ
も
保
険
加
入
を
義
務
付
け
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
制
度
へ
の
参
加
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
の
下
で
構
築
さ
れ

た
地
域
的
な
共
済
の
組
織
を
根
本
的
に
変
容
さ
せ
た47

）。
ま
た
、
社
会
保
険
制
度
の
運
営
者
と
し
て
の
役
割
は
、
共
済
に
新
た
な
、
そ
し
て
大

規
模
な
財
政
的
基
礎
付
け
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た48

）が49
）、

他
方
で
、
上
述
の
通
り
強
制
加
入
と
い
う
ル
ー
ル
は
従
来
の
共
済
に
と
っ
て
異
質

な
も
の
で
あ
っ
た
し50

）、
社
会
保
険
制
度
運
営
と
い
う
重
い
責
任
は
、
共
済
を
「
手
段
化
」
し
、
そ
の
社
会
性
や
連
帯
と
い
っ
た
中
心
的
な
性

格
を
奪
う
も
の
だ
っ
た
と
評
価
す
る
見
解
も
あ
る51

）。
当
時
の
共
済
は
使
用
者
階
層
に
接
近
し
、
有
力
者
、
良
き
管
理
者
と
し
て
の
性
格
を
強

め
た
と
の
指
摘
も
見
ら
れ
る52

）。
ラ
ロ
ッ
ク
は
一
九
八
〇
年
代
に
第
二
次
大
戦
前
の
共
済
を
振
り
返
り
、
社
会
保
険
制
度
の
中
で
こ
の
組
織
が

停
滞
し
管
領
組
織
化
し
た
と
の
印
象
を
述
べ
て
い
る53

）。

一
九
四
六
年
に
創
設
さ
れ
た
現
代
的
な
社
会
保
障
制
度
は
さ
ら
に
大
き
く
共
済
の
性
格
を
変
化
さ
せ
る
が
、
こ
の
と
き
、
上
記
の
よ
う
な

歴
史
的
な
経
緯
が
そ
の
制
度
設
計
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
（
第
二
編
第
一
章
参
照
）。

第
三
節

保
険
会
社
（so

cietes d
’a
ssu

ra
n
ce

）

⑴

続
い
て
、
民
間
保
険
会
社
の
発
展
の
経
緯
を
、
特
に
本
稿
の
関
心
と
関
わ
る
部
分
に
注
目
し
な
が
ら
検
討
し
て
み
よ
う
。

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
現
代
的
な
保
険
会
社
の
原
型
は
、
共
済
と
同
様
、
一
八
世
紀
頃
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る54

）。
そ
の
背
景
に
は
啓
蒙
期

に
お
け
る
数
学
の
発
展
が
あ
る55

）。
フ
ラ
ン
ス
で
最
初
の
（
生
命
）
保
険
会
社
で
あ
る
ロ
ワ
イ
ヤ
ル
生
命
保
険
会
社
（C

o
m
p
a
g
n
ie
 
ro
y
a
le

 
d
’a
ssu

ra
n
ce su

r la
 
v
ie

）
が
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
の
富
裕
な
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
のC

la
v
iere

ら
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
の
は
、
一
七
八
七
年
の

こ
と
で
あ
る56

）。
当
時
、
生
命
保
険
に
つ
い
て
は
、
と
り
わ
け
カ
ト
リ
ッ
ク
の
価
値
観
か
ら
、
賭
博
的
な
傾
向
が
懸
念
さ
れ
て
い
た
が57

）、

C
la
v
iere

は
、
利
益
追
求
型
の
ビ
ジ
ネ
ス
と
、
公
益
に
資
す
る
ビ
ジ
ネ
ス
と
を
区
別
し
、
王
立
会
社
は
後
者
に
属
す
る
こ
と
、
貧
困
層
を

含
む
一
般
大
衆
に
対
し
て
も
広
く
門
戸
を
開
き
、
彼
ら
を
教
化
（m

o
ra
liser

）
す
る
役
割
を
担
う
こ
と
を
強
調
し
た58

）。C
la
v
iere

の
作
成

に
よ
る
当
会
社
の
案
内
書
は
、
保
険
の
技
術
が
大
衆
に
と
っ
て
い
か
に
有
用
で
、
ま
た
彼
ら
を
貧
困
か
ら
保
護
す
る
か
を
主
張
し59

）、
こ
の
保
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険
が
第
一
に
貧
困
階
級
・
労
働
者
階
級
に
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
貧
し
い
も
の
こ
そ
保
険
に
よ
る
厚
い
保
護
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
を
う
た
う
内
容
の
も
の
で
あ
っ
た60

）。
王
立
会
社
は
、
貯
蓄
と
い
う
習
慣
に
よ
っ
て
貧
困
層
を
含
む
大
衆
を
教
育
・
教
化
す
る
こ
と
を
提

案
す
る
一
方
で
、
一
八
七
八
年
以
降
一
五
年
間
こ
の
分
野
を
独
占
す
る
特
許
を
獲
得
し
て
お
り
、
当
時
、
政
府
と
王
立
会
社
の
間
に
は
需
要

と
供
給
の
関
係
が
存
在
し
た
と
い
え
る61

）。

E
w
a
ld

は
、
上
記
の
王
立
会
社
の
案
内
書
を
、
こ
れ
以
降
登
場
す
る
各
種
の
保
険
的
構
造
を
も
つ
組
織
｜
保
険
会
社
・
社
会
保
険
制
度
・

共
済
｜
に
共
通
す
る
枠
組
の
全
体
像
を
示
す
も
の
と
評
価
し
、
保
険
技
術
と
は
も
と
も
と
社
会
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
一
八
世
紀
に
み
ら
れ

る
初
期
の
保
険
会
社
は
社
会
的
制
度
（in

stitu
tio
n
s so

cia
les

）
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
を
目
指
し
て
い
た
と
指
摘
す
る62

）。
ま
た
、

保
険
と
社
会
保
険
と
は
区
別
さ
れ
て
研
究
対
象
と
な
る
こ
と
が
多
い
も
の
の
、
こ
れ
ら
の
二
つ
の
制
度
は
対
置
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い

と
し
て
、
両
者
が
共
通
の
技
術
を
用
い
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。E

w
a
ld

の
「
保
険
と
し
て
の
社
会
（so

ciete
a
ssu

ra
n
-

cielle

）」
論
に
ど
こ
ま
で
与
す
る
か
は
別
と
し
て63

）、
少
な
く
と
も
こ
の
時
期
、
き
わ
め
て
広
い
意
味
で
の
保
険
の
思
想
を
社
会
問
題
へ
の
対

応
と
し
て
有
用
な
も
の
と
認
め
る
議
論
が
存
在
し
た
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
一
七
九
六
年
に
は
、
廃
疾
者
と
な
っ
た
契
約
者
お
よ
び

七
〇
歳
で
老
衰
状
態
に
陥
る
恐
れ
の
あ
る
人
に
緊
急
の
必
要
を
保
障
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
保
険
会
社
の
設
立
が
計
画
さ
れ
た
と
の
記
録

も
あ
り64

）、
単
に
富
裕
層
の
財
の
保
護
の
み
な
ら
ず
、
困
窮
状
態
に
あ
る
市
民
の
保
護
と
い
う
観
点
か
ら
保
険
を
活
用
し
よ
う
と
す
る
試
み
が

存
在
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
革
命
前
夜
に
お
い
て
、
共
済
と
保
険
会
社
は
い
ず
れ
も
そ
の
有
用
性
を
認
め
ら
れ
る
に
至
る
。
ま
た
、
そ
の
役
割
に
も
、

あ
る
程
度
重
な
る
と
こ
ろ
が
見
ら
れ
る
。

⑵

革
命
後
、
保
険
会
社
は
、
共
済
と
同
様
に
法
的
な
禁
止
の
下
に
お
か
れ
る
。
但
し
そ
の
理
由
は
、
共
済
と
は
異
な
り
、
依
然
と
し
て
投

機
的
な
性
格
に
対
す
る
懸
念
で
あ
っ
た65

）。
一
九
世
紀
の
前
半
、
共
済
が
社
会
問
題
へ
の
対
応
と
し
て
大
き
く
発
展
を
遂
げ
た
の
に
対
し
、
保

険
会
社
の
成
長
は
こ
の
時
期
停
滞
す
る66

）。
保
険
会
社
の
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
イ
メ
ー
ジ
が
解
消
さ
れ
、
フ
ラ
ン
ス
で
保
険
会
社
が
大
衆
化
さ
れ
る
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の
は
、
保
険
が
公
式
に
政
策
課
題
と
し
て
議
論
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
第
二
帝
政
期
（
一
八
五
二

一
八
七
二
）
で
あ
る
が67

）、
そ
れ
で
も
、
生

命
保
険
に
対
し
て
は
常
に
警
戒
の
目
が
向
け
ら
れ
て
い
た68

）。
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
保
険
会
社
の
発
展
の
停
滞
（
一
九
世
紀
半
ば
に
お

い
て
フ
ラ
ン
ス
に
存
在
し
た
生
命
保
険
会
社
は
四
社
の
み
で
あ
っ
た
）
は
、
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
諸
国
に
お
い
て
当
時
保
険
が
飛
躍
的
成
長

を
遂
げ
て
い
た
こ
と
と
比
較
す
る
と
き
わ
め
て
特
徴
的
と
い
え
る69

）。

な
お
、
革
命
直
後
か
ら
一
九
世
紀
前
半
、
革
命
前
の
王
立
会
社
の
経
験
を
引
き
継
ぎ
、

貯
蓄
金
庫
（ca

isse d
’ep
a
rg
n
e

）」
の
設
立
に

よ
り
保
険
技
術
を
特
に
貧
困
者
の
た
め
に
活
用
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
行
わ
れ
た
。
貯
蓄
金
庫
は
、
貧
困
者
に
よ
る
経
済
的
な
蓄
え
を
奨
励

し
、
貯
蓄
と
い
う
行
為
を
貧
困
層
に
根
付
か
せ
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
っ
た
（
特
別
な
リ
ス
ク
に
対
応
す
る
も
の
で
は
な
く
、
保
険
と
い
う

よ
り
は
文
字
通
り
貯
蓄
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
）。
一
八
一
八
年
に
パ
リ
に
設
立
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
貯
蓄
金
庫
は
、
王
立
会
社

を
除
い
て
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
最
初
の
大
衆
保
険
と
い
え
る
よ
う
な
保
険
で
あ
っ
た
が
、
被
保
険
者
の
貯
蓄
は
き
わ
め
て
長
期
に
わ
た
っ
て

行
わ
れ
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
額
も
最
終
的
に
十
分
な
額
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
経
験
を
ふ
ま
え
て
、
貧
困
な
労
働
者
の
生
活
保
障
の

あ
り
方
と
し
て
、
む
し
ろ
、
前
節
で
述
べ
た
よ
う
な
救
援
金
庫
に
よ
る
医
療
保
険
の
有
用
性
と
必
要
性
が
改
め
て
意
識
さ
れ
る
に
至
る70

）。

⑶

第
三
共
和
政
（
一
八
七
〇

一
九
四
〇
年
）
下
に
お
い
て
、
保
険
会
社
は
労
働
災
害
に
関
心
を
寄
せ
る
よ
う
に
な
り71

）、
一
八
九
八
年
の

労
働
災
害
保
険
法
の
制
定
以
降
、
こ
の
分
野
は
保
険
会
社
の
強
い
独
占
の
下
に
お
か
れ
る
に
至
る72

）。
当
時
の
状
況
を
整
理
す
れ
ば
、
医
療
分

野
に
つ
い
て
は
共
済
、
労
働
災
害
に
つ
い
て
は
保
険
会
社
、
と
い
う
役
割
分
担
が
明
確
化
さ
れ
た
と
い
え
よ
う73

）。
ま
た
、
保
険
会
社
は
、
一

九
三
〇
年
代
以
降
、
医
療
の
分
野
で
も
、
社
会
保
険
に
加
入
し
て
い
な
い
被
用
者
に
つ
い
て
使
用
者
が
加
入
す
る
団
体
保
険
契
約
を
提
供
し

始
め
た74

）。
さ
ら
に
、
新
し
い
社
会
保
険
に
お
け
る
制
度
の
管
理
・
運
営
と
い
う
役
割
が
共
済
の
「
社
会
性
と
連
帯
の
中
心
」
と
し
て
の
歴
史

的
性
格
を
弱
め
た
の
に
伴
っ
て
（
第
一
節
参
照
）、
保
険
会
社
は
、
医
療
の
分
野
に
よ
り
積
極
的
に
参
入
す
る
よ
う
に
も
な
る75

）。

し
か
し
な
が
ら
、
一
九
四
六
年
の
社
会
保
障
制
度
の
創
設
の
際
、
立
法
者
は
社
会
的
リ
ス
ク
の
カ
バ
ー
に
つ
い
て
保
険
会
社
を
排
除
し
た

た
め76

）、
こ
の
分
野
に
お
け
る
保
険
会
社
の
プ
レ
ゼ
ン
ス
は
後
退
し
た77

）。
保
険
会
社
が
こ
の
分
野
に
参
入
す
る
こ
と
が
正
式
に
認
め
ら
れ
る
の
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は
、
第
二
編
で
扱
うE

v
in

法
（
一
九
八
九
年
）
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。

第
四
節

労
使
共
済
制
度
（p

rev
o
y
a
n
ce in

stitu
tio
n
n
elle

）

企
業
の
組
織
す
る
労
使
共
済
制
度
が
登
場
す
る
の
は
、
一
九
世
紀
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
後
、
社
会
問
題
に
対
応
す
る
国
家
的
な
政
策

の
不
在
の
中
、
社
会
の
抱
え
る
ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
と
い
う
意
味
で
、
こ
の
組
織
の
存
在
意
義
は
共
済
と
共
通
し
て
い
る78

）。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
組
織
の
設
立
を
導
い
た
の
は
、
共
済
と
は
異
な
る
理
念
で
あ
っ
た
。
共
済
が
、
相
互
扶
助
の
性
格
を
有
し
、
自
治
的

な
運
営
に
よ
る
活
動
で
あ
る
の
に
対
し
、
企
業
の
労
使
共
済
制
度
は
、
経
営
者
・
使
用
者
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
に
よ
っ
て
う
ま
れ
た
も
の
で

あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
時
期
に
発
生
し
た
、
労
使
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
前
提
と
し
た
家
父
長
的
な
企
業
内
福
祉
の
思
想

（

79
）

p
a
tro
n
a
g
e

）
や
使
用
者
に
よ
る
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
哲
学
と
強
く
結
び
つ
い
て
い
た
の
で
あ
る80

）。

歴
史
的
に
は
、
こ
の
組
織
は
主
と
し
て
い
わ
ゆ
る
「
長
期
共
済
（p

rev
o
y
a
n
ce lo

u
rd
e

）」
と
呼
ば
れ
る
分
野
、
す
な
わ
ち
被
用
者
の
賃

金
を
代
替
す
る
よ
う
な
給
付
（
休
業
補
償
、
恩
給
（ren

te

）、
出
資
（ca

p
ita
l

））
の
分
野
に
参
入
し
て
き
た
。
そ
の
た
め
、
医
療
の
分
野

に
お
け
る
こ
の
組
織
の
重
要
性
は
共
済
に
比
較
し
て
相
対
的
に
小
さ
か
っ
た81

）。
一
九
四
五
年
に
社
会
保
障
制
度
が
創
設
さ
れ
た
際
に
は
、
強

制
加
入
の
社
会
保
障
制
度
を
補
足
す
る
組
織
と
し
て
こ
の
労
使
共
済
制
度
が
重
視
さ
れ
た
が
、
実
際
に
こ
の
組
織
が
医
療
の
分
野
に
大
規
模

に
参
入
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
少
し
後
の
一
九
六
〇
年
代
以
降
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
活
動
の
中
心
は
長
い
間
補
足
年
金
給
付
に
お
か
れ

て
き
た82

）。

労
使
共
済
制
度
は
、
上
述
の
通
り
、
も
と
も
と
、
企
業
内
福
祉
の
思
想
に
結
び
つ
い
た
、
使
用
者
の
一
方
的
な
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
基
礎
と

し
た
組
織
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
九
四
六
年
に
制
定
さ
れ
た
社
会
保
障
法
典
の
第
四
条
は
、
こ
の
タ
イ
プ
の
組
織
の
「
同
数
代
表

的
な
（p

a
rita

ire

）」
性
格
を
強
調
し
て
お
り83

）、
現
在
の
制
度
の
姿
を
歴
史
的
に
ど
う
位
置
づ
け
る
べ
き
な
の
か
が
明
ら
か
で
な
い
と
こ
ろ

が
あ
る84

）。
な
お
、
こ
の
よ
う
な
労
使
自
治
的
な
性
格
は
、
既
に
本
編
第
一
章
で
指
摘
し
た
通
り
、
現
在
に
お
い
て
も
、
法
律
上
こ
の
組
織
の
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定
義
の
中
心
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
（
社
会
保
障
法
典
Ｌ

.

九
三
一
｜
一
条
）。

第
五
節

第
二
章
の
ま
と
め

本
章
に
お
い
て
は
、
現
在
に
至
る
ま
で
補
足
的
医
療
保
険
の
分
野
で
活
動
を
展
開
す
る
三
つ
の
主
体
に
つ
い
て
、
そ
の
発
展
の
歴
史
を
分

析
し
た
。
革
命
後
、
中
間
団
体
の
不
在
と
実
際
上
の
社
会
連
帯
の
必
要
性
と
い
う
大
き
な
共
通
の
文
脈
の
中
で
、
各
種
の
組
織
が
そ
れ
ぞ
れ

に
異
な
る
理
念
を
掲
げ
、
異
な
る
経
緯
を
辿
っ
て
、
発
展
し
て
き
た
こ
と
が
興
味
深
い
。
以
下
、
特
に
共
済
と
私
保
険
に
つ
い
て
、
重
要
な

点
を
改
め
て
挙
げ
て
お
く
。

ま
ず
、
本
章
の
検
討
に
お
い
て
最
も
重
要
な
意
味
を
も
つ
共
済
は
、
法
律
に
よ
る
禁
止
の
下
に
お
か
れ
て
い
た
時
期
を
含
め
て
、
革
命
後

〜
二
〇
世
紀
初
頭
に
至
る
ま
で
の
き
わ
め
て
長
い
間
、
医
療
の
分
野
で
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
強
制

加
入
の
社
会
保
障
制
度
が
創
設
さ
れ
る
以
前
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
医
療
リ
ス
ク
の
社
会
的
な
カ
バ
ー
は
、
主
と
し
て
共
済
に
よ
っ
て
担
わ

れ
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
活
動
に
対
し
、
政
府
も
、
禁
止
・
黙
認
の
時
代
を
経
て
、
少
し
ず
つ
承
認
と
介
入
へ
と
態
度

を
変
更
し
て
い
っ
た
。
そ
の
際
、
拠
出
を
通
じ
た
自
助
努
力
と
い
う
形
式
が
労
働
者
に
対
す
る
道
徳
的
・
規
範
的
教
育
に
貢
献
で
き
る
と
考

え
ら
れ
た
こ
と
、
貯
蓄
と
異
な
り
比
較
的
小
規
模
な
団
体
を
通
じ
て
拠
出
の
初
期
か
ら
給
付
が
行
え
る
点
が
、
こ
の
組
織
の
強
み
と
評
価
さ

れ
た
。
ま
た
、
活
動
内
容
の
面
で
は
、
そ
の
発
展
の
歴
史
を
通
じ
て
、
常
に
、
医
療
費
の
カ
バ
ー
や
現
物
給
付
に
限
ら
な
い
多
様
な
活
動

（
予
防
や
医
師
・
患
者
関
係
の
調
整
な
ど
）
に
関
与
し
て
い
る
こ
と
も
、
こ
の
組
織
の
特
徴
で
あ
る85

）。

共
済
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
三
つ
の
点
で
の
「
独
立
」
が
、
そ
の
発
展
の
経
緯
を
大
き
く
特
徴
付
け
て
い
る
。
一
つ
目
の
「
独
立
」
は
、

国
家
と
の
関
係
で
の
独
立
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
共
済
は
、
上
記
の
よ
う
に
政
府
に
よ
っ
て
比
較
的
好
意
的
な
評
価
を
受
け
、
時
に
は
政
府

の
積
極
的
な
支
援
・
介
入
を
受
け
、
社
会
保
険
制
度
へ
の
関
与
な
ど
も
行
い
つ
つ
、
常
に
任
意
加
入
・
自
主
的
な
連
帯
と
い
う
価
値
を
掲
げ

て
、
完
全
に
国
家
的
な
制
度
の
中
に
取
り
込
ま
れ
る
こ
と
も
な
く
、
独
自
の
立
場
を
維
持
し
た
。

（77-４- ）697 77

フランスの補足的医療保険（一）（笠木）



二
つ
め
は
、
労
働
者
運
動
か
ら
の
「
独
立
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ル
・
シ
ャ
プ
リ
エ
法
と
の
関
係
で
は
、
同
法
の
適
用
に
際
し
て
労
働

組
合
活
動
が
特
に
注
目
さ
れ
、
厳
格
に
規
制
さ
れ
た
こ
と
が
、
労
働
者
運
動
お
よ
び
階
級
闘
争
と
距
離
を
お
い
た
共
済
に
と
っ
て
は
結
果
的

に
有
利
に
働
き
、
こ
れ
に
よ
り
共
済
の
独
立
性
が
一
層
強
め
ら
れ
た86

）。

そ
し
て
最
後
に
、
私
保
険
か
ら
の
「
独
立
」
で
あ
る
。
同
時
期
に
存
在
し
た
私
保
険
は
、
投
機
的
な
性
格
に
対
す
る
懸
念
か
ら
大
き
な
発

展
を
遂
げ
ず
、
こ
の
よ
う
に
疑
い
の
目
を
向
け
ら
れ
る
私
保
険
と
距
離
を
置
き
、
自
由
市
場
と
は
異
な
る
連
帯
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
・
独
立
と

い
っ
た
価
値
を
掲
げ
た
こ
と
で
、
共
済
は
私
保
険
市
場
と
同
化
す
る
こ
と
な
く
生
き
残
っ
た87

）。

但
し
、
私
保
険
と
の
関
係
で
は
、
私
保
険
の
登
場
と
共
に
発
展
を
遂
げ
た
保
険
計
算
の
技
術
が
共
済
に
も
利
用
さ
れ
た
こ
と
も
指
摘
し
て

お
く
べ
き
だ
ろ
う
。
共
済
は
、
こ
う
し
た
現
代
的
技
術
に
対
し
て
は
常
に
懐
疑
的
態
度
を
取
っ
て
お
り88

）、
当
初
は
保
険
計
算
の
技
術
の
導
入

に
対
し
て
も
消
極
的
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
徐
々
に
、
保
険
技
術
は
共
済
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
手
段
で
あ
る
と
の
考

え
に
立
っ
て
、
当
時
発
展
し
つ
つ
あ
っ
た
保
険
計
算
の
技
術
を
相
当
程
度
そ
の
活
動
に
応
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
共
済
の

活
動
と
収
益
の
均
衡
を
保
つ
た
め
に
大
い
に
役
立
ち
、
結
果
と
し
て
む
し
ろ
共
済
の
独
立
性
に
資
す
る
要
素
と
な
っ
た89

）。

こ
の
よ
う
に
、
国
家
と
も
労
働
組
合
と
も
私
保
険
と
も
一
定
の
距
離
を
お
い
て
独
自
の
途
を
歩
み
、
二
〇
世
紀
初
頭
に
は
社
会
保
険
制
度

の
運
営
を
担
う
こ
と
に
な
る
共
済
は
、
歴
史
的
に
み
て
、
社
会
扶
助
（a

ssita
n
ce

）、
私
保
険
と
社
会
保
険
と
を
つ
な
ぐ
も
の
と
し
て
重
要

な
機
能
を
担
っ
て
き
た
と
評
価
さ
れ
て
い
る90

）。

次
に
、
私
保
険
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
（
共
済
に
つ
い
て
述
べ
た
こ
と
の
繰
り
返
し
に
な
る
が
）、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
私
保
険
に
対
し

常
に
警
戒
の
目
が
向
け
ら
れ
、
そ
の
発
展
が
遅
れ
た
こ
と
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
保
険
の
歴
史
の
み
な
ら
ず
、
共
済
の
歴
史
も
含
め
て
広
く
関
連

制
度
の
全
体
像
を
理
解
す
る
上
で
重
要
で
あ
ろ
う
。

他
方
、
保
険
技
術
が
誕
生
し
て
間
も
な
い
一
八
世
紀
に
お
い
て
は
、
保
険
会
社
に
対
し
て
、
貧
困
者
を
保
護
す
る
（
と
共
に
教
化
す
る
）

社
会
的
制
度
と
し
て
の
役
割
も
期
待
さ
れ
て
い
た
点
も
重
要
で
あ
る
。
そ
の
創
成
期
に
お
い
て
、
保
険
は
商
人
や
裕
福
な
市
民
の
た
め
だ
け

（77-４- ）78 698
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の
技
術
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
貧
困
者
を
も
カ
バ
ー
し
、
社
会
的
リ
ス
ク
を
分
散
す
る
と
い
う
意
味
で
、
共
済
（
そ
し
て
そ
の
延

長
に
あ
る
社
会
保
険
）
と
私
保
険
は
、
当
初
、
必
ず
し
も
相
反
す
る
価
値
を
掲
げ
る
組
織
と
は
と
ら
え
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
評
価
し
て
よ

い
だ
ろ
う
。
上
述
の
よ
う
にE

w
a
ld

は
保
険
技
術
と
社
会
保
障
制
度
と
が
思
想
を
共
有
す
る
と
の
見
方
を
強
調
し
て
お
り
、
社
会
保
険
は

歴
史
的
に
私
保
険
の
改
革
の
中
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
と
述
べ
て
い
る91

）。
共
済
の
発
展
の
歴
史
と
私
保
険
と
の
関
係
で
の
そ
の
特
殊
性
を
ふ
ま

え
れ
ば
、
こ
う
し
た
議
論
は
や
や
一
面
的
と
も
思
え
る
（E

w
a
ld

は
労
災
保
険
の
発
展
に
検
討
の
中
心
を
お
い
て
い
る
）
が
、
少
な
く
と

も
両
者
を
歴
史
的
文
脈
に
お
い
て
対
置
す
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
点
に
つ
い
て
さ
ら
に
さ
か
の
ぼ
れ
ば
、
こ
の

よ
う
な
私
保
険
を
め
ぐ
る
議
論
の
背
景
に
は
、
保
険
の
非
道
徳
的
な
性
格
を
懸
念
す
る
上
述
の
よ
う
な
フ
ラ
ン
ス
社
会
の
当
時
の
価
値
観
が

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
他
の
諸
外
国
に
お
け
る
保
険
の
歴
史
や
理
念
に
つ
い
て
検
討
を
し
て
い
な
い
本
稿
で
は
慎
重
な
分
析
に
な
ら
ざ
る

を
え
な
い
も
の
の
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
保
険
技
術
が
社
会
に
お
い
て
有
用
で
あ
る
こ
と
を
、
政
府
や
大
衆
に
向
け
て
説
明
し
説
得
す

る
こ
と
が
常
に
必
要
と
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
事
情
が
、
革
命
前
の
時
代
背
景
と
相
ま
っ
て
、
上
記
の
よ
う
な
保
険
観
の
形
成
を
導
い
た
と

推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
保
障
制
度
の
源
流
が
、
共
済
お
よ
び
私
保
険
と
い
う
、
一
八
世
紀
末
に
は
じ
ま
る
二
つ
の
大
き
な

社
会
的
試
み
に
み
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
あ
る
程
度
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る92

）。
共
済
に
つ
い

て
本
節
で
は
国
家
・
労
働
組
合
・
私
保
険
か
ら
の
「
独
立
」
を
強
調
し
た
が
、
本
章
お
よ
び
本
節
の
検
討
を
改
め
て
全
体
と
し
て
み
れ
ば
、

共
済
は
こ
れ
ら
の
主
体
と
常
に
何
ら
か
の
つ
な
が
り
を
維
持
し
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
り93

）、
と
り
わ
け
国
家
と
の
協
働
、
上
述
の
よ
う
な

私
保
険
と
の
理
論
的
・
思
想
的
連
関
が
注
目
に
値
す
る
。
共
済
・
国
家
・
私
保
険
の
こ
の
よ
う
な
連
続
的
で
動
的
な
関
係
が
、
戦
後
の
社
会

保
障
制
度
の
姿
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

１
）

但
し
、
補
足
的
医
療
保
険
お
よ
び
こ
の
分
野
で
活
動
す
る
各
種
の
組
織
に
つ
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
も
、
そ
の
発
展
の
歴
史
的
経
緯
が
十
分

（77-４- ）699 79
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に
研
究
さ
れ
た
と
は
い
え
な
い
状
況
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
戦
後
の
社
会
保
障
制
度
創
設
期
も
含
め
、
歴
史
的
な
検
討
に
つ
い
て
は
、
限
ら
れ
た
文
献
の

中
で
可
能
な
分
析
を
行
う
に
留
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
、
と
り
わ
け
共
済
組
合
の
歴
史
は
、
本
来
で
あ
れ
ば
地
域
や
職
種
に
よ
っ
て
も
状
況
が
大
き
く
異

な
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、
上
記
の
よ
う
な
事
情
も
一
つ
の
理
由
と
な
っ
て
、
本
稿
で
は
そ
う
し
た
精
密
な
検
討
を
す
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

２
）

伊
奈
川
秀
和
『
フ
ラ
ン
ス
社
会
保
障
法
の
権
利
構
造
』

信
山
社
、
二
〇
一
〇
年
一
〇
月
）
四
一
八
頁
以
下
。

３
）

T
o
u
ca
s-T

ru
y
en
(P
.),
H
istoire d

e la m
u
tu
alite

et d
es assu

ran
ces,

L
’actu

alite
d
’u
n ch

oix
,
S
y
ro
s,
M
u
tu
a
lite

fra
n
ça
ise,

1998,
p
.

13 et c.

４
）

S
a
in
t-Jo

u
rs
(Y
.),
D
rey

fu
s
(M
.),
D
u
ra
n
d
(D
.),
T
raite

d
e secu

rite
sociale,

T
om
e V

 
L
a m

u
tu
alite

,
L
.G
.D
.J.,

1990,
p
.
11.

５
）

T
o
u
ca
s-T

ru
y
en

(P
.),
o
p
.
cit.,

p
.
20.

６
）

Ibid
.

７
）

G
ib
a
u
d
(B
.),
L
a
 
m
u
tu
a
lite

fra
n
ça
ise en

tre É
ta
t et m

a
rch

e,
n
a
issa

n
ce d

’u
n
e id

en
tite

(1850
1914),

M
IR
E
,
C
om
parer

 
les

 
system

es d
e P

rotection
 
S
ociale en

 
E
u
rope,

V
.
1
,
p
.
194.

８
）

S
a
in
t-Jo

u
rs
(Y
.)
et a

l.
o
p
.
cit.,

p
p
.
21 et 22.

９
）

S
a
in
t-Jo

u
rs
(Y
.)
et a

l.
o
p
.
cit.,

p
p
.
157 et 158.

10
）

K
essler

(F
.),
D
roit d

e la protection
 
sociale,

3
ed
itio

n
,
D
a
llo
z,
2009,

p
.
36,

T
o
u
ca
s-T

ru
y
en

(P
.),
o
p
.
cit.,

p
.
23.

11
）

Ibid
.

12
）

T
o
u
ca
s-T

ru
y
en

(P
.),
o
p
.
cit.,

p
.
23.

当
時
の
フ
ラ
ン
ス
知
識
人
に
よ
る
「
社
会
問
題
」
に
関
す
る
議
論
に
つ
い
て
は
、
田
中
拓
道
『
貧
困
と

共
和
国

社
会
的
連
帯
の
誕
生
』

人
文
書
院
、
二
〇
〇
六
）
を
参
照
。
共
済
と
の
関
係
で
は
特
に
一
二
四

一
二
七
頁
、
二
〇
八

二
一
二
頁
を
参
照
。

13
）

E
w
a
ld
(F
.),
L
’É
tat provid

en
ce
,
1986,

p
.
206.

14
）

共
済
を
、
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
期
に
端
を
発
す
る
慈
善
や
扶
助
（a

ssista
n
ce

）
と
対
置
し
、
連
帯
や
相
互
扶
助
と
い
っ
た
理
念
に
依
拠
し
た

自
発
的
な
政
治
哲
学
を
体
現
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
文
献
と
し
て
、Jo

u
rd
a
in
-M
en
n
in
g
er
(D
.),
L
e C

o
n
tro
le d

es m
u
tu
elles,

R
evu

e F
ran

çaise
 

d
e fin

an
ces pu

blic
,
56,

1996,

15
）

ナ
ポ
レ
オ
ン
・
ボ
ナ
パ
ル
ト
が
一
八
〇
二
年
に
「
パ
リ
博
愛
団
体
（S

o
ciete

p
h
ila
n
th
ro
p
iq
u
e d
e P

a
ris

）
を
承
認
し
た
こ
と
は
そ
の
一
つ
の
典

型
例
と
い
え
る
。T

o
u
ca
s-T

ru
y
en

(P
.),
o
p
.
cit.,

p
.
23.

16
）

他
方
、
一
八
三
〇
年
か
ら
一
八
四
八
年
に
か
け
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
労
働
運
動
の
大
き
な
発
展
期
で
あ
る
と
も
さ
れ
て
い
る
。
田
端
博
邦
「
フ
ラ
ン

ス
に
お
け
る
「
労
働
の
自
由
」
と
団
結
」
高
柳
信
一
・
藤
田
勇
編
『
資
本
主
義
法
の
形
成
と
展
開
』
二
（
東
京
大
学
出
版
会
・
一
九
七
二
年
）
一
六
一
・
一

六
二
頁
参
照
。

（77-４- ）80 700
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17
）

時
代
背
景
に
つ
い
て
は
、S

a
in
t-Jo

u
rs
(Y
.)
et a

l.
o
p
.
cit.,

p
p
.
45 et s.

18
）

S
a
in
t-Jo

u
rs
(Y
.),
o
p
.
cit.,

p
.
45.

et s.

19
）

G
ib
a
u
d
(B
.),
M
IR
E
,
o
p
.
cit.,

p
.
193.

当
時
の
共
済
の
発
展
の
歴
史
と
そ
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
水
町
勇
一
郎
『
労
働
社
会
の
変
容
と
再
生

｜
フ
ラ
ン
ス
労
働
法
制
の
歴
史
と
理
論
』

有
斐
閣
、
二
〇
〇
一
）
四
六
頁
以
下
、
六
四

六
六
頁
も
参
照
。

20
）

G
ib
a
u
d
(B
.),
D
e la m

u
tu
alite

a
la secu

rite
sociale,

con
flits et con

vergen
ces
,
les ed

itio
n
s o
u
v
rieres,

1986,
p
.
27,

S
a
in
t-Jo

u
rs

(Y
.)
et a

l.
o
p
.
cit.,

p
.
44.

21
）

こ
の
よ
う
に
共
済
が
少
し
ず
つ
公
的
に
認
め
ら
れ
て
い
く
一
方
で
、
労
働
運
動
は
強
く
規
制
さ
れ
て
お
り
、
一
八
五
〇
年
代
初
頭
に
は
、
共
済
の
形

式
を
隠
れ
蓑
と
し
た
労
働
者
組
合
活
動
が
規
制
さ
れ
、
解
散
さ
せ
ら
れ
る
動
き
も
あ
る
（
一
九
世
紀
前
半
に
い
わ
ゆ
る
「
労
働
運
動
」
が
相
互
扶
助
組
合

（so
cietes d

e seco
u
rsm

u
tu
els

）
の
形
を
取
る
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
田
端
・
前
掲

15
）註
論
文
一
六
〇
頁
）。
こ
の
時
期
、
単
一
の
職
種

で
は
な
く
複
数
の
職
種
に
わ
た
る
、
特
に
地
域
的
な
共
済
が
強
く
奨
励
さ
れ
た
。
労
働
者
組
合
が
階
級
間
の
対
立
を
強
め
る
の
に
対
し
、
共
済
は
異
な
る

階
級
を
結
び
つ
け
る
役
割
を
果
た
し
う
る
と
見
ら
れ
て
い
た
。
本
稿
で
は
詳
細
に
立
ち
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
歴
史
的
に
は
、
労
働
運
動
と
共
済
と

の
関
係
も
き
わ
め
て
重
要
な
論
点
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
二
つ
の
活
動
は
密
接
な
関
連
を
も
っ
て
誕
生
・
展
開
し
、
一
八
七
〇
年
代
末
に
は
両
者
は
明
確
に

区
別
さ
れ
る
に
至
る
も
の
の
、
そ
の
後
も
協
調
関
係
に
あ
っ
た
。G

ib
a
u
d
(B
.),
o
p
.
cit.,

p
p
.
32,

33,
38 et s.

社
会
保
障
制
度
と
の
関
係
で
は
、
第

二
次
大
戦
前
の
段
階
で
は
、
労
働
組
合
運
動
は
政
治
的
に
分
極
化
し
や
す
く
、
政
策
形
成
に
対
し
て
安
定
的
な
関
与
を
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
こ
の

こ
と
が
、
共
済
が
相
対
的
に
安
定
し
た
勢
力
と
し
て
成
長
し
影
響
力
を
強
め
た
こ
と
の
背
景
と
な
っ
て
い
た
。
廣
澤
孝
之
「
フ
ラ
ン
ス
第
三
共
和
政
期
に

お
け
る
共
済
組
合
運
動
の
展
開
」
松
山
大
学
論
集
一
七
巻
五
号
（
二
〇
〇
五
）
二
七
二
頁
。

22
）

そ
の
ほ
か
に
、
許
可
組
合
（so

ciete
a
u
to
risee

）、
公
益
的
組
合
（so

ciete
reco

n
n
u
e d
’u
tilite

p
u
b
liq
u
e

）
が
存
在
し
た
。G

ib
a
u
t
(B
.),
o
p
.

cit,
p
p
.
30 et 31.

23
）

S
a
in
t-Jo

u
rs
(Y
.)
et a

l.
o
p
.
cit.,

p
p
.
48 et 49.

24
）

Ibid
.

25
）

S
a
in
t-Jo

u
rs
(Y
.)
et a

l.
o
p
.
cit.,

p
.
50.

26
）

S
a
in
t-Jo

u
rs
(Y
.)
et a

l.
o
p
.
cit.,

p
.
52.

27
）

G
ib
a
u
t
(B
.),
o
p
.
cit,

p
p
.

二
八

et 29.

28
）

G
ib
a
u
t
(B
.),
o
p
.
cit.,

p
.
48,

T
o
u
ca
s-T

ru
y
en

(P
.),
o
p
.
cit.,

p
.
48.

V
.

ま
た
、L

y
o
n
-C
a
en

(G
.),
L
a prevoyan

ce
,
D
a
llo
z,
1994,

p
.

2

も
参
照
。
一
九
三
〇
年
代
以
降
、
救
援
金
庫
の
管
轄
を
医
療
の
領
域
に
限
定
し
つ
つ
、
こ
の
組
織
が
行
う
共
済
の
利
点
を
活
用
し
よ
う
と
す
る
議
論
が

活
発
に
展
開
さ
れ
た
。E

w
a
ld
(F
.),
o
p
.
cit.,

p
p
.
207,

208.

一
方
、
第
三
共
和
政
下
で
保
険
会
社
が
影
響
力
を
強
め
つ
つ
あ
っ
た
労
災
保
険
分
野
に

（77-４- ）701 81
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つ
い
て
は
、
任
意
加
入
（
従
っ
て
個
人
加
入
）
が
原
則
で
あ
っ
た
共
済
の
活
動
の
性
格
と
調
和
せ
ず
、
共
済
の
参
入
は
進
展
し
な
か
っ
た
。G

ib
a
u
d

(B
.),
o
p
.
cit.,

p
.
195.

29
）

G
ib
a
u
d
(B
.),
o
p
.
cit.,

M
IR
E
,
p
.
194.

30
）

以
上
、G

ib
a
u
d
(B
.),
o
p
.
cit.,

p
p
.
47

49.

共
済
と
医
師
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、G

ib
a
u
d
(B
.),
o
p
.
cit.

M
IR
E
,
p
.
208

も
参
照
。
共
済
の
、

患
者
の
返
済
能
力
を
保
障
し
、
詐
欺
的
な
医
師
を
排
除
し
、
予
防
的
な
活
動
に
よ
っ
て
外
来
医
の
活
動
を
助
け
る
と
い
っ
た
面
は
、
自
由
医
に
と
っ
て
は

有
用
な
も
の
で
も
あ
っ
た
。
同
論
文
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
自
由
医
が
き
わ
め
て
深
く
定
着
し
て
い
る
の
は
、
医
師
団
体
に
よ
っ
て
歴
史
的
に
脅
威

と
捉
え
ら
れ
て
い
た
共
済
の
活
動
の
副
次
的
効
果
で
あ
る
と
の
仮
説
も
提
示
さ
れ
て
い
る
。

31
）

こ
の
よ
う
に
異
な
る
階
級
を
結
び
つ
け
る
こ
と
が
、
ま
さ
に
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
の
目
的
で
あ
っ
た
。S

a
in
t-Jo

u
rs
(Y
.)
et a

l.
o
p
.
cit.,

p
.
50.

32
）

G
ib
a
u
d
(B
.),
o
p
.
cit.,

M
IR
E
,
p
p
.
194 et 196,

206 et 207,
G
ib
a
u
d
(B
.),
o
p
.
cit.,

p
.
33,

廣
澤
・
前
掲
註

20
）二
八
五
頁
。

33
）

当
時
の
思
想
的
背
景
に
つ
い
て
は
、
田
中
・
前
掲
註

11
）二
三
二
、
二
三
三
頁
、S

a
in
t-Jo

u
rs
(Y
.)
et a

l.
o
p
.cit.,

p
p
.
76 et 77,

79 et s.

第
三

共
和
政
初
期
に
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
の
強
い
影
響
力
の
下
で
構
築
さ
れ
た
共
済
に
対
し
て
は
警
戒
の
目
が
向
け
ら
れ
た
。S

a
in
t-Jo

u
rs

(Y
.)
et
 
a
l.

o
p
.
cit.,

p
.
162.

34
）

と
り
わ
け
、
設
立
宣
言
の
み
に
よ
る
自
由
な
組
合
設
立
を
み
と
め
た
点
は
ル
・
シ
ャ
プ
リ
エ
法
と
比
較
し
て
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
承
認
組
合
に
つ

い
て
も
、
そ
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
従
来
に
比
し
て
格
段
に
弱
い
も
の
と
さ
れ
た
。G

ib
a
u
d
(B
.),
o
p
.
cit.,

p
.
66.

35
）

E
w
a
ld
(F
.),
o
p
.
cit.,

p
.
208.

36
）

T
o
u
ca
s-T

ru
y
en

(P
.),
o
p
.
cit.,

p
.
58.

37
）

S
a
in
t-Jo

u
rs
(Y
.)
et a

l.
o
p
.
cit.,

p
.
162.

38
）

G
ib
a
u
d
(B
.),
o
p
.cit.,

p
.
57,

G
ib
a
u
d
(B
.),
M
IR
E
,
p
p
.
202 et 203,

T
o
u
ca
s-T

ru
y
en

(P
.),
o
p
.cit.,

p
.
57.

39
）

国
民
も
、
全
面
的
・
画
一
的
な
国
家
管
理
に
は
根
強
い
不
安
感
を
も
っ
て
い
た
一
方
、
共
済
に
対
し
て
は
一
定
の
信
頼
を
有
し
て
い
た
。
廣
澤
・
前
掲

註

20
）二
七
二
頁
。

40
）

G
ib
a
u
d
(B
.),
M
IR
E
,
p
p
.
197 et s.

41
）

G
ib
a
u
d
(B
.),
o
p
.cit.,

p
.
57,

T
o
u
ca
s-T

ru
y
en
(P
.),
o
p
.cit.,

p
.
57.

フ
ラ
ン
ス
の
選
択
を
む
し
ろ
純
然
な
る
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
評
価
す
る
見
解

と
し
て
、L

y
o
n
-C
a
en

(G
.),
o
p
.
cit.,

p
.
3.

42
）

第
三
共
和
政
期
の
共
済
と
、
こ
の
組
織
が
社
会
保
障
制
度
創
設
の
経
緯
に
及
ぼ
し
た
影
響
に
つ
い
て
は
、
廣
澤
・
前
掲
註

21
）二
九
〇
頁
以
下
が
詳

細
に
検
討
し
て
い
る
。

43
）

S
a
in
t-Jo

u
rs
(Y
.)
et a

l.
o
p
.
cit.,

p
p
.
94

96.

（77-４- ）82 702
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44
）

一
九
三
〇
年
四
月
五
日
法
律
に
よ
る
。
そ
の
後
、
一
九
三
〇
年
四
月
二
六
日
法
律
に
よ
る
修
正
を
受
け
た
。

45
）

G
ib
a
u
d
(B
.),
o
p
.
cit.,

p
.
100.

46
）

但
し
、
廣
澤
・
前
掲
註

20
）論
文
一
八
・
一
九
頁
は
、
実
際
の
運
用
上
は
多
く
の
加
入
者
が
政
府
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
県
金
庫
に
集
ま
り
、
こ
の
経

験
に
よ
っ
て
共
済
が
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
社
会
保
険
制
度
の
中
心
的
な
担
い
手
に
は
な
り
得
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。

47
）

S
a
in
t-Jo

u
rs
(Y
.)
et a

l.
o
p
.
cit.,

p
.
104.

48
）

G
ib
a
u
d
(B
.),
o
p
.
cit.,

p
p
.
100

102.

49
）

参
照
、E

x
p
o
se d

es m
o
tifs d

e l’o
rd
o
n
n
a
n
ce n

.
45

2456 d
u 19 o

cto
b
re 1945 p

o
rta
n
t sta

tu
t d
e la m

u
tu
a
lite,

J.
O
.,
20 O

cto
b
re

 
1945,

p
.
6731.

50
）

廣
澤
・
前
掲
註

21
）論
文
一
六
頁
。

51
）

T
o
u
ca
s-T

ru
y
en

(P
.),
o
p
.
cit.,

p
p
.
71,

et 103,
S
a
in
t-Jo

u
rs
(Y
.)
et a

l.
o
p
.
cit.,

p
p
.
107 et 108.

52
）

L
a
ro
q
u
e
(M
.),
A
u
b
ry
(É
.),
L
a refo

rm
e d

u C
o
d
e d

e la m
u
tu
a
lite,

D
roit S

ocial,
1986,

p
.355.

53
）

G
ib
a
u
d
(B
.),
o
p
.
cit.,

p
.
104.

54
）

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
レ
ベ
ル
で
は
、
イ
タ
リ
ア
に
お
い
て
一
四
世
紀
頃
か
ら
既
に
現
代
的
な
保
険
の
技
術
が
海
上
貿
易
の
領
域
で
用
い
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、

一
五
世
紀
に
は
ペ
ス
ト
に
対
応
す
る
保
険
が
存
在
し
た
。T

o
u
ca
s-T

ru
y
en

(P
.),
o
p
.
cit.,

p
.
15,

16.

55
）

G
ib
a
u
d
(B
),
o
p
.
cit.,

p
p
.
17 et s.

56
）

な
お
、
同
時
期
の
一
七
八
五
年
に
は
、
最
初
の
火
災
保
険
会
社
が
パ
リ
に
設
立
さ
れ
た
。
い
ず
れ
の
会
社
も
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
時
に
廃
止
さ
れ
て
い

る
（
一
七
九
三
年
）。M

illo
t
(R
),
W
a
tern

a
u
x
(A
.
R
.),
A
ssu

ra
n
ce d

e sa
n
te
:
a
cteu

rs et g
a
ra
n
ties 2

ed
itio

n
,
l’a
rg
u
s,
2006,

p
.
112.

C
la
v
iere

お
よ
び
そ
の
協
力
者
、
王
立
会
社
の
設
立
の
経
緯
等
、
さ
ら
に
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
保
険
事
業
の
発
展
史
一
般
に
つ
い
て
は
、P

.
J.

リ

シ
ャ
ー
ル
（
著
）
木
村
栄
一
・
大
谷
孝
一
（
共
訳
）『
フ
ラ
ン
ス
保
険
制
度
史
』

明
治
生
命
一
〇
〇
周
年
記
念
刊
行
会
、
一
九
五
八
）
を
参
照
（
王
立
会

社
に
つ
い
て
は
特
に
一
五
頁
以
下
）。
ま
た
、
ル
ソ
ー
の
影
響
を
強
く
受
け
たC

la
v
iere

の
思
想
が
フ
ラ
ン
ス
革
命
史
に
お
い
て
果
た
し
た
役
割
に
着
目

し
た
文
献
と
し
て
、W

h
a
tm
o
re
(R
.),
L
iv
esey

(J.),
É
tien

n
e C

la
v
iere,

Ja
cq
u
es-P

ierre B
risso

t et les fo
n
d
a
tio
n
s in

tellectu
elles d

e la
 

p
o
litiq

u
es d

es g
iro
n
d
in
s,
A
n
n
alesh

istoriqu
es d

e la R
evolu

tion
 
fran

çais
,
n
.
321,

2000,
p
p
.
1 et s.

57
）

C
o
lb
ert

は
一
六
八
一
年
に
生
命
保
険
を
禁
止
し
て
い
る
。T

o
u
ca
s-T

ru
y
en

(P
.),
o
p
.
cit.,

p
.
16.

58
）

W
h
a
tm
o
re
(R
.),
L
iv
esey

(J.),
o
p
.
cit.,

p
p
.
9 et 10.

59
）

リ
シ
ャ
ー
ル
・
前
掲
註

56
）二
〇
頁
・
二
一
頁
。

60
）

E
w
a
ld
(F
.),
L
’É
ta
t p
ro
v
id
en
ce,

1986,
p
.
199.

（77-４- ）703 83
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61
）

E
w
a
ld
(F
.),
o
p
.
cit.,

p
p
.
199,

201,

リ
シ
ャ
ー
ル
・
前
掲
註

56
）書
二
一
頁
。

62
）

E
w
a
ld
(F
.),
o
p
.
cit.,

p
.
195,

198.

63
）

註

56
）に
挙
げ
た
各
種
文
献
か
ら
確
認
で
き
る
よ
う
に
、
王
立
会
社
の
性
格
や
そ
の
主
張
は
、C

la
v
iere

と
い
う
人
物
の
個
性
や
革
命
の
文
脈
に

依
る
と
こ
ろ
も
大
き
い
よ
う
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
保
険
観
に
一
般
化
す
る
こ
と
に
は
一
定
の
留
保
を
付
す
べ
き
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、

保
険
の
発
展
史
に
つ
い
て
は
本
来
イ
タ
リ
ア
を
中
心
と
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
全
体
に
目
配
り
を
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
あ
く
ま
で
フ
ラ
ン

ス
社
会
に
お
け
る
福
祉
国
家
の
成
立
に
注
目
し
、
そ
の
限
り
で
保
険
技
術
に
つ
い
て
議
論
す
るE

w
a
ld

の
著
作
を
参
照
し
て
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
保
険

観
一
般
を
語
る
こ
と
に
も
慎
重
で
あ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
参
照
、B

a
rb
ier

(J.
C
.),
L
a lon

gu
e m

arch
e vers l’E

u
rope sociale

,
p
u
f,
2008,

p
.
28.

な
お
、E

w
a
ld

の
「
保
険
と
し
て
の
社
会
」
と
い
う
議
論
に
つ
い
て
は
、
田
中
拓
道
「
フ
ラ
ン
ス
福
祉
国
家
論
の
思
想
的
考
察
【

連
帯
」
の
ア
ク
チ
ュ

ア
リ
テ
ィ
】」
社
会
思
想
史
研
究
二
八
号
（
二
〇
〇
四
）
五
七

五
九
頁
、
田
中
・
前
掲
註

12
）一
七
九
頁
・
一
八
〇
頁
を
参
照
。
ま
た
、
あ
く
ま
で
倫
理
的

観
点
か
ら
み
た
共
済
と
保
険
会
社
と
の
相
違
（
後
者
に
は
前
者
と
異
な
り
富
裕
層
の
財
産
を
増
大
さ
せ
、
後
世
に
引
き
継
ぐ
こ
と
を
可
能
に
す
る
と
い
う

役
割
が
あ
る
と
す
る
）
を
強
調
す
る
見
解
と
し
て
、T
o
u
ca
s-T

ru
y
en

(P
.),
o
p
.
cit.,

p
.
20.

64
）

リ
シ
ャ
ー
ル
・
前
掲
註

56
）二
五
頁
。

65
）

T
o
u
ca
s-T

ru
y
en

(P
.),
o
p
.
cit.,

p
.
21.

66
）

Ib
id
.

67
）

T
o
u
ca
s-T

ru
y
en

P
.),
o
p
.
cit.,

p
p
.
30 et 31,

E
w
a
ld
(F
.),
o
p
.
cit.,

p
.
201.

68
）

T
o
u
ca
s-T

ru
y
en

(P
.),
o
p
.
cit.,

p
.
29 et 30,

M
illo

t
(R
),
W
a
tern

a
u
x
(A
.
R
.),
o
p
.
cit.,

p
.
112.

69
）

T
o
u
ca
s-T

ru
y
en

(P
.),
o
p
.
cit.,

p
p
.
24 et 25.

70
）

E
w
a
ld
(F
.),
o
p
.
cit.,

p
p
.
201

208.

71
）

こ
れ
に
先
立
っ
て
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
の
下
、
一
八
六
八
年
に
、
労
災
に
よ
る
被
用
者
の
死
亡
に
着
目
し
た
死
亡
保
険
金
庫
が
創
設
さ
れ
、
救
護
金

庫
の
活
用
が
目
指
さ
れ
た
が
、
失
敗
に
終
わ
っ
た
。
こ
の
空
白
を
埋
め
る
も
の
と
し
て
、
逆
説
的
に
こ
の
時
期
、
保
険
会
社
が
成
長
を
開
始
す
る
こ
と
に

な
る
。
労
災
リ
ス
ク
の
分
野
へ
の
共
済
の
参
入
は
、
従
っ
て
、
保
険
会
社
に
比
べ
て
遅
れ
る
。T

o
u
ca
s-T

ru
y
en

(P
.),
o
p
.
cit.,

p
p
.
30 et 31.

72
）

L
y
o
n
-C
a
en

(G
.),
o
p
.
cit.,

p
p
.
2 et 3,

G
ib
a
u
d
(B
.),
o
p
.
cit.,

M
IR
E
,
p
p
.
194 et 195.

73
）

参
照
、T

o
u
ca
s-T

ru
y
en

(P
.),
o
p
.
cit.,

p
.
61.

非
営
利
組
織
に
運
営
を
委
ね
る
べ
き
で
あ
る
と
の
主
張
（
レ
オ
ン
・
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
他
）
は
、
保

険
業
界
の
圧
力
の
下
で
退
け
ら
れ
た
。G

ib
a
u
d
(B
.),
M
IR
E
,
o
p
.
cit.,

p
.
205.

74
）

K
essler

(F
.),
o
p
.
cit.,

p
.
41.

75
）

T
o
u
ca
s-T

ru
y
en

(P
.),
o
p
.
cit.,

p
p
.
71 et 72.

（77-４- ）84 704
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76
）

L
y
o
n
-C
a
en

(G
.),
o
p
.
cit.,

p
.
3.

77
）

L
y
o
n
-C
a
en

(G
.),
o
p
.
cit.,

p
.
4.

78
）

C
a
stel

(R
.),
L
es m

etam
orph

oses d
e la qu

estion
 
sociale

:
U
n
e ch

ron
iqu
e d

u
 
salariat,

F
a
y
a
rd
,
1995,

p
.
254,

K
essler

(F
.),
o
p
.

cit.,
p
.
38.

79
）

企
業
内
福
祉
の
思
想
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
通
り
現
在
の
労
使
共
済
制
度
と
の
関
係
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
こ
と
か
ら
詳
細
に
は
立
ち
入
ら

な
い
。
詳
細
お
よ
び
こ
の
思
想
と
共
済
に
共
通
し
た
性
格
を
見
出
すC

a
stel

の
分
析
に
つ
い
て
は
水
町
・
前
掲
註

19
）六
五
・
六
六
頁
、C

a
stel

(R
.),o

p
.

cit.,
p
p
.
408 et s.

80
）

D
u
p
ey
ro
u
x
(J.-J.),

o
p
.cit.,

p
.
196,

K
essler

(F
.),
o
p
.
cit.,

p
.
38.

81
）

H
ela
ry
-O
liv
ier

(C
.),
L
a C

M
U
:
im
p
a
ct su

r les m
u
tu
elles et su

r l’o
rg
a
n
isa
tio
n d

e la p
ro
tectio

n so
cia
le en F

ra
n
ce,

D
roit

 
S
ocial,,

2000,
p
.
41.

H
ela
ry
-O
liv
ier

(C
.),
L
es m

u
tu
elles o

n
t-elles en

co
re u

n
e ra

iso
n d

’ex
ister

?,
D
roit S

ocial,
2000,

p
.
882.

労
使

共
済
制
度
が
果
た
し
た
役
割
が
全
く
無
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
と
指
摘
す
る
文
献
と
し
て
、L

y
o
n
-C
a
en

(G
.),
o
p
.
cit.,

p
.
3.

82
）

補
足
医
療
給
付
を
提
供
す
る
た
め
の
、
補
足
年
金
金
庫
か
ら
法
的
に
独
立
し
た
組
織
が
誕
生
す
る
の
は
か
な
り
最
近
に
な
っ
て
か
ら
（
一
九
九
四

年
）
で
あ
る
。L

y
o
n
-C
a
en

(G
.),
o
p
.
cit.,

p
.
4,
M
illo

t
(R
),
W
a
tern

a
u
x
(A
.-R
.),
o
p
.
cit.,

p
p
.
113 et 114.

83
）

A
v
is d

u C
o
n
seil d

’É
ta
t d
u 28 o

cto
b
re 1980,

D
roit S

ocial,
1986.

p
.
280.

L
y
o
n
-C
a
en

(G
.),
o
p
.
cit.,

p
.
20.

84
）

こ
う
し
た
パ
リ
タ
リ
ズ
ム
の
理
念
は
、
第
二
次
大
戦
後
の
フ
ラ
ン
ス
社
会
の
構
築
に
お
け
る
一
つ
の
大
き
な
テ
ー
マ
で
あ
る
。
第
二
編
第
一
章
参
照
。

戦
前
の
企
業
内
福
祉
の
思
想
と
の
関
係
を
特
に
指
摘
せ
ず
に
戦
後
新
た
に
創
設
さ
れ
た
枠
組
と
し
て
整
理
す
る
文
献
も
見
ら
れ
、
第
二
次
大
戦
後
と
そ
れ

以
前
と
で
は
、
上
記
の
よ
う
な
思
想
的
背
景
の
下
で
少
な
く
と
も
組
織
の
性
格
が
大
き
く
変
わ
っ
た
と
理
解
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。M

illo
t

(R
),

W
a
tern

a
u
x
(A
.-R
.),
o
p
.
cit.,

p
.
113 et 114.

85
）

参
照
、
田
中
・
前
掲
註

12
）二
三
二
頁
。

86
）

G
ib
a
u
d
(B
.),
M
IR
E
,
o
p
.
cit.,

p
.
211.

87
）

G
ib
a
u
d
(B
.),
M
IR
E
,
o
p
.
cit.,

p
.
213.

88
）

こ
う
し
た
保
守
的
な
思
想
は
、
正
確
な
計
算
と
民
主
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
結
び
つ
け
た
共
済
の
活
動
の
現
代
化
を
妨
げ
、
結
果
と
し
て
共
済
の
現
代

化
を
道
半
ば
に
留
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。G

ib
a
u
(B
.),
o
p
.
cit.,

p
.
214.

89
）

G
ib
a
u
d
(B
.),
M
IR
E
,
o
p
.
cit.,

p
.
213.

90
）

G
ib
a
u
d
(B
.),
M
IR
E
,
o
p
.
cit.,

p
.
212.

91
）

E
w
a
ld
(F
.),
o
p
.
cit.,

p
.
390.

（77-４- ）705 85
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92
）

S
a
in
t-Jo

u
rs
(Y
.)
et a

l.
o
p
.
cit.,

p
.
23.

93
）

C
a
stel

は
、
国
家
に
よ
り
監
視
さ
れ
、
枠
組
を
与
え
ら
れ
た
中
で
の
任
意
的
な
活
動
と
い
う
活
動
の
二
面
的
な
条
件
が
、
共
済
の
発
展
の
条
件
で

あ
っ
た
が
、
そ
の
発
展
の
経
緯
を
波
乱
の
多
い
も
の
に
し
た
原
因
で
も
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。C

a
stel

(R
.),
o
p
.
cit.,

p
.
405.

第
二
編

補
足
的
医
療
保
険
を
め
ぐ
る
法
制
度
の
展
開
（
一
九
四
六
〜
）

第
一
章

社
会
保
障
制
度
（secu
rite

so
cia
le

）
の
創
設
と
補
足
的
医
療
保
険
の
誕
生

第
一
節

は
じ
め
に

第
一
編
第
二
章
で
検
討
し
た
通
り
、
現
代
的
な
強
制
加
入
の
社
会
保
障
制
度
が
創
設
さ
れ
る
以
前
は
、
医
療
リ
ス
ク
の
カ
バ
ー
は
主
と
し

て
共
済
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
た
。
共
済
を
運
営
主
体
と
し
て
関
与
さ
せ
た
一
九
三
〇
年
の
社
会
保
険
立
法
も
、
こ
う
し
た
歴
史
的
文
脈
を

取
り
込
ん
だ
制
度
設
計
で
あ
り
、
そ
の
延
長
線
上
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
一
九
四
六
年
に
創
設
さ
れ
た
社
会
保
障
制
度
は
、

①
労
使
を
保
険
運
営
の
主
体
と
し
、
②
強
制
加
入
の
社
会
保
険
制
度
を
導
入
す
る
、
と
い
う
二
点
に
お
い
て
、
従
来
の
制
度
と
は
大
き
く
異

な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
強
制
加
入
の
社
会
保
険
制
度
か
ら
事
実
上
排
除
さ
れ
た
共
済
は
、

補
足
的
」
医
療
保
険
を
提
供

す
る
と
い
う
役
割
を
新
た
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
労
使
共
済
制
度
に
つ
い
て
も
、
そ
の
労
使
自
治
的
性
格
が
評
価
さ
れ
、
補

足
的
医
療
保
険
の
提
供
主
体
と
し
て
の
位
置
づ
け
が
与
え
ら
れ
た
。

（77-４- ）86 706
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第
二
節

労
使
に
よ
る
社
会
保
障
金
庫
の
運
営
と
共
済
の
後
退

⑴

第
二
次
大
戦
後
、
社
会
保
障
制
度
の
創
設
に
あ
た
っ
て
は
、
制
度
の
管
理
運
営
を
関
係
当
事
者
自
身
が
担
う
と
い
う
点
が
重
視
さ
れ
た１

）。

こ
う
し
た
議
論
の
背
景
に
は
以
下
の
二
点
の
関
心
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
新
し
い
社
会
保
障
制
度
は
、
戦
前
の
社
会
保
険
制
度
の
単
な
る

延
長
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
社
会
的
・
経
済
的
民
主
主
義
の
導
入
の
た
め
の
一
つ
の
手
段
と
い
う
新
た
な
性
格
を
与
え
ら
れ

る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
点
、
お
よ
び
、
国
家
主
義
・
官
僚
主
義
の
拡
大
を
回
避
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る２

）。

こ
こ
で
、
関
係
当
事
者
に
よ
る
制
度
運
営
と
い
う
思
想
は
、
ま
さ
に
共
済
の
思
想
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
（
第
一
編
第
二
章
参
照３

））。

労
働
者
が
自
ら
の
安
全
を
組
織
す
る
た
め
に
代
表
者
を
通
じ
て
協
働
・
協
力
す
る
と
い
う
基
本
的
な
思
想
お
よ
び
価
値
に
お
い
て
、
戦
後
の

社
会
保
障
制
度
は
共
済
を
継
承
す
る
も
の
と
評
価
さ
れ
う
る
の
で
あ
る４

）。
し
か
し
な
が
ら
、
一
九
四
六
年
に
創
設
さ
れ
た
新
し
い
社
会
保
障

制
度
は
、
共
済
で
は
な
く
、
労
働
組
合
の
代
表
を
中
心
と
す
る
金
庫
の
理
事
会
（co

n
seil d

’a
d
m
in
istra

tio
n

）
に
、
制
度
の
管
理
運
営

の
責
任
を
担
わ
せ
る
こ
と
と
し
た５

）。
農
業
制
度
に
お
い
て
従
来
か
ら
存
在
す
る
共
済
が
存
続
す
る
に
至
っ
た
こ
と６

）（
と
、
第
三
節
以
下
で
取

り
上
げ
る
新
し
い
役
割
）
を
除
け
ば
、
共
済
の
役
割
は
、
一
九
三
〇
年
当
時
に
比
べ
て
、
大
き
く
縮
減
さ
れ
た
と
い
え
よ
う７

）。
以
下
、
こ
う

し
た
制
度
の
転
換
の
背
景
を
探
っ
て
み
よ
う
。

⑵

一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
の
初
頭
に
か
け
て
、
社
会
保
障
制
度
の
管
理
運
営
方
法
に
つ
い
て
は
複
数
の
可
能
性
が
構
想
さ
れ
、
こ
れ

ら
の
異
な
る
主
張
の
間
の
競
争
関
係
は
、
一
八
八
〇
年
以
降
の
共
和
政
形
成
期
に
お
い
て
き
わ
め
て
重
要
な
政
治
的
争
点
で
も
あ
っ
た
。
社

会
主
義
者
は
労
働
者
に
よ
る
管
理
運
営
を
主
張
し
、
保
守
派
お
よ
び
カ
ト
リ
ッ
ク
は
使
用
者
に
よ
る
パ
タ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
制
度
運
営

を
主
張
し
た
が
、
彼
ら
の
政
治
的
影
響
力
は
小
さ
い
も
の
に
留
ま
っ
て
い
た
。
一
方
で
、
国
家
に
よ
る
助
成
を
受
け
た
共
済
に
よ
る
制
度
運

営
は
、
穏
健
派
・
リ
ベ
ラ
ル
の
共
和
主
義
者
に
よ
っ
て
広
く
支
持
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
下
に
お
い
て
、
最
終
的
に
労
使
（
と
り
わ
け
労
働
者
代
表
）
に
よ
る
制
度
の
管
理
と
い
う
制
度
が
成
立
し
た８

）背
景
に
は
、

以
下
の
よ
う
な
事
情
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
ず
、
関
係
当
事
者
に
よ
る
制
度
運
営
と
い
う
制
度
設
計
の
背
景
に
は
、
左
派
勢
力
の
伸
長

（77-４- ）707 87

フランスの補足的医療保険（一）（笠木）



と
労
働
組
合
の
影
響
力
の
増
加
と
い
う
社
会
の
趨
勢
の
中
で
の
新
た
な
社
会
民
主
主
義
の
導
入
と
い
う
、
よ
り
大
き
な
価
値
が
掲
げ
ら
れ
て

い
た
点
で
あ
る９

）。
こ
の
意
味
で
、
新
た
な
社
会
保
障
制
度
の
創
設
は
、
企
業
委
員
会
（co

m
ite

d
’en
trep

rise

）
や
国
営
企
業
の
管
理
運
営

へ
の
労
働
者
組
織
の
参
加
と
い
っ
た
一
連
の
試
み
の
一
つ
と
し
て
理
解
さ
れ
う
る10

）。
ま
た
、
戦
後
の
社
会
保
障
制
度
は
、
一
九
三
〇
年
当
時

の
社
会
保
険
が
同
質
の
リ
ス
ク
を
共
有
す
る
一
部
の
国
民
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
（
一
九
三
〇
年
法
は
、
一
定
水
準
以
下
の
収
入
を

得
て
い
る
工
業
・
商
業
分
野
の
被
用
者
の
み
を
強
制
加
入
の
対
象
と
し
た
。
対
象
と
な
る
被
用
者
は
金
庫
選
択
の
自
由
を
与
え
ら
れ
た11

））
の

と
は
根
本
的
に
異
な
り
、
完
全
雇
用
、
医
療
を
受
け
る
権
利
、
そ
し
て
、
収
入
の
正
当
な
再
分
配
と
い
う
三
つ
の
よ
り
包
括
的
な
政
策
の
結

合
の
帰
結
と
し
て
構
想
さ
れ
た12

）。

ま
た
、
戦
後
の
社
会
保
障
制
度
が
、
従
来
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
実
現
し
な
か
っ
た
単
一
金
庫
へ
の
あ
ら
ゆ
る
国
民
の
強
制
加
入
制
度
を

（
実
際
に
は
結
局
実
現
に
は
至
ら
な
か
っ
た
も
の
の
）
目
指
し
た
こ
と
は
、
あ
く
ま
で
任
意
加
入
を
中
核
的
な
価
値
と
し
て
掲
げ
る
共
済
の

思
想
と
合
致
し
な
か
っ13

）た14
）。

イ
ギ
リ
ス
を
は
じ
め
と
す
る
諸
外
国
の
立
法
の
影
響
も
あ
り
、
全
国
抵
抗
評
議
会
（co

n
seil

 
n
a
tio
n
a
l
 
d
e

 
resista

n
ce

）
は
、
社
会
経
済
政
策
に
関
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
中
で
、
あ
ら
ゆ
る
市
民
に
対
し
て
完
全
な
社
会
保
障
政
策
を
提
供
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
掲
げ
て
い
た15

）。
さ
ら
に
、
社
会
保
障
制
度
を
創
設
す
る
一
九
四
五
年
オ
ル
ド
ナ
ン
ス16

）は
、
単
に
強
制
加
入
原
則
を
掲
げ
る
の

み
な
ら
ず
、
全
国
民
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
リ
ス
ク
の
カ
バ
ー
を
（
理
念
と
し
て
）
掲
げ
る
点
で
き
わ
め
て
体
系
的
・
制
度
的
な
性
格
を
示
し

て
い
た17

）。
こ
う
し
た
、
普
遍
的
・
体
系
的
・
制
度
的
な
性
格
は
、
従
来
の
共
済
（
さ
ら
に
は
従
来
の
社
会
保
険
制
度
）
の
思
想
や
活
動
方
針

と
は
異
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た18

）。

最
後
に
、
当
時
、
労
働
組
合
の
影
響
力
が
伸
長
し
、
他
方
で
共
済
が
一
般
の
労
働
者
階
級
へ
の
求
心
力
を
失
い
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
も
重
要

な
要
素
で
あ
る19

）。
一
九
三
〇
年
社
会
保
険
法
は
共
済
に
制
度
の
管
理
運
営
主
体
と
し
て
の
役
割
を
付
与
し
た
が
、
既
に
見
た
よ
う
に
、
こ
う

し
た
立
法
は
共
済
の
官
僚
化
を
招
い
た
と
さ
れ
て
い
る20

）。
第
二
次
大
戦
前
、
共
済
は
依
然
と
し
て
六
〇
〇
万
人
の
加
盟
者
を
数
え
た
も
の
の
、

指
導
者
層
は
高
齢
化
し
、
そ
の
活
動
基
盤
は
脆
弱
で
あ
っ
た21

）。
一
方
、
ヴ
ィ
シ
ー
政
権
下
に
お
い
て
、
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
運
動
に
直
接
に
関
与

（77-４- ）88 708
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し
た
左
派
政
党
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
労
働
総
同
盟
（C

o
n
fed

era
tio
n G

en
era

le d
u T

ra
v
a
il,

22
）

C
G
T

）
は
、
戦
後
、
き
わ
め
て
大
き
な
プ
レ

ゼ
ン
ス
を
発
揮
す
る
に
至
っ
て
い
た23

）。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
共
済
が
ヴ
ィ
シ
ー
政
権
に
む
し
ろ
協
調
す
る
姿
勢
を
取
っ
た
時
期
が
あ
っ
た

こ
と
も
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る24

）。
労
働
組
合
の
影
響
力
が
拡
大
す
る
中
、
労
働
運
動
と
は
独
立
し
て
活
動
を
続
け
る
共
済
は
、
拠
出
を

可
能
と
す
る
資
力
を
も
つ
中
流
階
級
・
小
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
・
公
務
員
・
商
人
と
い
っ
た
階
級
の
た
め
の
制
度
と
し
て
の
性
格
を
強
め
、
労
働
者

階
級
か
ら
遠
ざ
か
る
こ
と
と
な
っ
た25

）。
こ
の
よ
う
に
政
治
的
に
穏
健
・
保
守
の
傾
向
を
も
つ
支
持
層
に
支
え
ら
れ
る
共
済
は
、
当
時
社
会
保

障
制
度
の
構
築
を
推
進
す
る
立
場
に
あ
っ
た
者
と
は
必
ず
し
も
目
的
を
共
有
し
な
い
状
況
と
も
な
っ
て
い
た26

）。
労
働
運
動
と
距
離
を
置
い
た

階
級
横
断
型
の
活
動
は
、
戦
前
の
共
済
の
発
展
を
支
え
た
一
つ
の
強
み
で
あ
っ
た
が
、
第
二
次
大
戦
後
の
時
代
背
景
の
中
で
、
こ
の
点
が
共

済
の
限
界
と
し
て
そ
の
発
展
を
妨
げ
た
の
で
あ
る27

）。

⑶

こ
う
し
て
、
共
済
が
掲
げ
て
き
た
伝
統
的
な
二
つ
の
価
値
で
あ
る
自
発
性
と
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
代
わ
っ
て
、
労
働
者
組
織
と
国
家
の
役

割
を
拡
大
す
る
政
策
の
中
で
、
強
制
的
な
保
障
の
制
度
が
誕
生
す
る
こ
と
に
な
っ
た28

）。

第
三
節

共
済
の
新
た
な
役
割

⑴

こ
の
よ
う
に
強
制
加
入
の
社
会
保
障
制
度
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
い
わ
ば
受
難
の
時
期
を
過
ご
し
て
い
た
共
済29

）に
は
、
代

わ
っ
て
い
か
な
る
役
割
が
期
待
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

一
九
四
五
年
一
〇
月
一
九
日
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
は
、
共
済
の
新
た
な
位
置
づ
け
を
明
確
化
す
る
こ
と
を
試
み
て
い
る30

）。
立
法
理
由
は
、
ま
ず

共
済
が
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
最
初
の
任
意
的
相
互
扶
助
の
組
織
で
あ
り
、
歴
史
的
に
き
わ
め
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
こ
と
、
特
に
、

一
九
三
〇
年
社
会
保
険
法
の
適
用
を
支
え
た
主
要
な
組
織
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
一
方
で
、
強
制
加
入
を
掲
げ
る
社
会
保
険
法

お
よ
び
、
一
九
四
五
年
に
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
そ
の
一
般
化
は
、
本
来
任
意
的
で
自
由
な
活
動
と
強
く
結
び
つ
い
て
い
る
共
済
の
活
力

を
奪
う
危
険
が
あ
る
と
述
べ
る
。
一
般
的
で
義
務
的
な
社
会
保
障
制
度
は
、
共
済
の
依
拠
す
る
価
値
と
相
反
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
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な
社
会
保
障
の
組
織
か
ら
共
済
を
解
放
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

同
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
は
、
こ
う
し
て
、
一
九
四
五
年
の
社
会
保
障
制
度
に
関
わ
る
立
法
が
共
済
か
ら
活
動
の
関
心
を
大
幅
に
奪
う
こ
と
を
認

め
つ
つ
、
他
方
で
、
こ
の
組
織
に
新
た
な
役
割
を
期
待
す
べ
き
こ
と
を
提
唱
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
強
制
的
な
性
格
を
も
つ
社
会
保
障
制

度
が
介
入
し
な
い
分
野
に
お
い
て
、
引
き
続
き
任
意
的
な
性
格
の
活
動
を
展
開
す
る
こ
と
で
あ
る
。
同
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
は
、
以
上
の
よ
う
な

前
提
の
下
で
、
①
共
済
に
最
大
限
の
自
由
と
柔
軟
性
を
付
与
す
る
こ
と
、
②
そ
の
活
動
範
囲
を
拡
大
す
る
こ
と
、
③
そ
の
活
動
を
よ
り
効
率

的
な
も
の
と
す
る
こ
と
、
を
目
的
と
し
て
掲
げ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
上
記
の
三
つ
の
目
的
に
対
応
し
て
、
①
自
由
と
い
う
価
値
を
共
済

の
根
本
的
な
価
値
と
し
て
改
め
て
確
認
し
、
強
化
す
る
こ
と
、
共
済
に
対
す
る
法
規
制
や
行
政
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
緩
和
し
、
活
動
の
自
由

を
拡
大
す
る
こ
と
、
組
織
の
民
主
的
な
管
理
運
営
を
強
化
す
る
こ
と
、
②
医
療
保
険
と
年
金
保
険
が
強
制
加
入
と
な
り
、
こ
れ
ら
の
活
動
を

共
済
の
主
要
な
活
動
分
野
と
す
る
こ
と
は
も
は
や
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
ふ
ま
え
、
代
わ
っ
て
、
こ
の
組
織
を
、
相
互
扶
助
的
な
性

格
を
も
つ
あ
ら
ゆ
る
活
動
に
広
く
対
応
す
る
枠
組
み
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
（
そ
れ
に
伴
い
、
従
来
の
共
済
救
護
組
織
で
は
な
く
共
済
団
体

（so
ciete

m
u
tu
a
liste

）
へ
と
、
組
織
の
呼
称
も
変
更
さ
れ
る
）、
③
再
保
険
の
義
務
付
け
や
、
共
済
活
動
の
調
整
の
た
め
の
県
単
位
の
委

員
会
の
設
置
等
、
が
定
め
ら
れ
た
。
な
お
、
立
法
理
由
は
、
同
時
期
に
設
立
さ
れ
た
企
業
委
員
会
も
組
織
の
構
造
と
し
て
は
共
済
の
形
式
を

採
る
点
を
強
調
し
て
い
る
。

⑵

本
節
の
関
心
と
の
関
係
で
特
に
重
要
な
の
は
、
共
済
の
活
動
範
囲
を
規
定
す
る
②
の
部
分
で
あ
ろ
う
。
同
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
の
第
一
条
は
、

共
済
団
体
を
、

メ
ン
バ
ー
の
拠
出
を
手
段
と
し
て
、
メ
ン
バ
ー
あ
る
い
は
そ
の
家
族
の
利
益
の
た
め
に
、
生
活
保
障
（p

rev
o
y
a
n
ce

）、

連
帯
、
相
互
扶
助
（en

tra
id
e

）
の
活
動
を
行
う
団
体
」
と
定
義
し
た
上
で
、
そ
の
主
た
る
活
動
を
、
１
）
社
会
的
リ
ス
ク
の
予
防
・
リ
ス

ク
が
現
実
化
し
た
際
の
補
償
、
２
）
母
親
の
支
援
、
児
童
（en

fa
n
ce

）
お
よ
び
家
庭
の
保
護
、
３
）
メ
ン
バ
ー
の
倫
理
的
・
知
的
・
身
体
的

発
展
、
の
三
つ
を
目
指
す
も
の
と
し
て
、
き
わ
め
て
広
く
設
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
相
互
扶
助
的
な
組
織
が
必
ず
共
済
の
形
式
を
取
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
も
の
の
、
メ
ン
バ
ー
か
ら
拠
出
金
を
つ
の
っ
て
疾
病
リ
ス
ク
・
老
齢
リ
ス
ク
等
に
対
応
す
る
保
険
に
つ
い
て
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は
、
共
済
の
形
式
に
よ
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
（
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
二
条
一
項31

））。

⑶

こ
の
よ
う
に
、
強
制
加
入
の
社
会
保
障
制
度
の
創
設
に
際
し
て
、
こ
れ
と
性
格
を
異
に
す
る
共
済
に
つ
い
て
は
、
む
し
ろ
そ
の
任
意
的

性
格
が
強
調
さ
れ
、
市
民
の
助
け
合
い
の
性
格
を
も
つ
活
動
に
広
く
関
与
す
る
組
織
と
し
て
の
性
格
が
新
た
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
疾
病
・
老
齢
の
リ
ス
ク
に
関
す
る
保
険
に
つ
い
て
は
、
社
会
保
障
制
度
を
補
足
す
る
組
織
と
し
て
優
越
的
地
位
を
与
え
ら
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
次
節
で
改
め
て
取
り
上
げ
る
。

第
四
節

補
足
的
」
医
療
保
険
の
誕
生
と
発
展

⑴

第
三
節
で
見
た
よ
う
に
、
共
済
は
、
強
制
加
入
の
社
会
保
障
制
度
の
創
設
に
伴
い
、
こ
の
制
度
の
管
理
運
営
か
ら
は
遠
ざ
け
ら
れ
た
も

の
の
、
法
律
上
、
社
会
保
障
制
度
（
な
ら
び
に
農
業
制
度
）
以
外
に
医
療
保
険
を
提
供
で
き
る
組
織
類
型
と
し
て
の
地
位
を
付
与
さ
れ
た

（
一
九
四
五
年
一
〇
月
一
九
日
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
二
条
一
項
）。
こ
う
し
て
、
共
済
の
主
要
な
活
動
領
域
と
し
て
「
補
足
的
」
医
療
保
険
の
提
供

が
登
場
し
、
共
済
の
性
格
は
大
き
く
変
化
す
る32

）。

ま
た
、
労
使
共
済
制
度
に
つ
い
て
も
、
労
働
大
臣
の
許
可
を
得
る
と
い
う
条
件
付
き
で
、
こ
の
分
野
へ
の
参
入
が
認
め
ら
れ
た
（
一
九
四

五
年
一
〇
月
四
日
（
四
五

二
二
五
〇
号
）
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
一
八
条
、
一
九
四
六
年
社
会
保
障
法
典
四
条33

））。
も
っ
と
も
、
既
に
み
た
よ
う
に

労
使
共
済
制
度
は
主
と
し
て
年
金
の
分
野
で
飛
躍
を
遂
げ
、
医
療
分
野
へ
の
介
入
は
遅
れ
た34

）。
他
方
で
、
一
九
四
六
年
の
上
記
の
よ
う
な
立

法
に
よ
り
、
補
足
制
度
へ
の
保
険
会
社
の
参
入
は
法
律
上
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
と
な
り
、
社
会
保
障
一
般
制
度
を
補
足
す
る
役
割
は
、
共
済

と
労
使
共
済
制
度
に
よ
り
独
占
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た35

）。
労
使
共
済
制
度
を
重
視
す
る
制
度
設
計
に
は
、
第
二
次
大
戦
後
の
労
使
に
よ
る
社

会
民
主
主
義
重
視
の
傾
向
を
改
め
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
労
使
共
済
制
度
に
つ
い
て
第
二
次
大
戦
前
後
で
発
展
の
歴
史
に
断
絶
が
あ

る
と
見
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
第
一
編
第
二
章
第
四
節
を
参
照36

））。

⑵

こ
の
よ
う
に
、
社
会
保
障
制
度
創
設
時
、
立
法
者
は
、
社
会
保
障
制
度
の
外
に
医
療
保
険
が
残
存
す
る
こ
と
を
認
め
た
上
で
、
こ
の
分
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野
に
介
入
で
き
る
主
体
を
、
共
済
お
よ
び
労
使
共
済
制
度
に
限
定
し
た
。
補
足
的
医
療
保
険
の
分
野
で
は
、
特
に
、
共
済
の
活
発
な
活
動
が

期
待
さ
れ
た
。

そ
も
そ
も
、
強
制
加
入
の
社
会
保
障
制
度
は
、
そ
の
創
設
時
（
当
時
の
目
標
と
は
相
反
し
て
）
あ
ら
ゆ
る
労
働
者
を
カ
バ
ー
す
る
も
の
と

は
な
ら
な
か
っ
た37

）。
と
り
わ
け
、
自
営
業
者
に
つ
い
て
共
済
が
必
要
な
保
護
を
提
供
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
た38

）。
ま
た
、
社
会
保
障
制
度
の

給
付
を
補
足
す
る
形
で
、
共
済
が
よ
り
充
実
し
た
給
付
を
行
う
こ
と
も
、
制
度
創
設
当
初
か
ら
既
に
想
定
さ
れ
て
い
た39

）。
医
療
保
険
と
の
関

係
で
は
、
一
部
負
担
金
（tick

et m
o
d
era

teu
r

）
の
カ
バ
ー
、
保
険
に
よ
っ
て
償
還
さ
れ
る
価
格
を
超
え
た
実
費
の
保
障
、
第
三
者
払
い

の
実
施
（
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
保
障
制
度
は
現
在
に
至
る
ま
で
原
則
と
し
て
償
還
払
い
制
度
を
採
用
し
て
い
る
）
が
、
一
九
五
〇
年
代
の

D
u
ra
n
d

の
著
作
に
お
い
て
既
に
共
済
の
役
割
と
し
て
列
挙
さ
れ
て
い
る40

）。
同
書
は
、
個
人
の
努
力
に
依
拠
す
る
共
済
は
、
強
制
加
入
制
度

が
も
ち
う
る
不
都
合
な
心
理
的
効
果
（
お
そ
ら
く
自
助
努
力
の
軽
視
等
を
想
定
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
）
の
も
た
ら
す
帰
結
を
回
避
す
る
こ

と
が
で
き
る
と
し
て
、
こ
の
分
野
へ
の
共
済
の
活
動
が
な
お
重
要
な
意
味
を
持
つ
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
共
済
は
、
閉
じ
ら
れ
た
社
会
的

グ
ル
ー
プ
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
た
め
に
、
リ
ス
ク
の
存
在
・
大
き
さ
を
よ
り
容
易
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
。
そ
の
た
め
、
社
会
的
リ
ス

ク
の
補
償
に
お
け
る
濫
用
的
行
動
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る41

）。
こ
の
よ
う
に
、
強
制
加
入
の
社
会
保
障
制
度
が
創
設
さ

れ
た
際
、
既
に
、
こ
れ
を
補
完
す
る
役
割
を
果
た
す
医
療
保
険
が
な
お
許
容
さ
れ
、
ま
た
必
要
と
さ
れ
る
と
の
認
識
が
存
在
し
た42

）。

第
五
節

社
会
保
障
制
度
へ
の
関
与

一
九
四
六
年
の
社
会
保
障
制
度
創
設
後
、
共
済
が
社
会
保
障
制
度
か
ら
完
全
に
排
除
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
一
般
制
度
の
金
庫
理
事
会

の
選
挙
に
は
、
労
働
組
合
と
並
ん
で
候
補
者
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
た
（
但
し
一
九
四
六
年
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
に
従
っ
て
行
わ
れ
た
社
会
保
障

金
庫
の
理
事
選
挙
の
結
果
、C

G
T

が
五
九
％
、C

F
T
C

が
二
六
％
の
票
を
集
め
た
の
に
対
し
て
、
共
済
の
得
票
は
九
％
で
あ
り
、
き
わ
め

て
低
い
値
に
留
ま
っ
た43

））。
こ
の
よ
う
な
、
社
会
保
障
制
度
へ
の
共
済
の
間
接
的
な
参
加
の
制
度
は
そ
の
後
一
九
六
七
年
に
一
旦
廃
止
さ
れ
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た
も
の
の
、
一
九
八
二
年
以
降
は
フ
ラ
ン
ス
共
済
全
国
連
盟
（F

N
M
F

）
の
代
表
者
の
参
加
と
い
う
形
で
再
度
導
入
さ
れ
て
い
る
（
第
一

編
第
一
章
参
照44

））。

ま
た
、
一
九
四
五
年
一
〇
月
四
日
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
は
、

給
付
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
」
社
会
保
障
金
庫
が
セ
ク
シ
ョ
ン
を
作
り
、
そ
れ
を

共
済
に
運
営
さ
せ
る
可
能
性
を
認
め
た45

）。
こ
の
規
定
は
き
わ
め
て
曖
昧
な
文
言
で
あ
っ
た
が
、
一
九
四
七
年
三
月
一
九
日
法
（
い
わ
ゆ
る

「M
o
rice

」
法
）
が
、
こ
れ
を
二
つ
の
制
度
に
具
体
化
し
、
こ
の
制
度
は
現
在
に
至
る
ま
で
ほ
ぼ
同
じ
形
で
存
続
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

M
o
rice

法
は
、
①
一
〇
〇
人
以
上
の
メ
ン
バ
ー
を
も
つ
共
済
あ
る
い
は
そ
の
連
合
が
そ
の
メ
ン
バ
ー
と
の
関
係
で
「
連
絡
担
当
者
」

co
r-

resp
o
n
d
a
n
t

）
と
し
て
書
類
作
成
と
給
付
支
払
を
社
会
保
障
金
庫
に
代
わ
っ
て
行
う
可
能
性46

）、
お
よ
び
、
②
初
級
金
庫
の
理
事
会
に
よ
る

資
格
付
与
等
一
定
の
条
件
の
下
で
、
①
よ
り
も
大
き
な
権
限
と
し
て
、
共
済
あ
る
い
は
そ
の
連
合
が
「
地
域
セ
ク
シ
ョ
ン
」

sectio
n

 
lo
ca
l

）
を
構
築
し
、
自
ら
の
メ
ン
バ
ー
に
つ
い
て
金
庫
の
理
事
会
か
ら
託
さ
れ
た
様
々
な
業
務
（
書
類
作
成
、
給
付
額
の
確
定
、
給
付
支

払
等
）
を
代
行
す
る
可
能
性
を
認
め
た
（
①
、
②
の
順
に
、
現
行
社
会
保
障
法
典
の
Ｌ

.

二
一
一
｜
四
条
一
項
二47

）項48
））。

と
り
わ
け
、
②
の
制

度
は
、
医
療
制
度
の
管
理
に
つ
い
て
共
済
と
初
級
金
庫
の
き
わ
め
て
密
接
な
協
働
を
予
定
す
る
も
の
で
あ
る
（
①
の
制
度
に
お
い
て
共
済
は

受
託
者
の
立
場
に
留
ま
る
が
、
②
の
制
度
に
お
い
て
は
、
初
級
金
庫
か
ら
共
済
に
対
し
て
、
給
付
支
払
に
必
要
な
財
源
と
運
営
コ
ス
ト
に
あ

た
る
費
用
が
支
払
わ
れ
、
運
営
コ
ス
ト
に
つ
い
て
は
初
級
金
庫
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
及
ば
な
い
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
Ｌ

.

二
一
一
｜
六
条

ほ
か
）。
こ
の
制
度
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
代
表
的
な
共
済
組
合
で
あ
る
全
国
教
育
一
般
共
済
（M

u
tu
elle

 
G
en
era

le
 
d
e
 
l’É
d
u
ca
tio
n

 
N
a
tio
n
a
le,

M
G
E
N

）
は
、
一
九
四
六
年
〜
一
九
四
七
年
当
時
か
ら
社
会
保
障
給
付
を
担
当
す
る
教
職
員
を
加
入
者
と
し
て
全
て
の
県
に

地
域
セ
ク
シ
ョ
ン
を
設
置
し
、
こ
れ
ら
を
統
合
す
る
全
国
組
織
を
構
築
し
て
社
会
保
障
基
礎
制
度
の
管
理
に
あ
た
っ
て
い
る49

）。

こ
のM

o
rice

法
は
、
社
会
保
障
組
織
と
フ
ラ
ン
ス
共
済
全
国
連
盟
（F

N
M
F

）
と
の
間
で
一
九
四
七
年
二
月
二
七
日
に
交
わ
さ
れ
た

合
意
を
基
礎
と
し
て
制
定
さ
れ
て
い
る
。
上
記
の
よ
う
な
共
済
の
社
会
保
障
制
度
へ
の
参
加
の
仕
組
み
は
、
社
会
保
障
組
織
側
か
ら
共
済
へ

の
譲
歩
と
し
て
構
築
さ
れ
、
共
済
が
戦
後
の
新
た
な
制
度
設
計
を
受
入
れ
る
こ
と
の
条
件
と
さ
れ
た50

）。
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第
六
節

第
一
章
の
ま
と
め

以
上
の
通
り
、
歴
史
的
な
文
脈
や
組
織
の
発
展
の
経
緯
を
背
景
と
し
て
、
共
済
は
第
二
次
大
戦
を
境
に
影
響
力
を
失
い
、
代
わ
っ
て
、
社

会
民
主
主
義
を
基
礎
と
し
た
新
た
な
社
会
構
築
と
い
う
目
的
の
下
で
、
労
使
に
よ
る
自
治
が
社
会
保
障
制
度
の
中
核
に
据
え
ら
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。
も
っ
と
も
、
第
二
次
大
戦
後
に
設
計
さ
れ
た
こ
の
新
し
い
社
会
保
障
制
度
は
、
当
事
者
に
よ
る
管
理
・
運
営
と
い
う
価
値
を
掲
げ

る
点
で
、
そ
れ
ま
で
共
済
が
掲
げ
て
き
た
価
値
と
大
い
に
連
続
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
戦
後
の
社
会
保
障
制
度
に
、
周
辺
的
な
位
置

づ
け
な
が
ら
も
共
済
が
関
与
し
続
け
て
い
る
こ
と
は
、
第
二
次
大
戦
前
・
後
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
社
会
保
険
の
性
質
が
全
面
的

に
変
化
し
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
推
測
さ
せ
る51

）。

ま
た
、
補
足
的
医
療
保
険
と
い
う
共
済
の
新
し
い
役
割
と
の
関
係
で
重
要
な
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
社
会
保
障
制
度
創
設
の
時
点

で
、
既
に
こ
の
制
度
を
補
う
任
意
加
入
の
制
度
の
存
在
が
予
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る52

）。
つ
ま
り
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
補
足
的
医
療
保

険
の
存
在
・
発
展
は
、
当
時
か
ら
社
会
保
障
制
度
の
設
計
と
共
に
議
論
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
り
、
こ
の
制
度
設
計
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い

た
。
そ
の
背
景
に
は
、
上
述
し
た
よ
う
な
共
済
と
社
会
保
障
制
度
と
の
連
続
性
、
そ
し
て
、
社
会
保
障
制
度
創
設
時
に
至
る
ま
で
の
間
共
済

が
果
た
し
て
き
た
社
会
的
・
政
治
的
役
割
の
重
要
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る53

）。

１
）

加
藤
智
章
『
医
療
保
険
と
年
金
保
険

フ
ラ
ン
ス
社
会
保
障
制
度
に
お
け
る
自
律
と
平
等
』

北
海
道
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
三
）
四
八
頁
以
下
。

２
）

フ
ラ
ン
ス
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
ベ
ヴ
ァ
リ
ッ
ジ
報
告
に
大
き
な
影
響
を
受
け
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
イ
ギ
リ
ス
的
な
制
度
を
採
用
し
な
か
っ
た
理
由
の
一

つ
も
、
こ
う
し
た
関
心
に
あ
っ
た
。Jo

in
-L
a
m
b
ert

(M
.-T
.)
et a

l.
P
olitiqu

es sociales
,
P
resses d

e la fo
n
d
a
tio
n n

a
tio
n
a
le d

es scien
ces

 
p
o
litiq

u
es et D

a
llo
z,
1994,

p
.
343.

３
）

Ibid
.,
C
a
trice-L

o
rey

(A
.),
D
yn
am
iqu
e in

tern
e d

e la secu
rite

sociale,
d
eu
xiem

e ed
ition

,
E
co
n
o
m
ica
,
1981,

p
p
.
33 et 34.

４
）

C
a
ctice-L

o
rey

(A
.),
o
p
.
cit.,

p
.
35.

５
）

D
u
ra
n
d
(P
.),
L
a politiqu

e con
tem

porain
e d

e S
ecu

rite
sociale

,
D
a
llo
z,
1953,

v
ersio

n reed
itee en 2005,

p
.
352.

６
）

本
稿
で
は
農
業
制
度
は
検
討
の
対
象
と
し
な
い
が
、
共
済
組
合
が
戦
後
、
い
わ
ば
社
会
保
障
制
度
化
さ
れ
た
例
と
し
て
重
要
で
あ
ろ
う
。
制
度
の
概

（77-４- ）94 714
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要
に
つ
い
て
はD

u
p
ey
ro
u
x
(J.-J.),

D
roit d

e la secu
rite

sociale
,
16

ed
itio

n
,
D
a
llo
z,
2008,

p
p
.
963 et s.

参
照
。

７
）

Jo
in
-L
a
m
b
ert

(M
.-T
.)
et a

l.,
o
p
.
cit.,

p
.
305.

８
）

な
お
、
一
九
四
六
年
に
創
設
さ
れ
た
社
会
保
障
制
度
の
も
う
一
つ
の
特
徴
は
、
国
家
の
介
入
が
従
来
よ
り
も
強
調
さ
れ
た
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
意
味

で
は
、
新
し
い
制
度
は
国
家
＋
労
使
の
三
者
に
よ
る
管
理
運
営
体
制
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
制
度
の
背
景
に
は
、
任
意
加
入
方
式
の
限
界

が
認
識
さ
れ
、
強
制
加
入
制
度
の
導
入
が
目
指
さ
れ
る
よ
う
に
至
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
強
制
加
入
化
に
伴
っ
て
、
立
法
に
よ
る
ル
ー
ル
の
制
定
と
い
う
側

面
と
、
そ
の
対
価
と
し
て
行
わ
れ
る
財
源
へ
の
参
加
と
い
う
二
つ
の
側
面
か
ら
、
国
家
介
入
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
三
者
に
よ
る

管
理
運
営
体
制
と
い
う
特
殊
な
管
理
運
営
方
法
が
現
れ
る
。
三
者
に
よ
る
管
理
運
営
体
制
は
、
三
者
に
よ
る
財
源
の
負
担
と
い
う
制
度
設
計
の
帰
結
で
あ

る
と
い
え
る
。
以
上
、P

o
llet

(G
),
R
en
a
rd
(D
),
G
en
eses et u

sa
g
es d

e l’id
ee p

a
rita

ire d
a
n
s le sy

stem
e d
e p
ro
tectio

n so
cia
le fra

n
ça
is.

F
in 19

m
ilieu d

u 20
siecle,

R
evu

e fran
çaise d

e scien
ce politiqu

e
,
45

a
n
n
ee,

n
.4,
1995,

p
p
.
550 et 551.

９
）

D
e la m

u
tu
alite

a
la secu

rite
sociale,

con
flits et con

vergen
ces
,
les ed

itio
n
s o
u
v
rieres,

1986,
p
.
126,

C
a
trice-L

o
rey

(A
.),
o
p
.

cit.,
p
.
35.

10
）

企
業
委
員
会
の
設
置
は
、
一
九
四
五
年
二
月
二
二
日
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
に
よ
る
。
こ
う
し
た
動
き
は
、
政
治
的
に
は
、
戦
後
の
保
守
派
勢
力
の
後
退
と

連
立
政
権
へ
の
左
派
・
共
産
党
勢
力
の
参
加
と
い
う
背
景
か
ら
説
明
さ
れ
る
。C

a
trice-L

o
rey

(A
.),
o
p
.
cit.,

p
.
36.

山
口
俊
夫
（
著
）『
概
説
フ
ラ

ン
ス
法

下
』

東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
四
）
五
一
〇
・
五
一
一
頁
、S

a
in
t-Jo

u
rs

(Y
.),

D
rey

fu
s
(M
.),

D
u
ra
n
d
(D
.),

T
raite

d
e
 
secu

r-

itesociale,
T
om
e V

 
L
a m

u
tu
alite

,
L
.G
.D
.J.,

1990,
p
.
125

も
参
照
。
最
後
者
の
文
献
に
よ
れ
ば
、
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
も
っ
と
も
重
要
な

社
会
的
論
点
は
、
社
会
保
障
と
企
業
内
の
社
会
的
活
動
を
そ
れ
ぞ
れ
誰
が
管
理
す
る
か
で
あ
っ
た
。
労
働
組
合
は
両
者
に
つ
い
て
権
限
を
獲
得
し
た
こ
と

に
な
る
。

11
）

Jo
in
-L
a
m
b
ert

(M
.-T
.)
et a

l.,
o
p
.
cit.,

p
p
.
270 et 271.

12
）

G
ib
a
u
d
(B
.),
o
p
.
cit.,

p
.
126,

S
a
in
t-Jo

u
rs
(Y
.)
et a

l.
o
p
.
cit.,

p
p
.
123 et 124.

13
）

T
o
u
ca
s-T

ru
y
en
(P
.),
H
istoire d

e la m
u
tu
alite

et d
es assu

ran
ces,

L
’actu

alite
d
’u
n ch

oix
,
S
y
ro
s,
M
u
tu
a
lite

fra
n
ça
ise,

1998,
p
.

81.

14
）

政
治
的
穏
健
派
あ
る
い
は
保
守
派
が
中
心
的
な
ア
ク
タ
ー
と
な
っ
て
い
た
共
済
と
、
労
働
組
合
に
よ
っ
て
主
導
さ
れ
て
い
た
社
会
保
障
制
度
を
め
ぐ

る
当
時
の
社
会
保
障
立
法
に
向
け
た
議
論
と
の
間
に
は
大
き
な
乖
離
が
あ
り
、
強
制
加
入
か
任
意
加
入
か
と
い
う
論
点
は
、
実
際
に
は
重
要
な
論
点
と
し

て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。S

a
in
t-Jo

u
rs
(Y
.)
et a

l.
o
p
.
cit.,

p
.
125.

15
）

Jo
in
-L
a
m
b
ert

(M
.-T
.)
et a

l,
o
p
.
cit.,

p
.
273.

16
）

O
rd
.
n
.
45

2454 d
u 19 o

ct.
1945.
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17
）

T
o
u
ca
s-T

ru
y
en

(P
.),
o
p
.
cit.,

p
.
82.

18
）

S
a
in
t-Jo

u
rs
(Y
.)
et a

l.
o
p
.
cit.,

p
p
.
122 et 123.

19
）

S
a
in
t-Jo

u
rs
(Y
.)
et a

l.
o
p
.
cit.,

p
.
109.

20
）

S
a
in
t-Jo

u
rs
(Y
.)
et a

l.
o
p
.
cit.,

p
.
128.

21
）

G
ib
a
u
d
(B
.),
o
p
.
cit.,

p
.
104.

22
）

G
ib
a
u
d
(B
.),
o
p
.
cit.,

p
.
121.

23
）

G
ib
a
u
d
(B
.),
o
p
.
cit.,

p
.
119,

S
a
in
t-Jo

u
rs
(Y
.)
et a

l.
o
p
.
cit.,

p
.
121.

第
二
次
大
戦
終
戦
直
後
のC

G
T

の
加
盟
者
数
は
約
三
八
〇
万
名
。

T
o
u
ca
s-T

ru
y
en

(P
.),
o
p
.
cit.,

p
.
81.

24
）

こ
の
事
実
は
共
済
が
戦
後
に
経
験
し
た
困
難
を
説
明
す
る
要
因
と
し
て
は
重
視
す
べ
き
で
な
い
と
の
見
解
も
あ
る
。T

o
u
ca
s-T

ru
y
en

(P
.),

o
p
.

cit.,
p
.
81.

ま
た
、
第
二
次
大
戦
期
の
共
済
の
活
動
の
歴
史
に
つ
い
て
は
研
究
の
蓄
積
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ず
、
専
門
家
も
こ
の
時
期
の
評
価
に
つ
い

て
は
き
わ
め
て
慎
重
な
姿
勢
を
と
っ
て
い
る
。S

a
in
t-Jo

u
rs
(Y
.)
et a

l.
o
p
.
cit.,

p
.
109.

さ
ら
に
、
労
働
組
合
の
中
に
も
、
一
部
の
少
数
派
に
、

V
ich
y

政
権
の
社
会
観
に
賛
同
す
る
者
が
い
た
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。S

a
in
t-Jo

u
rs
(Y
.)
et a

l.
o
p
.
cit.,

p
.
116.

25
）

Jo
in
-L
a
m
b
ert

(M
.-T
.)
et a

l.,
o
p
.
cit.,

p
.
267,

S
a
in
t-Jo

u
rs
(Y
.)
et a

l.
o
p
.
cit.,

1990,
p
.
127.

26
）

S
a
in
t-Jo

u
rs
(Y
.)
et a

l.
o
p
.
cit.,

p
.
125.

27
）

参
照
、S

a
in
t-Jo

u
rs
(Y
.)
et a

l.
o
p
.
cit.,

p
.
128.

28
）

G
ib
a
u
d
(B
.),
o
p
.
cit.,

p
p
.
119 et 120.1q

29
）

G
in
o
n
(A
.-S
.),
L
e m

ed
ecin tra

ita
n
t,
rev

ela
teu

r d
es n

o
u
v
elles fo

n
ctio

n
s d

e la p
ro
tectio

n so
cia
le co

m
p
lem

en
ta
ire,

R
D
S
S
,

2005,
n
.
6,
p
.
915,

S
a
in
t-Jo

u
rs
(Y
.)
et a

l.
o
p
.
cit.,

1990,
p
.
125.

共
済
の
社
会
保
障
制
度
創
設
に
対
す
る
反
対
運
動
等
に
つ
い
て
は
、
同
書
の

一
二
六
頁
以
下
を
参
照
。
政
府
と
共
済
と
の
間
で
妥
協
が
成
立
し
た
の
は
一
九
四
七
年
二
月
の
こ
と
で
あ
る
。
本
文
第
五
節
参
照
。

30
）

O
rd
o
n
n
a
n
ce n

.
45

2456 d
u 19 o

cto
b
re 1945 p

o
rta
n
t sta

tu
t d
e la m

u
tu
a
lite,

J.
O
.,
20 O

cto
b
re 1945,

p
p
.
6731 et s.

31
）

強
制
加
入
の
社
会
保
障
制
度
、
お
よ
び
、
農
業
関
係
の
自
治
制
度
は
、
こ
の
規
制
か
ら
除
外
さ
れ
る
。

32
）

K
essler

(F
.),
D
roit d

e la protection
 
sociale,

3
ed
ition

,
D
a
llo
z,
2009,

p
.
37.

33
）

L
y
o
n
-C
a
en

(G
.),
L
a prevoyan

ce
,
D
a
llo
z,
1994,

p
.
20.

34
）

L
y
o
n
-C
a
en

(G
.),
o
p
.
cit.,

p
.
20.

35
）

D
u
p
ey
ro
u
x
(J.-J.),

D
roit d

e la secu
rite

sociale
,
16

ed
itio

n
,
D
a
llo
z,
2008,

p
.
1039,

A
v
is d

u C
o
n
seil d

’É
ta
t d
u 28 o

cto
b
re 1980,

D
roit S

ocial,
1986,

p
.
280,

L
y
o
n
-C
a
en

(G
.),
L
a p

rev
o
y
a
n
ce,

D
a
llo
z,
1994,

p
.
20.
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36
）

D
u
p
ey
ro
u
x
(J.-J.),

o
p
.
cit.,

p
p
.
1038,

1039.

伊
奈
川
秀
和
『
フ
ラ
ン
ス
社
会
保
障
法
の
権
利
構
造
』

信
山
社
、
二
〇
一
〇
年
）
四
四
四
・
四

四
五
頁
も
参
照
。

37
）

制
度
の
完
全
な
一
般
化
（
つ
ま
り
国
民
皆
保
険
）
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
戦
後
の
社
会
保
障
制
度
創
設
当
時
か
ら
目
指
さ
れ
た
も
の
の
、
き
わ

め
て
長
い
間
達
成
さ
れ
な
か
っ
た
。
複
数
の
制
度
の
併
存
が
一
つ
の
大
き
な
障
壁
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、
加
藤
・
前
掲
註

１
）、

と
く
に
三
七
頁
な
ど
を
参
照
。

38
）

D
u
ra
n
d
(P
.),
o
p
.
cit.,

p
.
601.

39
）

Ibid
.

40
）

Ibid
.

41
）

Ibid
.

42
）

L
u
ca
s
(M
.),
L
es en

jeu
x d

e la p
ro
tectio

n so
cia
le co

m
p
lem

en
ta
ire,

D
roit S

ocial,
1986,

p
.
286.

43
）

S
a
in
t-Jo

u
rs
(Y
.)
et a

l.
o
p
.
cit.,

p
.
130.

44
）

S
a
in
t-Jo

u
rs
(Y
.)
et a

l.
o
p
.
cit.,

p
.
253.

45
）

以
下
、S

a
in
t-Jo

u
rs
(Y
.)
et a

l.
o
p
.
cit.,

p
p
.
253 et s.

46
）

メ
ン
バ
ー
数
が
一
〇
〇
人
を
超
え
て
い
る
場
合
に
は
、
こ
の
業
務
を
行
う
こ
と
は
共
済
の
権
利
で
あ
る
（
初
級
金
庫
は
こ
の
業
務
の
委
託
を
拒
絶
で

き
な
い
）。S

a
in
t-Jo

u
rs
(Y
.)
et a

l.
o
p
.
cit.,

p
.
254,

C
.
E
.
7 d

ecem
b
re 1979,

D
roit S

ocial,
1980,

p
.
350.

47
）

そ
の
他
、
①
に
つ
い
て
は
Ｒ

.
二
一
一
｜
五
条
、
Ｒ

.

三
一
二
｜
二
条
ほ
か
、
②
に
つ
い
て
は
、
Ｌ

.

二
一
一
｜
五
条
、

48
）

法
律
上
当
然
に
資
格
付
与
が
行
わ
れ
る
制
度
も
あ
る
。
国
家
公
務
員
共
済
お
よ
び
学
生
共
済
が
そ
の
例
で
あ
る
。
社
会
保
障
法
典
Ｌ

.

七
一
二
｜
六

条
、
Ｌ

.

三
八
一
｜
九
条
ほ
か
。S

a
in
t-Jo

u
rs
(Y
.)
et a

l.
o
p
.
cit.,

p
p
.
256 et s.

49
）

S
a
in
t-Jo

u
rs
(Y
.)
et a

l.
o
p
.
cit.,

p
p
.
131 et s.,

A
n
n
ex
e V

III.
M
G
E
N

の
歴
史
に
つ
い
て
はD

rey
fu
s
(M
.),
U
n
e h

istoire d
’etre

 
em
sem

ble
,
L
a M

G
E
N
 
1946

2006,
É
d
itio

n
s Ja

co
b
-D
u
v
ern

et,
2006

も
参
照
。

50
）

S
a
in
t-Jo

u
rs
(Y
.)
et a

l.
o
p
.
cit.,

p
p
.
130 et 131,

p
.
254 n

o
te.5.

51
）

廣
澤
孝
之
「
フ
ラ
ン
ス
第
三
共
和
政
期
に
お
け
る
共
済
組
合
運
動
の
展
開
」
松
山
大
学
論
集
一
七
巻
五
号
（
二
〇
〇
五
）
二
七
二
・
二
七
三
頁
も
、

一
九
三
〇
年
の
社
会
保
険
法
に
つ
い
て
、
共
済
組
織
を
強
制
保
険
と
は
無
関
係
な
自
主
的
組
織
と
し
て
存
続
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
強
制
保
険
制
度
を
前

提
と
し
た
一
つ
の
非
国
家
的
な
社
会
保
障
制
度
の
な
か
に
取
り
込
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
や
が
て
社
会
保
障
制
度
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
的
特
徴
と
し

て
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
社
会
保
障
制
度
に
お
け
る
金
庫
理
事
会
に
よ
る
自
立
的
運
営
の
原
則
確
立
ま
で
続
い
て
い
く
と
分
析
し
、
第
二
次
大
戦
前
後
の

制
度
の
連
続
性
と
、
そ
の
中
で
共
済
が
果
た
し
た
重
要
な
役
割
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

（77-４- ）717 97

フランスの補足的医療保険（一）（笠木）



52
）

T
a
b
u
tea

u
(D
.),
L
a m

eta
m
o
rp
h
o
se silen

cieu
se d

es a
ssu

ra
n
ces m

a
la
d
ie,

D
roit S

ocial,
2010,

p
.
87.

G
ib
a
u
d

は
、
一
九
四
五
年
の

社
会
保
障
制
度
創
設
に
至
る
ま
で
の
歴
史
的
経
緯
を
ふ
ま
え
て
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
制
度
の
強
制
加
入
化
が
行
わ
れ
る
際
に
常
に
任
意
的
な
貯
蓄
の

余
地
が
残
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
指
摘
し
、
イ
ギ
リ
ス
や
ド
イ
ツ
と
比
較
し
て
こ
の
点
を
フ
ラ
ン
ス
の
制
度
史
の
特
徴
と
評
価
し
て
い
る
。G

ib
a
u
d
,
L
a

 
m
u
tu
a
lite

fra
n
ça
ise en

tre É
ta
t et m

a
rch

e,
n
a
issa

n
ce d

’u
n
e id

en
tite

(1850
1914),

M
IR
E
,
C
om
parer les system

es d
e P

rotection
 

S
ociale en E

u
rope,

V
.
1
,
p
p
.
211 et 212.

な
お
、
年
金
の
分
野
で
も
、
第
二
次
大
戦
後
の
制
度
構
築
に
際
し
て
、
私
的
活
動
（
自
発
的
保
障
努
力
）

を
阻
害
す
べ
き
で
な
い
と
い
う
議
論
を
背
景
と
し
て
、
給
付
の
水
準
が
一
定
程
度
ま
で
に
制
限
さ
れ
た
。
嵩
さ
や
か
『
年
金
制
度
と
国
家
の
役
割

英
仏

の
比
較
法
的
研
究
』

東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
六
年
）
二
二
〇
・
二
二
一
頁
。
ま
た
、
伊
奈
川
・
前
掲
註

25
）三
六
〇
頁
も
参
照
。

53
）

社
会
保
障
制
度
を
創
設
す
る
一
九
四
五
年
の
諸
立
法
の
中
に
は
、
共
済
が
国
家
と
市
場
と
の
中
間
的
存
在
と
し
て
歴
史
的
に
果
た
し
て
き
た
パ
イ
オ

ニ
ア
と
し
て
の
役
割
に
対
す
る
オ
マ
ー
ジ
ュ
が
示
さ
れ
て
い
た
と
の
見
解
と
し
て
、G

ib
a
u
d
,
M
IR
E
,
o
p
.
cit.,

p
.
124.

＊
本
稿
は
、
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
補
助
金
（
若
手
（
Ｂ
））

社
会
保
障
と
市
場
の
協
調
・
共
働
関
係
」

平
成
二
十
二
年
度
）
の
研
究
成
果
の
一
部
で

あ
る
。

（77-４- ）98 718

論 説


